
○
 
各

都
道

府
県

が
、
地

域
の
実
情
に
応
じ
て
、
当

該
都

道
府
県

に
お
け
る
医

療
提
供

体
制
の

確
保
を
図
る
た
め
に
策
定
。

 

○
 
医

療
提

供
の

量
（
病
床
数
）を

管
理
す
る
と
と
も
に
、
質
（
医
療

連
携
・
医
療

安
全
）
を
評
価

。
 

○
 
医

療
機

能
の

分
化
・
連
携
（「

医
療
連
携
」
）を

推
進
す
る
こ
と
に
よ
り
、
急

性
期
か

ら
回
復

期
、
在
宅
療
養
に
至
る
ま
で
、
地
域
全
体
で
切
れ
目
な

く
必

要
な
医

療
が

提
供
さ
れ
る
「地

域
完
結
型

医
療

」を
推

進
。

 

 
 

 
※

 
都
道
府
県
に
お
い
て
は
、
平
成
２
５
年
度
か
ら
の
医
療
計
画
（
５
か
年
計
画
）
の
策
定
作
業
を
平
成
２
４
年
度
中
に
行
う
予
定
。

 

趣
旨

 

○
 
新

た
に
精

神
疾

患
を
加
え
た
五
疾
病
五
事
業
（※

）及
び
在

宅
医
療

に
係

る
目

標
、
医
療

連
携
体
制
及
び
住
民
へ
の
情
報
提
供

 
 

 
推

進
策

 
 

   ○
 
地

域
医

療
支

援
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
実
施
す
る
事

業
等
に
よ
る
医

師
、
看

護
師
等

の
医
療

従
事
者
の
確
保

 
 

 
 

○
 
医

療
の

安
全

の
確
保

 
 

 
○

 
二
次
医
療
圏
（
※

）
、
三

次
医

療
圏
の

設
定

 
 

 
○

 
基

準
病

床
数
の
算
定

 
 
等

 
   

平
成
２
５
年
度
か
ら
の
医
療
計
画
に
お
け
る
記

載
事

項
 

※
 
五
疾
病
五
事
業
･･
･五

つ
の
疾
病
（
が
ん
、
脳
卒
中
、
急
性
心
筋
梗
塞
、
糖
尿
病
、
精
神
疾
患
）
と
五
つ
の
事
業
（
救
急
医
療
、
災
害
時
に
お
け
る
医
療
、
へ

き
地
の
医
療
、
周
産
期
医
療
、
小
児
医
療
（
小
児
救
急
医
療
を
含
む
）
）
を
い
う
。
災
害
時
に
お
け
る
医
療
は
、
東
日
本
大
震
災
の
経
緯
を
踏

ま
え
て
見
直
し
。

 

医
療
計
画
制
度
に
つ
い
て

 
医
療
計
画
制
度
に
つ
い
て

 

【
 
医

療
連

携
体

制
の

構
築
・
明
示

 
】
 

◇
 
五

疾
病
五

事
業

ご
と
に
、
必
要
な
医
療
機
能
（
目
標

、
医

療
機

関
に
求

め
ら
れ

る
事
項

等
）と

各
医
療
機
能
を
担
う
医
療
機
関
の
名
称
を
医
療
計

画
に
記

載
し
、
地

域
の

医
療
連
携
体
制
を
構
築
。

 

◇
 
地

域
の

医
療

連
携
体
制
を
分
か
り
や
す
く
示
す
こ
と
に
よ
り
、
住

民
や

患
者
が

地
域
の

医
療
機

能
を
理
解
。

 

◇
 
指

標
に
よ
り
、
医

療
資
源
・
医
療
連
携
等
に
関
す
る
現

状
を
把

握
し
た
上
で
課

題
の
抽

出
、
数

値
目
標
を
設
定
、
施
策
等
の
策
定
を

 
 

 
行

い
、
そ
の

進
捗

状
況
等
を
評
価
し
、
見
直
し
を
行
う
（疾

病
・
事
業

ご
と
の

P
D

C
A
サ

イ
ク
ル

の
推
進
）。

 

 

※
 
国
の
指
針
に
お
い
て
、
一
定
の
人
口
規
模
及
び
一
定
の
患
者
流
入
・
流
出
割
合
に
基
づ
く
、
二
次
医
療
圏
の
設
定
の
考
え
方
を
明
示
し
、
見
直
し
を
促
進
。
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都
道
府
県
が
医

療
計

画
の

 
評
価
・
改
善
を
行

う
た
め
の

サ
ポ
ー
ト

 

膨
大

な
直

近
デ
ー
タ
の
集
計
・
可
視
化

 
（
例

）
Ｎ
Ｄ
Ｂ
レ
セ
プ
ト
デ
ー
タ
（
保
険
局
か
ら
入
手
）

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
医

療
計

画
の

評
価

支
援

等
経

費
 

 
２
５
年

度
予

算
案

３
０
，
５
９
７
千

円
 

○
医
療
計
画
の
実
効
性
を
あ
げ
る
た
め
に
は
、

 都
道
府
県
が
数
値
目
標
や
施
策
の
進
捗
状
況
を

 
  
評
価

し
、
必
要
な
見
直
し
を
行
う
こ
と
が
必
要
。

 

○
医

療
計

画
の

評
価

等
に
関
す
る
検
討
会

(仮
称
）

 
（
平

成
２
５
年

度
）

 
 

 
①

「
必
須

指
標

」
、
「
推

奨
指
標
」
を
含
め
、
医
療
計
画
の

評
 

 
 

 
 価

等
を
行

う
た
め
に
、
よ
り
有
効
な
指
標
を
検
討

 
 

 
 ②

新
た
な
医

療
計

画
を
評
価
し
、
優
れ
た
事
例
の
紹
介

 等
 

 
 

 
 
（
例
え
ば

５
疾

病
５
事

業
ご
と
に
選
定
）

 

【
外

部
委

託
】

 
 ○

Ｎ
Ｄ
Ｂ
レ
セ
プ
ト
デ
ー
タ
等
の
集
計
・可

視
化

 
  
（
平

成
２
５
年

度
～

）
 

 ○
作

成
支

援
ソ
フ
ト
開
発

  
 

 （
平

成
２
５
年

度
の

み
）

 

【
都
道
府
県
】

 
 ○

数
値

目
標

の
達
成
状
況
、
施
策
・事

業
の
進

捗
 

  
 

 
 

 
状

況
を
評

価
 

都
道
府
県
は
指
標
と
し
て
Ｎ
Ｄ
Ｂ
等
を
情
報
源
と
す
る
デ
ー
タ
を

 
二
次
医
療
圏
単
位
で
把
握

 
※
Ｎ
Ｄ
Ｂ
（
ナ
シ
ョ
ナ
ル
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
）
…
電
子
レ
セ
プ
ト
等
を
匿
名
化
後
に
収
集
し
た
も
の
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目
 
的

 

  

 
 都

道
府

県
は

、
主

要
な
事
業
（が

ん
対
策
・脳

卒
中

対
策
・
急
性

心
筋
梗

塞
対
策

・糖
尿

病
対

策
、
救
急
医
療
対
策
、
災
害
医
療
対
策
、
へ
き

地
医
療

対
策

、
周

産
期
医
療
対
策
、
小
児
救
急

医
療
を
含

む
小

児
医
療

対
策
な
ど
）ご

と
の

医
療
提
供
体
制
を
構
築
す
る
こ
と
を
目
的
と
す

る
と
と
も
に
、
医

療
従
事
者
と
患
者
・家

族
等

地
域
住

民
の
相

互
理
解

に
よ
る
信

頼
関
係

の
構
築

を
図
る
。

 

 
 

 
 

 
 

 

 ２
５
年

度
予

算
：
２
２
７
億
円
の
内
数

  
（
 ２
４
年
度
予
算
：
２
５
０
億
円
の
内
数
）
 

事
業
内
容

 

主
要
な
事

業
ご
と
の
医
療
連
携
体
制
の
構
築
に
必
要

な
以

下
の
よ
う
な
事
業

を
行

う
。

 
（
１
）
各

医
療

機
関
の
医
療
機
能
に
適
切
に
情
報

提
供
す
る
た
め
の
事

業
 

 
 

  急
性

期
か

ら
回
復
期
、
在
宅
医
療
に
至

る
ま
で
の

適
切
な
医
療

サ
ー
ビ
ス
が

切
れ
目

な
く
提
供
さ
れ
る
た
め
の
事
業

 
 

 
①

 主
要

な
事
業
ご
と
の
具
体
的
な
治
療
連

携
計

画
に
よ
る
機

能
分

担
 

 
 
②

 か
か

り
つ
け
医
相
談
窓
口
の
設
置

 
 

 
③

 医
療

連
携
窓
口
の
設
置

 
 

 
④

 住
民

向
け
の
受
診
の
あ
り
方
等
に
関
す
る
啓

発
、

IT
（ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
，
携

帯
電
話

）等
の
活
用
に
よ
る
情
報
提
供

 
 

 
⑤

IT
（
電

子
メ
ー
ル
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
電
子

カ
ル

テ
）等

の
活

用
に
よ
る
診

療
連
携

 
 

 
⑥

 医
療

機
関
診
療
機
能
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の

作
成

、
医

療
機
能

や
医
療

提
供
体

制
の
分

析
・評

価
 

 
 
⑦

乳
幼

児
の
保
護
者
等
に
対
す
る
小
児
の

急
病

時
の
対

応
方
法

等
に
つ
い
て
の

講
習
会

の
実
施
お
よ
び
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
の

 
 

 
 

 作
成

・
配

布
 

   
  ⑧

セ
ミ
オ
ー
プ
ン
シ
ス
テ
ム
の
導
入

 
   

  ⑨
救

急
医

療
の
向
上
の
た
め
の
情
報
収

集
・分

析
・
評
価

 
   

  ⑩
医

療
従

事
者
と
患
者
・
家
族
等
地
域
住

民
と
の

対
話

集
会
・
懇
談

会
の
開

催
 

 
等

 
（
２
）
地

域
の

医
療
従
事
者
な
ど
の
人
事
養
成

に
向

け
て
の
事

業
 

 
 
①

 医
療

従
事
者
向
け
の
研
修
会
の
実

施
 

 
 
②

合
同

症
例
検
討
会
の
実
施

  
等

 
 

 
 

 

※
事
業
の
円
滑
な
推
進

を
図
る
た
め
、
事
業
実
施
地
域
ご
と
に
医
療
連
携
体
制
協
議
会
を
設
置
し
、
医
療
計
画
と
の
整
合
性
の
あ
る
運
営
に
努
め
る
。

 
 
（
協
議
会
の
構
成
：
住
民
、
診
療
に
関
与
す
る
者
、
保
健
事
業
を
実
施
す
る
者
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
、
地
域
医
師
会
、
都
道
府
県
、
保
健
所

、
市
町
村
等
）
 

※
事
業
の
実
施
に
あ
た
り
都
道
府
県
医
師
会
と
協
議
を
行
い
、
地
域
医
師
会
等
に
協
力
を
得
て
実
施
す
る
。

 

実
施

主
体

：
 都

道
府
県
（
委
託
を
含
む
）
 

 
 
補

助
率

 
：
 
１
／

２
 （
国

１
／

２
，
都

道
府

県
１
／
２
）
 

医
療

連
携

体
制

推
進

事
業

（医
療
提
供
体

制
推

進
事

業
費

補
助

金
）
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【
目

 
的

】
 

 
 

○
２
１
年

度
補

正
予

算
に
お
い
て
、
地
域
の
医
師
確

保
、
救

急
医
療

の
確
保

な
ど
、
地

域
に
お
け
る
医
療
課
題
の
解
決
を
図
る
た
め
、
都
道
府
県

に
基

金
を
設

置
。

 
○

２
２
年

度
補

正
予

算
に
お
い
て
、
対
象
地
域
を
都

道
府
県

単
位
（
三
次

医
療
圏

）の
広

域
医

療
圏
に
お
け
る
医
療
提
供
体
制
の
課
題
を
解
決
す

る
た
め
に
基

金
を
拡
充
。

 
○

２
３
年

度
補

正
予

算
に
お
い
て
、
被
災
３
県
（岩

手
県

、
宮

城
県
、
福

島
県
）
の
う
ち
、
津
波

等
で
甚

大
な
被
害
を
受
け
た
地
域
を
中
心
に
基
金
を

拡
充

。
 

○
２
４
年

度
予

備
費

を
活
用
し
、
被
災
地
（
岩
手
県

、
宮

城
県

、
福

島
県

、
茨

城
県

）に
お
け
る
医
療

施
設
の
早
期
復
旧
・復

興
に
つ
い
て
、
更
な
る

医
療

復
興

支
援

が
必
要
な
た
め
、
被
災
県
が
医

療
の

復
興
計

画
等
に
定
め
る
事

業
を
支

援
す
る
た
め
に
基
金
を
拡
充
。

 
○

２
４
年

度
補

正
予

算
に
て
、
地
域
医
療
再
生
計
画

に
基

づ
く
事

業
を
遂
行

し
て
い
く
中

で
、
計

画
策

定
時

 (
平
成
２
２
年
度

)以
降
に
生
じ
た
状
況

変
化

に
対

応
す
る
た
め
に
生
じ
る
予
算
の
不
足
を
補

う
た
め
に
基
金

を
拡

充
。

 

【
対

象
事
業

】 
○
都

道
府
県

が
策

定
す
る
地
域
医
療
再
生
計
画
、
医

療
の
復

興
計
画

に
基

づ
く
事

業
を
支
援

 
    

地
域

医
療

再
生

基
金

の
概

要
 

 
財
源

 
予

算
措

置
額

 
対
象
地
域

 
計

画
期

間
 

平
成
２
１
年
度
補
正
予
算

 
２
，
３
５
０
億
円

 
二
次
医
療
圏
を
基
本
と
す
る
地
域

 
（
９
４
地
域

×
２
５
億
円
）
 

平
成
２
５
年
度
ま
で

 

平
成
２
２
年
度
補
正
予
算

 
２
，
１
０
０
億
円

 
都
道
府
県
単
位
（
三
次
医
療
圏
）
 

※
一
次
・
二
次
医
療
圏
を
含
む
広
域
医
療
圏

 
平
成
２
５
年
度
ま
で

 

平
成
２
３
年
度
補
正
予
算

 
７
２
０
億
円

 
被
災
３
県
（
岩
手
、
宮
城
、
福
島
）
 

平
成
２
７
年
度
ま
で

 

平
成
２
４
年
度
予
備
費

 
３
８
０
億
円

 
被
災
３
県
及
び
茨
城
県

 
平
成
２
７
年
度
ま
で

 
（
茨
城
県
に
つ
い
て
は
、
平
成
２
５
年
度
ま
で
）
 

平
成
２
４
年
度
補
正
予
算

 
５
０
０
億
円

 
都
道
府
県
単
位

 
平
成
２
５
年
度
末
ま
で
に
開
始
し
た
事
業

 
こ
れ
ま
で
交
付
し
た
分
で
２
５
年
度
ま
で
と

 
し
て
い
た
も
の
も
同
様
の
扱
い
と
す
る
。
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○
 

災
害

時
の

医
療

の
確

保
事

業
 

 
 

「
南

海
ト

ラ
フ

の
巨

大
地

震
に

関
す
る
津

波
高
、
被

害
想
定

」
（

24
年

8月
2
9日

内
閣

府
）

に
対

応
す

る
た

め
 

 
に

必
要

と
な

る
医

療
機

関
の

施
設
整

備
費
の

増
（
自
家

発
電
装

置
の
上
層

階
設

置
等

）
 

 ○
 

医
師

確
保

事
業

 
 

 
医
学

部
の

地
域

枠
定

員
の

増
員
（

H
22
：
3
1
3人

⇒
H2

5
：
4
7
6人

）
に
伴
い

必
要

と
な

る
修

学
資

金
の

増
 

 ○
 

在
宅

医
療

推
進

事
業

 
 

 
2
5年

度
か

ら
の

医
療

計
画

に
は
、

新
た
に

「
在
宅
医

療
に
つ

い
て
達
成

す
べ

き
目

標
、

医
療

連
携

体
制

」
等

 
 

を
明
記

す
べ

き
と

さ
れ

た
こ

と
に
対

応
す
る

た
め
に
必

要
と
な

る
事
業
費

の
増

（
研

修
費

等
）

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
な

ど
 

○
 
具
体
的
な
事
業
例
 地

域
医
療
再
生
臨
時
特
例
交
付
金
の

拡
充

 

○
 
目
 
的
 
 
 

 
 
地
域
医
療
再
生
計
画
に
基
づ
く
事
業
を
遂
行
し
て
い
く
中
で
、
計
画
策
定
時
 
(
平
成
2
2
年
度
)
以
降
に
 

 
生
じ
た
状
況
変
化
に
対
応
す
る
た
め
に
生
じ
る
予
算
の
不
足
を
補
う
た
め
、
都
道
府
県
に
設
置
さ
れ
た
 

 
基
金
を
拡
充
す
る
も
の
。
 
 

H
2

4
補

正
 

○
対
象
地
域
 
４
７
都
道
府
県
全
域
 

○
対
象
事
業
 
平
成
２
５
年
度
末
ま
で
に
事
業
を
開
始
す
る
も
の
 

○
予
 
算
 
額
 
５
０
０
億
円
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交
付
決
定
ま
で
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
（
イ
メ
ー
ジ
）

 

・
２

月
下

旬
 

：
厚

生
労

働
省

よ
り

作
成

指
針

等
の

通
知

を
発

出
 

 
 

 
 

 
 

 
（

都
道

府
県

に
お

い
て

地
域

医
療

再
生

計
画

の
策

定
に

着
手

）
 

・
３

月
下

旬
 

：
有

識
者

会
議

の
開

催
（

評
価

の
方

針
の

協
議

）
 

・
５

月
下

旬
 

：
厚

生
労

働
省

に
地

域
医

療
再

生
計

画
（

案
）

の
提

出
 

・
６

～
７

月
頃

：
地

域
医

療
再

生
計

画
（

案
）

の
審

査
、

有
識

者
会

議
の

開
催

 
・

７
月

頃
 

 
：

交
付

額
内

示
 

・
８

月
頃

 
 

：
交

付
決

定
 事

業
の
実
施
期
間
に
つ
い
て

 

・
設

置
期

限
で

あ
る

平
成

２
５

年
度

末
ま

で
に

事
業

を
完

了
す

る
こ

と
。

 

※
平

成
２

５
年

度
ま

で
に

着
工

し
た

事
業

で
、

 
 

や
む

を
得

な
い

理
由

に
よ

り
延

長
が

必
要

な
 

 
場

合
は

、
厚

生
労

働
大

臣
の

承
認

を
得

る
こ

 
 

と
で

延
長

可
能

。
 

・
設

置
期

限
で

あ
る

平
成

２
５

年
度

末
ま

で
に

開
始

し
た

事
業

が
対

象
。

 

※
「

開
始

し
た

事
業

」
と

は
、

例
え

ば
、

施
設

 
 

整
備

事
業

に
お

い
て

、
建

物
本

体
の

実
施

設
 

 
計

を
完

了
す

る
こ

と
、

と
い

っ
た

方
向

で
検

 
 

討
し

て
い

る
。

 

従
来

 
今

後
 

H
2

4
補

正
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被
災
地
域
に
お
け
る
地
域
医
療
の
再
生

支
援

 

○
目
 
的
 
被
災
地
に
お
け
る
医
療
施
設
の
早
期
復
旧
・
復
興
に
つ
い
て
、
更
な
る
医
療
復
興
支
援
が
 

 
 
 
 
 
必
要
な
た
め
、
被
災
県
が
医
療
の
復
興
計
画
等
に
定
め
る
事
業
を
支
援
。
 

被
災

地
に
お
け
る
医

療
復

興
支

援
の

推
進

 

H
2

4
予

備
費

 

○
対
象
地
域
 
被
災
地
（
被
災
３

県
を
中
心
と
し
た
被
害
が
甚
大
で
あ
っ
た
地
域
）
 

○
計
画
期
間
 
平
成
２
４
年
度
か

ら
平
成
２
７
年
度
ま
で
 

○
予
 
算
 
額
 
３
８
０
億
円
 

○
対
象
事
業
 
被
災
地
の
実
情
に
応
じ
て
事
業
を
決
定
 

 
 
 
 
 
 
例
：
震
災
後
の
労
務
費
等
の
建
設
コ
ス
ト
高
騰
へ
の
対
応
 

 
 
 
 
 
 
 
 
被
災
し
た
医
療
機
関
の
再
開
等
に
対
す
る
支
援
 

 
 
 
 
 
 
 
 
原
子
力
発
電
所
事
故
の
影
響
に
よ
り
住
民
が
増
加
す
る
な
ど
地
域
の
実
情
に
 

 
 
 
 
 
 
 
 
応
じ
た
基
幹
病
院
の
整
備
 

 
 
 
 
 
 
 
 
被
災
地
に
お
け
る
医
療
従
事
者
確
保
 
等
 

 
※

今
回
追

加
す

る
交

付
金

に
よ

り
実

施
さ
れ

る
事
業
は

、
被
災

県
が
平
成

２
３

年
度

に
策

定
し

た
「

医
療

の
復

 

 
 

興
計

画
」
等

に
基

づ
く

も
の

で
あ

る
が
、

被
災
県
に

お
け
る

必
要
事
業

量
が
想

定
を

超
え

て
し

ま
っ

た
た

め
、

 

 
 

こ
の

不
足
分

を
補

う
た

め
の

も
の

。
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地
域

医
療

再
生

計
画

に
係

る
有

識
者

会
議

に
つ
い
て

 

会
議
の
役
割

 

・
都
道
府
県
が
策
定
す
る
地
域
医
療
再
生
計

画
に
つ
い
て
、
計
画
の
達
成
状
況
等
を
確
認
し
、
基
金
の
よ
り
効
果
的
・
効
率
的
な
活
用

 
 
に
向
け
て
、
計
画
に
対
す
る
評
価
・
技
術
的
助
言
を
行
う
。

 

平
成
２
５
年
度
に
お
け
る
取

組
 

・
地
域
医
療
再
生
基

金
に
つ
い
て
は
、
基
金

を
活
用
し
た
事
業
を
実
施
し
た
こ
と
に
よ
り
、
地
域
に
お
け
る
医
療
課
題
が
ど
の
よ
う
に

 
 
改
善
さ
れ
た
の
か
が
非
常
に
重
要
。

 
・
そ
の
た
め
、
平
成
２
５
年
度
に
お
い
て
は
、
各
ブ
ロ
ッ
ク
毎
に
現
地
で
有
識
者
会
議
に
よ
る
現

地
調
査
等
を
開
催
し
、
各
県
関
係
者

 
 
か
ら
事

業
の
進
捗
状
況
や
成
果
に
つ
い
て
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
実
施
す
る
予
定
。

 
・
ヒ
ア
リ
ン
グ
内
容
を
踏
ま
え
、
事
業
が
行
わ

れ
て
い
る
現
地
調
査
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
計
画
の
書
面
だ
け
で
は
把
握
し
き
れ
な
い

 
 
現
状
を
確
認
。

 
・
本
省
内
に
お
い
て
も
、
各
ブ
ロ
ッ
ク
毎
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
等
の
報
告
等
を
行
う
有
識
者
会
議
を
開
催
。

 

こ
れ
ま
で
の
主
な
取

組
（参

考
） 

・
平
成
２
１
年
度
補
正
に
よ
る
地
域
医
療
再
生
計
画
に
つ
い
て
、
各
県
の
計
画
内
容
を
確
認
し
、
都
道
府
県
に
対
す
る
技
術
的
助
言
等

 
 
を
実
施

。
（
平
成
２
２
年
１
月
２
９
日
医
政
局
指
導
課
長
通
知
）

 
・
平
成
２
２
年
度
補
正
に
よ
る
地
域
医
療
再
生

計
画
案
に
つ
い
て
、
各
県
の
事
業
内
容
を
確
認
・
評
価
し
、
そ
の
評
価
結
果
に
基
づ
き

 
 
厚
生
労
働
省
に
お
い
て
、
各
県
へ
の
交
付
額
を
決
定
。
併
せ
て
、
都
道
府
県
に
対
し
て
、
計
画
に
対
す
る
有
識
者
か
ら
の
意
見
を

 
 
送
付
。
（
平
成
２
３
年
１
０
月
１
４
日
事
務
連
絡
）

 
・
都
道
府
県
か
ら
の
計
画
変
更
の
申
請
に
つ
い
て
、
有
識
者
か
ら
変
更
内
容
に
係
る
意
見
を
聴
取
。

 
・
２
５
年
度
か
ら
の
各
ブ
ロ
ッ
ク
毎
に
お
け
る
有
識
者
会
議
に
先
立
ち
、
愛
知
県
、
北
海
道
に
お
い
て
、
有
識
者
会
議
及
び
現
地
視
察
を

 
 
実
施
。
（
平
成
２
５
年
１
月
９
日
～
１
０
日
、
１
５
日
～
１
７
日
）
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平
成

2
5
年
度
予
算
（
案
）
９
．
６
億

円
 
（
平
成

2
4
年
度
予
算

 ７
．
３
億
円
）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
（
３
０
箇
所
）
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
（
２
０
箇
所
）
 

  

  
○

  
都
道
府
県
内
の
医
師
不
足
の
状
況
を
個
々
の
病
院
レ
ベ
ル
で
分
析
し
、
優
先
的
に
支
援
す
べ
き
医
療
機
関
を
判
断
。

 
 

 
 

 
医
師

の
キ
ャ
リ
ア
形
成
上
の
不
安
を
解
消
し
な
が

ら
、
大
学
な
ど
の
関
係
者
と
地
域
医
療
対
策
協
議
会
な
ど
に

 
 

 
 

 
お
い
て
調
整
の
上
、
地
域
の
医
師
不
足
病
院
の
医

師
確
保
を
支
援
。

 
    

 ○
  
医
師
を
受
入
れ
る
医
療
機
関
に
対
し
、
医
師
が
意
欲
を
持
っ
て
着
任
可
能
な
環
境
作
り
を
指
導
・
支
援
。
ま
た
、
公
的

 
 

 
 

 
補
助
金
決
定
に
も
参
画
。

 

大
学

 

協
力

 
地

域
医

療
体

験
 

事
業

へ
の

参
加

 

地
域
医
療
機
関

 

地
域
医
療
機

関
 

地
域

医
療

機
関
と
県
内
中
核
病
院
と

の
間

を
循

環
し
な
が
ら
キ
ャ
リ
ア
形
成

 

 
地

域
医

療
支
援

セ
ン
タ
ー

 
 

最
新

の
医

療
技

術
習

得
の

 
た
め
の

研
修

参
加

 
地
域
医
療
機
関

 地
域
医
療
機
関

 

地
域

医
療

支
援
セ
ン
タ
ー
の

役
割

 

 
 

  
 

 都
道

府
県

が
責

任
を
持
っ
て
医
師
の
地
域
偏
在
の

解
消
に
取
組

む
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

タ
ワ
ー
の

確
立
。

 


 地

域
枠
医
師

や
地

域
医

療
支

援
セ
ン
タ
ー
自

ら
が

確
保
し
た
医
師
な
ど
を
活
用
し
な
が
ら
、
キ
ャ
リ
ア
形
成
支
援
と
一

体
的

に
、
地

域
の
医

師
不

足
病

院
の

医
師

確
保

を
支

援
。

 


 専

任
の

実
働

部
隊
と
し
て
、
喫
緊
の
課
題
で
あ
る
医
師

の
地
域

偏
在
解

消
に
取

組
む
。

 
 

 
 

    
 

 
  
 ・

人
員

体
制

 ：
 専

任
医

師
２

名
、

専
従

事
務

職
員

３
名

 
 

 
・

 設
置

場
所

 ：
都

道
府

県
庁

、
○

○
大

学
病

院
、

都
道

府
県

立
病

院
 等

 
  

 
 

 
  

 

 
 

 

地
域
医

療
支

援
セ
ン
タ
ー
の

目
的
と
体
制

 

Ａ
県

 

Ｂ
県

 

医
師

の
地

域
偏

在
（

都
市

部
へ

の
医

師
の

集
中

）
の

背
景

 


 高

度
・

専
門

医
療

へ
の

志
向

、
都

市
部

の
病

院
に

戻
れ

な
く

な
る

の
で

は
な

い
か

と
い

う
将

来
へ

の
不

安
 等

 

地
域
医
療
を
志
向
す
る
医
師
に

係
る
県
域
を
越
え
た
情
報
交
換

と
配
置
の
調
整

 

地
域
医
療
支
援

セ
ン
タ
ー

運
営
経

費
 

31
3 

37
2 

43
7 

47
6 

0 

20
0 

40
0 

平
成

22
年

 
平
成

23
年

 
平
成

24
年

 
平
成

25
年

 

地
域

枠
の
医
学
部
入
学
定
員

（※
）の

推
移

 

(※
) 
医
学
部
の
定
員
増
と
し
て
認
め
ら
れ
た
分
で
あ
り
、

 
 

 
こ
の
ほ
か
、
既
存
の
定
員
等
を
活
用
し
都
道
府
県
と

 
 

 
大
学
が
独
自
に
設
定
し
た
地
域
枠
も
あ
る
。

 


  平

成
２
４
年

度
現

在
、
全
国
２
０
道
府
県
の
地
域
医
療
支
援

セ
ン
タ
ー
の

運
営

に
対

す
る
支

援
を
実

施
し
て
い
る
。

 


  平
成

２
３
年

度
以

降
、
２
０
道
府
県
で
合
計
７
２
３
名
の
医
師

を
各

道
府

県
内
の

医
療
機

関
へ
あ
っ
せ
ん
・
派

遣
を
す
る
な
ど
の
実
績
を
上
げ
て
い
る
。
（
平
成
２
４
年
１
１
月
末
時
点
）

 


  平
成

２
５
年

度
は

、
先

行
実
施
県
で
の
事
業
実
施
状
況
を
踏

ま
え
、
支

援
セ
ン
タ
ー
事

業
が

よ
り
広
域

的
に
推

進
さ
れ

る
と
と
も
に
、
各
県
支
援
セ
ン
タ
ー
間
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
形
成

 
 
さ
れ

る
よ
う
、
１
０
箇

所
増

の
３
０
箇
所
に
対
す
る
運
営
経
費
に
つ
い
て
支

援
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

 

予
定

 

３
．
地

域
に
お
け
る
医
師
の
確
保
に
つ
い
て
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平
成
2
4
年
1
1
月
3
0
日
現
在
　
（
単

位
：
人
）

都
道
府
県

都
道
府
県

北
海
道

5
3

3
5
人
＋

短
期

勤
務

派
遣

4
,4
1
8
回

を
年

2
4
5
日

勤
務

と
換

算
（
1
8
人

）
岐
阜
県

3
4

キ
ャ
リ
ア
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
活
用
し
た
配
置
調
整
（
修
学
資
金
貸
与
者
）

青
森
県

5
8

う
ち
3
人
は

、
修
学

資
金

貸
与

者
の

配
置

調
整

う
ち
5
0
人

は
、
自
治

医
科

大
卒

業
生

の
配

置
調

整
三
重
県

5
0

う
ち
1
8
人
は
、
修
学
資
金
貸
与
者
の
配
置
調
整

う
ち
2
5
人
は
、
自
治
医
科
大
卒
業
生
の
配
置
調
整

岩
手
県

4
5

県
出

身
医

師
な
ど
に
直

接
交

渉
し
た
こ
と
に
よ
る
招

へ
い

滋
賀
県

2
8

自
治
医
科
大
卒
業
生
の
配
置
調
整

宮
城
県

1
京
都
府

4
7

う
ち
1
6
人
は
、
修
学
資
金
貸
与
者
の
配
置
調
整

う
ち
2
3
人
は
、
自
治
医
科
大
卒
業
生
の
配
置
調
整

う
ち
6
人
は
、
キ
ャ
リ
ア
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
活
用
し
た
配
置
調
整

福
島
県

4
9

1
0
人
＋

短
期

勤
務

派
遣

9
,6
5
1
回

を
年

2
4
5
日

勤
務

と
換

算
（
3
9
人

）
島
根
県

7
5

う
ち
5
2
人
は
、
奨
学
金
貸
与
者
の
配
置
調
整

う
ち
3
8
人
は
、
キ
ャ
リ
ア
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
活
用
し
た
配
置
調
整
（
修
学
資
金
貸
与
者
）

茨
城
県

2
0

自
治

医
科

大
卒

業
生

の
配

置
調

整
広
島
県

6
6

う
ち
3
6
人
は
、
自
治
医
科
大
卒
業
生
の
配
置
調
整

う
ち
1
9
人
は
、
キ
ャ
リ
ア
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
活
用
し
た
配
置
調
整

う
ち
2
名
は
、
県
職
員
で
あ
る
医
師
を
派
遣

千
葉
県

3
徳
島
県

1
8

う
ち
6
人
は
、
修
学
資
金
貸
与
者
の
配
置
調
整

う
ち
1
1
人
は
、
自
治
医
科
大
卒
業
生
の
配
置
調
整

新
潟
県

3
修
学

資
金

貸
与

者
の

配
置

調
整

高
知
県

1
1

う
ち
5
人
は
、
県
職
員
で
あ
る
医
師
を
派
遣

長
野
県

3
5

う
ち
1
5
人

は
、
奨
学

金
貸

与
者

の
配

置
調

整
大
分
県

1
0

う
ち
2
人
は
、
奨
学
金
貸
与
者
の
配
置
調
整

う
ち
7
人
は
、
県
職
員
で
あ
る
医
師
を
派
遣

静
岡
県

5
7

う
ち
1
1
人

は
、
奨
学

金
貸

与
者

の
配

置
調

整
う
ち
4
8
人

は
、
キ
ャ
リ
ア
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
活

用
し
た
配

置
調

整
（
う
ち
3
人

は
、
修

学
資

金
貸
与
者
）

宮
崎
県

6
0

う
ち
2
人
は
、
修
学
資
金
貸
与
者
の
配
置
調
整

う
ち
2
1
人
は
、
自
治
医
科
大
卒
業
生
の
配
置
調
整

7
2
3

※
主
な
内
訳
に
含
ま
れ
な
い
あ
っ
せ
ん
、
派
遣
数
は
、
無
料
職
業
紹
介
（
ド
ク
タ
ー
バ
ン
ク
）
事
業
等
に
よ
る
も
の

医
師
の
あ
っ
せ
ん
、
派
遣
数
及
び
主
な
内
訳

医
師
の
あ
っ
せ
ん
、
派
遣
数
及
び
主
な
内
訳

合
　
計

地
域
医
療
支
援
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る
実
績
（
医
師
の
あ
っ
せ
ん
等
）
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で
き
る
限

り
、
住

み
慣

れ
た
地

域
で
必

要
な
医

療
・
介

護
サ

ー
ビ
ス
が

受
け
ら
れ

、
安

心
し
て
自

分
ら
し
い
生

活
を
実

現
で
き
る

社
会

を
目

指
す
。

 

○
 
国
民
の
希
望
に
応
え
る
療
養
の
場
の
確
保
は
、
喫
緊
の
問
題
。

 
○

 
「
社

会
保
障
・
税
一
体
改
革
大
綱
」
に
沿
っ
て
、
病
院
・
病
床
機
能
の
分
化
・
強
化
と
連
携
、
在
宅
医
療
の
充
実
、
重
点
化
・
効
率
化

等
を
着
実
に
実
現
し
て
い
く
必
要
が
あ
り
、

20
25

年
の
イ
メ
ー
ジ
を
見
据
え
つ
つ
、
あ
る
べ
き
医
療
・
介
護
の
実
現
に
向
け
た
策
が
必

要
。

 

○
 
我

が
国

は
国

民
皆
保
険
の
も
と
、
女
性
の
平

均
寿

命
86

歳
（
世
界

2位
）
、
男
性

79
歳
（同

8位
）を

実
現
す
る
な
ど
、
世
界
で
も
類
を
見
な
い
高

水
準

の
医

療
・
介

護
制
度
を
確
立
。

 
○

 
し
か

し
、
入

院
医

療
・
施
設
介
護
が
中
心
で
あ
り
、
平
均

入
院
期

間
は
ア
メ
リ
カ
の

5倍
、
ド
イ
ツ
の

3倍
。

 
○

 
高

齢
化

の
進

展
に
伴
い
、
特
に
都
市
部
で
医
療

の
需
要

が
急
増

す
る
こ
と
が
見

込
ま
れ

る
。

 
○

 
国

民
の

60
％

以
上
が
自
宅
で
の
療
養
を
望

ん
で
い
る
。

 
○

 
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
の

50
％
近
く
が
医
師
と
の
連

携
が
取

り
づ
ら
い
と
感

じ
て
い
る
な
ど
医

療
・
介
護
の
連
携
が
十
分
と
は
い
え
な
い
。

 

○
予

算
で
の
対
応

 
 
・
平
成

24
年
度
補
正
予
算
に
お
い
て
地
域
医
療
再
生
基
金
を
積
み
増
し
、
介
護
と
連
携
し
た
在
宅
医
療
を
推
進

 
 
・
平
成

25
年
度
予
算
案
に
お
い
て
も
各
種
事
業
を
実
施

 
○

制
度

的
対
応

 
 
・
平
成

25
年
度
か
ら
の

5カ
年
の
医
療
計
画
に
、
新
た
に
「
在
宅
医
療
に
つ
い
て
達
成
す
べ
き
目
標
、
医
療
連
携
体
制
」
等

 
 
を
明
記

 
 
・
在
宅
医
療
の
法
的
位
置
づ
け
を
含
め
、
医
療
法
改
正
に
つ
い
て
検
討
中

 
○

診
療

報
酬
・介

護
報

酬
 

 
・
24

年
度
同
時
改

定
に
お
い
て
、
在
宅
医

療
・
介
護
を
重
点
的
に
評
価

 
○

組
織

 
 
・
省
内

に
「
在
宅
医
療
・
介
護
推
進
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
」
を
設
置
し
、
在
宅
医
療
・
介
護
を
関
係
部
局
で
一
体
的
に
推
進

 

■
施
策
を
総
動
員
し
、
「
在
宅
医
療
・
介
護
」
を
推
進

 

在
宅

医
療

・
介

護
の

推
進

に
つ
い
て
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○
 
疾

病
を
抱

え
て
も
、
自
宅
等
の
住
み
慣
れ
た
生

活
の

場
で
療
養

し
、
自

分
ら
し
い
生

活
を
続

け
ら
れ
る
た
め
に
は
、
地
域
に
お
け
る
医
療
・介

護
の

 
 

 関
係

機
関

（※
）が

連
携
し
て
、
包
括
的
か
つ
継
続

的
な
在

宅
医

療
・
介
護

の
提
供

を
行

う
こ
と
が

必
要
で
あ
る
。

 
 

 
 
（
※

）
在

宅
療

養
を
支
え
る
関
係
機
関
の
例

 
 

 
 

 
 

 
 
・
地

域
の

医
療
機
関

 
（
定
期
的
な
訪

問
診

療
の

実
施

） 
 

 
 

 
 

 
 
・
在

宅
療

養
支
援
病
院
・
診
療
所
（有

床
）
 
（
急

変
時

に
一

時
的

に
入
院

の
受
け
入

れ
の
実
施
）

 
 

 
 

 
 

 
 
・
訪

問
看

護
事
業
所

 
（
医
療
機
関
と
連

携
し
、
服

薬
管
理

や
点
眼

、
褥

瘡
の

予
防
、
浣

腸
等
の
看
護
ケ
ア
の
実
施
）

 
 

 
 

 
 

 
 
・
介

護
サ

ー
ビ
ス
事
業
所

 
（
入
浴
、
排

せ
つ
、
食

事
等
の

介
護
の

実
施
）

 
○

 
こ
の

た
め
、
関

係
機
関
が
連
携
し
、
多
職
種
協
働

に
よ
り
在

宅
医

療
・介

護
を
一

体
的
に
提

供
で
き
る
体
制
を
構
築
す
る
た
め
、
市
町
村
が
中
心
と

 
 

 な
っ
て
、
地

域
の

医
師

会
等
と
緊
密
に
連
携
し
な
が
ら
、
地

域
の
関

係
機
関

の
連
携

体
制
の

構
築
を
図
る
。

 

   
   

   
   

   
   

   
 【

24
年

度
要
求
額

 
：
１
８
０
４
百
万
円

 
】
 

在
宅

医
療

・
介

護
の

連
携

推
進

の
方

向
性

 

（
イ
メ
ー
ジ
）
 

地
域

包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

 

在
宅

療
養

支
援

診
療

所
（
無

床
）
 

（
１
人

開
業
医

）
 

患
者

 

在
宅

療
養
支
援
病
院

 
在

宅
療
養
支
援
診
療
所

（
有

床
）
 介

護
サ
ー
ビ
ス
事
業
所

 

在
宅

医
療
に
お
い
て
積

極
的

役
割
を
担
う
医
療
機
関

※
 

訪
問

診
療

 

訪
問
看
護
等

 

訪
問

診
療

 

訪
問

診
療

 

２
４
時

間
体

制
の

支
援

 

介
護

サ
ー
ビ
ス

 

２
４
時
間
在
宅
医
療
提
供
体

制
の
支
援
（
１
人
開
業
医
等

の
夜
間
対
応
の
支
援
、
急
変

時
の
一
時
入
院
受
け
入
れ
、

レ
ス
パ
イ
ト
等
）
 

入
院
（
急
変
時
の
一
時
受

け
入
れ
）
 

一
時

入
院

 

連
携

 

薬
局

、
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ

ン
等

 

在
宅

医
療

連
携
拠

点
機

能
 

（
市

町
村

、
医

師
会
等

）
 関
係

機
関
の

 
連

携
体

制
の

 
構

築
支

援
 

※
在

宅
療

養
支

援
病
院

/診
療
所
の
中
か
ら

位
置

づ
け
ら
れ

る
こ
と
を
想
定

 

・
地
域
の

医
療
・
介
護
関
係
者
に
よ
る

協
議

の
開
催

 
・
医
療
・
介
護
関
係
機
関
の
連
携
促
進

 
・
在
宅
医

療
に
関
す
る
人
材
育
成
や
普

及
啓

発
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○
疾

病
・
事

業
ご
と
の

P
D

C
A
サ

イ
ク
ル

の
推
進

に
つ
い
て

 

 
⇒

疾
病

・
事

業
ご
と
に
効
率
的
・効

果
的
な
医
療

体
制

を
構

築
す
る
た
め
に
は

、
医

療
計

画
の
実

行
性
を
高
め
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
た
め
、

 
 

  
 

 
・
ま
ず
、
全

都
道

府
県
で
入
手
可
能
な
指
標

等
を
指

針
に
位

置
づ
け
、
都

道
府
県

が
そ
の

指
標

を
用
い
て
現
状
を
把
握
す
る
こ
と

 
 

 
 

 ・
さ
ら
に
、
把

握
し
た
現
状
を
基
に
課
題
を
抽
出

し
、
課
題

を
解

決
す
る
に
当

た
っ
て
の

数
値
目

標
を
設
定

し
,そ

の
目
標
を
達
成
す
る

 

  
  

  
  

 た
め
の

施
策

・事
業
を
策
定

す
る
こ
と

 

 
 

 
 ・
ま
た
、
定

期
的

な
評
価
を
行
う
組
織
（
医
療
審

議
会

等
）や

時
期

（1
年
毎

等
）を

明
記
し
、
施

策
・
事
業
の
進
捗
状
況
等
の
評
価

を
 

  
  
  
  
 行

う
と
と
も
に
、
必

要
に
応
じ
て
施
策
・事

業
を
見

直
す
こ
と

 

 
 

 
 ・
最

後
に
、
こ
れ

ら
の
情
報
を
住
民
等
に
公

開
す
る
こ
と

 

  
  
 と

い
っ
た
プ
ロ
セ
ス
を
「
医
療
計
画
作
成
指
針
」
に
明

示
し
た
。

 

 ○
在

宅
医

療
に
係

る
医

療
体

制
の

充
実

・
強

化
に
つ
い
て

 

 
⇒

 
医

療
連

携
体

制
の

中
で
在
宅
医
療
を
担
う
医

療
機
関

等
の
役

割
を
充
実

・強
化

す
る
た
め
、
医

療
計
画
に
定
め
る
他
の
疾
病
・事

業
と
同
様
に

「
在

宅
医
療

の
体
制

構
築
に
係
る
指
針
」を

示
し
、
介

護
保
険

事
業
（
支
援

）計
画

と
の

連
携
を
考

慮
し
つ
つ
、
都
道
府
県
が
達
成
す
べ
き
目
標
や

施
策

等
を
記

載
す
る
こ
と
に
よ
り
、
医
療
計
画

の
実
効

性
が
高

ま
る
よ
う
促

す
。

 

「
医
療
計
画
の
見
直
し
に
つ
い
て
」

   
 

   
～
「
在

宅
医

療
の

体
制

構
築

に
係

る
指

針
」
の
ポ
イ
ン
ト
～

 

 ○
在

宅
医

療
に
係

る
圏

域
の

設
定

に
つ
い
て

 

 
⇒

 
在

宅
医

療
の

場
合

、
医
療
資
源
の
整
備
状
況

や
介
護

と
の

連
携
の

あ
り
方

が
地

域
に
よ
っ
て
大
き
く
異
な
る
こ
と
を
勘
案
し
、
従
来
の
二
次
医
療

圏
に
こ
だ
わ

ら
ず
、
で
き
る
限
り
急
変
時
の
対

応
体
制

（重
症

例
を
除

く
）や

医
療

と
介
護

の
連
携
体
制
の
構
築
が
図
ら
れ
る
よ
う
、
市
町
村
単
位
や

保
健

所
圏

域
等

の
地
域
の
医
療
及
び
介
護

資
源

等
の
実

情
に
応

じ
て
弾

力
的
に
設

定
す
る
。
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在
宅
医
療
の
体
制

 

 ○
入
院
医

療
機
関
と
在
宅

医
療
に

係
る
機
関
と
の
協
働
に
よ
る
退

院
支
援
の
実
施

 

退
院

支
援

 

 
・
病

院
・
診

療
所

 
 

 
・
訪

問
看

護
事

業
所

 

 
・
薬

局
 

 
・
居

宅
介

護
支

援
事

業
所

 

 
・
地

域
包

括
支

援
セ
ン
タ
ー

 

 
・
在

宅
医

療
に
お
い
て
積
極

 
 

 
 
的

役
割

を
担

う
医

療
機

関
 

 
・
在

宅
医
療

に
必

要
な
連
携

 

 
 
を
担

う
拠

点
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
等

 
 

 
 

 
 
○

 在
宅
療
養
者
の
病
状
の
急
変
時
に
お
け
る
緊
急
往
診
体
制

 

 
 

 
 
及
び
入
院
病
床
の
確
保

 

 
 

 
 

 

急
変

時
の
対

応
 

 
・
病

院
・
診

療
所

 

 
・
訪

問
看

護
事

業
所

 
 

 
・
薬

局
 

 
・
在

宅
医

療
に
お
い
て
積

極
的

役
割

を
担

う
医

療
機
関

 

 
・
在

宅
医

療
に
必

要
な
連

携
を
担

う
拠
点

 
 

 
 

 
 

 
等

 

日
常

の
療
養

支
援

 

 
病
院
・
診

療
所

、
訪

問
看

護
事

業
所

、
薬

局
、
居

宅
介

護
支
援

事
業
所

、
 

 
地
域
包
括

支
援

セ
ン
タ
ー
、
介

護
老

人
保

健
施
設

 

 
短
期
入
所

サ
ー
ビ
ス
提

供
施

設
 

 
在
宅
医
療

に
お
い
て
積

極
的

役
割

を
担

う
医

療
機
関

 

 
在
宅
医
療

に
必

要
な
連

携
を
担
う
拠

点
 

 
 
等

 

○
 
多
職
種
協
働
に
よ
る
患
者
や
家
族
の
生
活
を
支
え
る
観
点
か
ら
の
医
療
の

提
供

 

○
 
緩
和
ケ
ア
の
提
供

 

○
 
家
族
へ
の
支
援

 

 

○
住
み
慣
れ
た
自
宅
や
介
護
施

設
等
、
患
者
が
望
む
場
所
で
の

看
取
り
の
実
施

 

 

看
取
り

 

・
病
院
・
診
療
所

 

・
訪
問
看
護
事
業
所

 

・
薬
局

 

・
居
宅
介
護
支
援
事
業
所

 

・
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

 

・
在
宅
医
療
に
お
い
て
積
極

 

 
的
役
割
を
担
う
医
療
機
関

 

・
在
宅
医
療
に
必
要
な
連
携

 

 
を
担
う
拠
点

 
 

 
 

 
 
等

 

急 変 
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体 制 

退
院

支
援

 
日

常
の

療
養
支
援

 
急

変
時

の
対
応

 
看

取
り

 

目 標 

●
入
院
医
療
機
関
と
、
在
宅
医

療
に
係
る
機
関
の

円
滑
な
連
携
に
よ
り
、
切
れ
目
の
な
い
継
続
的
な

医
療
体
制
を
確
保
す
る
こ
と

 

●
患
者
の
疾
患
、
重
症
度
に
応
じ
た
医
療
（
緩
和
ケ

ア
を
含
む
）
が
多
職
種
協
働
に
よ
り
、
で
き
る
限
り

患
者
が
住
み
慣
れ
た
地
域
で
継
続
的
、
包
括
的

に
提
供
さ
れ
る
こ
と

 

●
在
宅
療
養
者
の
病
状
の
急
変
時
に
対
応
で
き
る
よ
う
、
在
宅

医
療
を
担
う
病
院
・
診
療
所
、
訪
問
看
護
事
業
所
及
び
入
院

機
能
を
有
す
る
病
院
・
診
療
所
と
の
円
滑
な
連
携
に
よ
る
診

療
体
制
を
確
保
す
る
こ
と

 

●
住
み
慣
れ
た
自
宅
や
介
護
施
設
等
、
患
者
が

望
む
場
所
で
の
看
取
り
を
行
う
こ
と
が
で
き
る

体
制
を
確
保
す
る
こ
と

 

関 係 機 関 の 例 

●
病
院
・
診

療
所

 
 

 
 
●
訪
問
看
護
事
業
所

 
●
薬
局

 
 

 
 

 
 
●
居
宅
介
護
支
援
事
業
所

 
●
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

 
●
在
宅
医
療
に
お
い
て
積
極
的
役
割
を
担
う

 
医

療
機
関

 
●

在
宅
医
療
に
必
要
な
連
携
を
担
う
拠
点

 
※
病
院
・
診
療
所
に
は
、
歯
科
を
標
榜
す
る
も
の
を
含
む
。
以
下
同
じ
。

 

●
病
院
・
診
療
所

 
 

 
 
●
訪
問
看
護
事
業
所

 
●
薬
局

 
 

 
 

 
 
●
居
宅
介
護
支
援
事
業
所

 
●
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

 
●
介
護
老
人
保
健
施
設

 
●
短
期
入
所
サ
ー
ビ
ス
提
供
施
設

 
●
在
宅
医
療
に
お
い
て
積
極
的
役
割
を
担
う

 
 
医

療
機
関

 
●
在
宅
医
療
に
必
要
な
連
携
を
担
う
拠
点

 

●
病
院
・
診
療
所

 
●
訪
問
看
護
事
業
所

 
●
薬
局

 
●
在
宅
医
療
に
お
い
て
積
極
的
役
割
を
担
う
医
療

 
機
関

 
 

 
●
在
宅
医
療
に
必
要
な
連
携
を
担
う
拠

点
 

●
病
院
・
診
療
所

 
●
訪
問
看
護
事
業
所

 
●
薬
局

 
●
居
宅
介
護
支
援
事
業
所

 
●
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

 
●
在
宅
医
療
に
お
い
て
積
極
的
役
割
を
担
う

 
 

 
医
療
機
関

 
●
在
宅
医
療
に
必
要
な
連
携
を
担
う
拠
点

 

求 め ら れ る 事 項 （ 抄 ） 

【
入

院
医
療
機
関

】
 

●
退
院
支
援
の
際
に
は
、
患
者
の
住
み
慣
れ
た
地

域
に
配
慮
し
た
在
宅
医
療
及

び
介
護
資
源
の
調

整
を
心
が
け
る
こ
と

 
【
在

宅
医
療
に
係
る
機
関
】 

●
在
宅
療
養
者
の
ニ
ー
ズ
に
応
じ
て
、
医
療
や
介

護
を
包
括
的
に
提
供
で
き
る
よ
う
調
整
す
る
こ
と

 
●
高
齢
者
の
み
で
な
く
、
小
児
や
若
年
層
の
在
宅

療
養
者
に
対
す
る
訪
問
診
療

、
訪
問
看
護
、
訪

問
薬
剤
指
導
等
に
も
対
応
で
き
る
よ
う
な
体
制
を

確
保
す
る
こ
と

 

【
在

宅
医
療
に
係
る
機
関
】 

●
相
互
の
連
携
に
よ
り
、
在
宅
療
養
者
の
ニ
ー
ズ

に
対
応
し
た
医
療
や
介
護
が
包
括
的
に
提
供
さ

れ
る
体
制
を
確
保
す
る
こ
と

 
●
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
等
と
協
働
し
つ
つ
、
療

養
に
必
要
な
医
療
や
介
護
、
家
族
の
負
担
軽
減

に
つ
な
が
る
サ
ー
ビ
ス
を
適
切
に
紹
介
す
る
こ
と

 
●
医
薬
品
や
医

療
・
衛
生
材
料
等
の
供
給
を
円
滑

に
行
う
た
め
の
体
制
を
整
備
す
る
こ
と

 
 

【
在

宅
医
療
に
係
る
機
関
】 

●
病
状
急
変
時
に
お
け
る
連
絡
先
を
あ
ら
か
じ
め
在
宅
療
養

者
や
そ
の
家
族
に
提
示
し
、
ま
た
、
求
め
が
あ
っ
た
際
に
２
４

時
間
対
応
が
可
能
な
体
制
を
確
保
す
る
こ
と

 
●
２
４
時
間
対
応
が
自
院
で
難
し
い
場
合
も
、
近
隣
の
病
院
や

診
療
所
、
訪
問
看
護
事
業
所
等
と
の
連
携
に
よ
り
２
４
時
間

対
応
が
可
能
な
体
制
を
確
保
す
る
こ
と

 
【
入

院
医
療
機
関

】
 

●
在
宅
療
養
支
援
病
院
、
有
床
診
療
所

等
に
お
い
て
、
連
携
し

て
い
る
医
療
機
関
（
特
に
無
床
診
療
所
）
が
担
当
す
る
在
宅

療
養
者
の
病
状
が
急
変
し
た
際
に
、
必
要
に
応
じ
て
一
時
受

け
入
れ
を
行
う
こ
と

 
●
重
症
で
対
応
で
き
な
い
場
合
は
、
他
の
適
切
な
医
療
機
関
と

連
携
す
る
体
制
を
構
築
す
る
こ
と

 

【
在

宅
医
療
に
係
る
機
関
】 

●
終
末
期
に
出
現
す
る
症
状
に
対
す
る
患
者
や

家
族
の
不
安
を
解
消
し
、
患
者
が
望
む
場
所
で

の
看
取
り
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
体
制
を
構
築
す

る
こ
と

 
●
患
者
や
家
族
に
対
し
て
、
自
宅
や
住
み
慣
れ

た
地
域
で
受
け
ら
れ
る
医
療
及
び
介
護
や
看

取
り
に
関
す
る
適
切
な
情
報
提
供
を
行
う
こ
と

 
●
介
護
施
設
等
に
よ
る
看
取
り
を
必
要
に
応
じ
て

支
援
す
る
こ
と

 
【
入

院
医
療
機
関

】
 

●
在
宅
医
療
に
係
る
機
関
で
看
取
り
に
対
応
で
き

な
い
場
合
に
つ
い
て
、
病
院
・
有
床
診
療
所
で

必
要
に
応
じ
て
受
け
入
れ
る
こ
と

 

【
在

宅
医
療
に
お
い
て
積
極
的
役
割
を
担
う
医
療
機
関
】
 

●
医
療
機
関
（
特
に
一
人
の
医
師
が
開
業
し
て
い
る
診
療
所
）
が
必
ず
し
も
対
応
し
き
れ
な
い
夜
間
や
医
師

不
在
時
、
患
者
の
病
状
の
急
変
時
等
に
お
け
る
診
療
の
支
援
を
行

う
こ
と

 
●
卒
後
初
期
臨
床
研
修
制
度
（
歯
科
の
場
合
、
卒
後
臨
床
研
修
制
度
）
に
お
け
る
地
域
医
療
研
修
に
お
い

て
、
在
宅
医
療
の
現
場
で
の
研
修
を
受
け
る
機
会
等
の
確
保
に
努
め
る
こ
と

 
●
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
等
と
協
働
し
つ
つ
、
療
養
に
必
要
な
医
療

及
び
介
護
や
家
族
の
負
担
軽
減
に

つ
な
が
る
サ
ー
ビ
ス
を
適
切
に
紹
介
す
る
こ
と

 

 ●
入
院
機
能
を
有
す
る
医
療
機
関
に
お
い
て
は
、
在
宅
療
養
者
の
病
状
が
急
変
し
た
際
の
一
時
受
入
れ
を
行
う
こ
と

 
●
災
害
時
等
に
も
適
切
な
医
療
を
提
供

す
る
た
め
の
計
画
（
人
工
呼
吸
器
等
の
医
療
機
器
を
使
用
し
て
い
る
患
者

の
搬
送
等
に
係
る
計
画
を
含
む
）
を
策
定
し
、
他
の
医
療
機
関
等
の
計
画
策
定
等
の
支
援
を
行
う
こ
と

 

【
在

宅
医
療
に
必
要
な
連
携
を
担
う
拠
点
】 

●
地
域
の
医
療
及
び
介
護
関
係
者
に
よ
る
協
議
の
場
を
定
期
的
に
開
催
し
、
在
宅
医
療
に
お
け
る
連
携
上

の
課
題
の
抽
出
及
び
そ
の
対

応
策
の
検
討
等
を
実
施
す
る
こ
と

 
●

質
の
高
い
在
宅
医
療
を
よ
り
効
率
的
に
提
供
す
る
た
め
、
関
係
機
関
の
連
携
に
よ
る

24
 時

間
体
制
の

構
築
や
多
職
種
に
よ
る
情
報
共
有
の
促
進
を
図
る
こ
と

 

 ●
 地

域
の
医
療
及
び
介
護
資
源
の
機
能
等
を
把
握
し
、
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
等
と
連
携
し
な
が
ら
、
退
院
時
か

ら
看
取
り
ま
で
の
医
療
や
介
護
に
ま
た
が
る
様
々
な
支
援
を
包
括
的
か
つ
継
続
的
に
提
供
す
る
よ
う
、
関
係
機
関

と
の
調
整
を
行
う
こ
と

 
●

在
宅
医
療
に
関
す
る
人
材
育
成
及
び
普
及
啓
発
を
実
施
す
る
こ
と

 

在
宅

医
療

の
体

制
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○
 
災
害
時
の
医
療
の
確
保
事
業
 

 
 
「
南
海
ト
ラ
フ
の
巨
大
地
震
に
関
す
る
津
波
高
、
被
害
想
定
」
（
2
4年

8月
29
日
内
閣
府
）
に
対
応
す
る
た
 

 
め
に
必
要
と
な
る
医
療
機
関
の
施
設
整
備
費
の
増
（
自
家
発
電
装
置
の
上
層
階
設
置
等
）
 

 ○
 
医
師
確
保
事
業
 

 
 
医
学
部
の
地
域
枠
定
員
の
増
員
（
H
22
：

31
3人

⇒
H
25
：

47
6人

）
に
伴
い
必
要
と
な
る
修
学
資
金
の
増
 

 ○
 
在
宅
医
療
推
進
事
業
 

 
 
2
5年

度
か
ら
の
医
療
計
画
に
は
、
新
た
に
「
在
宅
医
療
に
つ
い
て
達
成
す
べ
き
目
標
、
医
療
連
携
体
制
」
等
 

 
を
明
記
す
べ
き
と
さ
れ
た
こ
と
に
対
応
す
る
た
め
に
必
要
と
な
る
事
業
費
の
増
（
研
修
費
等
）
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
な
ど
 

○
 
具
体
的
な
事
業
例
 

地
域
医
療
再
生
臨
時
特
例
交
付
金
の
拡
充

 

○
 
目
 
的
 
 
 

 
 

地
域
医

療
再

生
計

画
に

基
づ

く
事

業
を
遂

行
し
て
い

く
中
で

、
計
画
策

定
時

 (
平

成
22
年

度
)
以

降
に

 
 

生
じ

た
状
況
変
化

に
対

応
す

る
た

め
に
生
じ

る
予
算
の

不
足
を

補
う
た
め

、
都

道
府

県
に

設
置

さ
れ

た
 

 
基
金

を
拡
充
す
る

も
の

。
 
 

H
2

4
補

正
 

○
対
象
地
域
 
４
７
都

道
府
県
全

域
 

○
対
象
事
業
 
平
成
２

５
年
度
末

ま
で

に
事

業
を

開
始
す

る
も

の
 

○
予
 
算
 額

 
５
０
０

億
円
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 ○
 
平

成
２
５
年

度
か

ら
の

医
療

計
画

に
は

、
新

た
に
「
在

宅
医

療
に
つ
い
て
達

成
す
べ

き
目

標
、
医

療
連

携
体

制
」
等

を
盛

り
込

む
 

 
   

  こ
と
と
し
、
「
在

宅
医

療
に
必

要
な
連

携
を
担

う
拠

点
」
な
ど
を
含

め
た
連

携
体

制
を
位

置
づ
け
。

 

   
   

  医
療

計
画

に
基

づ
く
体

制
の

構
築

に
必

要
と
な
る
事

業
費

等
に
対

応
す
る
た
め
、
平

成
２
４
年

度
補

正
予

算
に
お
い
て
、

 

 
 

 地
域

医
療

再
生

基
金

を
積

み
増

し
。

 
 ○

 
国

に
お
い
て
は

、
平

成
２
３
年

度
及

び
２
４
年

度
に
実

施
し
た
「
在

宅
医

療
連

携
拠

点
事

業
」
で
得

ら
れ

た
成

果
を
随

時
、
情

報
 

 
 

 提
供

す
る
予

定
。

 
 

 
 各

都
道

府
県

に
お
か

れ
て
は

、
こ
れ

ら
の

知
見

を
参

考
に
、
在

宅
医

療
・
介

護
提

供
体

制
の

確
保

の
た
め
、
市

町
村

や
地

域
医

 
 

 
 

 師
会

等
の

関
係

者
と
連

携
し
た
取

組
を
実

施
し
て
頂

き
た
い
。

 
  
（
在

宅
医
療

推
進
事

業
の
例
） 

  
 
・
地

域
全
体
の

在
宅
医
療
を
推
進
す
る
に
当
た
り
、
特

に
重

点
的

に
対

応
が

必
要
な
地

域
で
の

取
組
の
実
施
。

 
 

 
・
事

業
実
施
に
当

た
っ
て
は
市
町
村
が
主
体
と
な
っ
て
、
地

域
医
師

会
等
と
連

携
し
な
が

ら
在

宅
医
療
の
提
供
体
制
構
築
に
向
け
た
取
組
を
支
援
。

 
   

   
・
具

体
的
に
は

、
以
下
の
よ
う
な
取
り
組
み
を
通
し
て
、
地

域
の

在
宅

医
療
・
介
護

関
係
者

の
顔
の
見
え
る
関
係
の
構
築
と
、
医
療
側
か
ら
介
護
へ
の

 
   

   
  連

携
を
働

き
か

け
る
体
制
作
り
に
取
り
組
む
こ
と
が

考
え
ら
れ

る
。

 
   

   
   

   
①

 
地

域
の

医
療

・福
祉
資
源
の
把
握
及
び
活

用
 

   
   

   
   
②

 
会

議
の

開
催

（会
議
へ
の
医
療
関
係
者

の
参
加

の
仲
介

を
含

む
。
）

 
   

   
   

   
③

 
研

修
の

実
施

 
 

   
   

   
   
④

 
２
４
時

間
３
６
５
日
の
在
宅
医
療
・介

護
提

供
体
制

の
構
築

 
   

   
   

   
⑤

 
地

域
包

括
支

援
セ
ン
タ
ー
・
ケ
ア
マ
ネ
を
対

象
に
し
た
支

援
の

実
施

 
   

   
   

   
⑥

 
効

率
的

な
情

報
共
有
の
た
め
の
取
組
（地

域
連

携
パ
ス
の

作
成

の
取

組
、
地

域
の

在
宅
医
療
・介

護
関
係
者
の
連
絡
様
式
・方

法
の
統
一

  
   

   
   

   
   

   
 な

ど
）

 
   

   
   

   
⑦

 
地

域
住

民
へ

の
普
及
・啓

発
 

   
   

   
   

   
   

   
 【

24
年

度
要
求
額

 
：
１
８
０
４
百
万
円

 
】
 

介
護

と
連

携
し
た
在

宅
医

療
の

体
制

整
備

 
【
 地

域
医

療
再

生
基

金
の

積
み

増
し

 
平

成
2
4
年

度
補

正
予

算
 

5
0
0
億

円
の

内
数

 】
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地
域

の
リ
ー
ダ
ー

 

市
区

町
村

単
位
で

リ
ー
ダ
ー
を
養
成

 
地

域
の

リ
ー
ダ
ー

 

都
道

府
県
リ
ー
ダ
ー
研
修

 
都

道
府

県
の

行
政

担
当

者
、
在

宅
療

養
支

援
診

療
所

連
絡
会
等

 

■
都

道
府

県
リ
ー
ダ
ー
研

修
 

 
 
（
国

が
、
在
宅

医
療
に
関

す
る
高

い
専

門
性

を
有

す
る
機

関
に
委

託
し
て
実

施
）
 

○
国
立
長
寿
医
療
研
究

セ
ン
タ
ー
が

、
各

都
道

府
県

で
中

心
的

な
役

割
を
担

う
人

（
都

道
府

県
の
行
政
担
当
者
、
地
域
の
在

宅
医

療
関

係
者

）
に
対

し
て
、
リ
ー
ダ
ー
講

習
を
行

う
た
め
の

研
修

を
実
施

 

■
地

域
リ
ー
ダ
ー
研
修
（
国

が
、

47
都

道
府

県
に
委

託
し
て
実

施
）
 

 
○
各
都
道
府
県
リ
ー
ダ
ー
は

、
各

都
道

府
県

で
約

15
0人

の
地

域
リ
ー
ダ
ー
を

  
   

   
養
成
（
医
師
・
歯
科
医
師

・
薬

剤
師

・
看

護
師

・
リ
ハ

ビ
リ
職

種
、
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
等

 
 

 
の
職
能
別
に
市
町
村

単
位

で
研

修
に
参

加
）
  

 
 

 
 

 
－
プ
ロ
グ
ラ
ム
策
定

方
法

に
関

す
る
研

修
 

 
 

 
－
教
育
展
開
の
手
法

に
関

す
る
研

修
 

 
 

 
 

■
地

域
リ
ー
ダ
ー
に
よ
る
地
域
の
多
職
種
に
対
す
る
研
修

 
 

 
○

地
域

指
導

者
は

、
各
地
域
の
実
情
や
教
育
ニ
ー
ズ
に
合
っ
た
プ
ロ
グ
ラ
ム

  
 

  
 を

策
定

 
 

 
○

策
定

さ
れ

た
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
沿
っ
て
、
市
町
村
の
多
職
種
を

 
   

 対
象

に
研

修
を
実
施

 

■
本

事
業

の
目

的
 

 
 
○

在
宅

医
療

に
お
い
て
は

、
医

師
、
歯

科
医

師
、
薬
剤

師
、
看
護

師
、
リ
ハ
ビ
リ
職

種
、
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
、
介

護
士

な
ど
の

医
療

福
祉

従
事

者
が

お
互

い
の

専
門

的
な
知

識
を
活
か

し
な
が

ら
チ
ー
ム
と
な
っ
て
患
者
・
家
族
を
サ
ポ
ー
ト
し
て
い
く
体

制
を
構
築
す
る
こ
と
が

重
要

で
あ
る

 
 

 
○

国
が

、
都
道
府

県
リ
ー
ダ
ー
に
対

し
て
、
在

宅
医
療
を
担
う
多

職
種

が
チ
ー
ム
と
し
て
協
働

す
る
た
め
の
講

習
を
行

う
（
都

道
府

県
リ
ー
ダ
ー

 
 

 
 
研

修
）

 
 

 
○

都
道

府
県
リ
ー
ダ
ー
が

、
地

域
リ
ー
ダ
ー
に
対

し
て
、
各
地

域
の
実

情
や
ニ
ー
ズ
に
あ
っ
た
研

修
プ
ロ
グ
ラ
ム
の

策
定

を
念

頭
に
置

い
た
講

 
 

 
 
習

を
行

う
（
地

域
リ
ー
ダ
ー
研

修
）

 
 

 
○

地
域

リ
ー
ダ
ー
は

、
各

地
域

の
実

情
や

教
育

ニ
ー
ズ
に
合
っ
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
策

定
し
、
そ
れ
に
沿

っ
て
各

市
区

町
村

で
地

域
の

多
職

種
へ

 
 

 
 
の

研
修

を
行

う
。
こ
れ
ら
を
通

し
て
、
患

者
が

何
処

に
い
て
も
医

療
と
介

護
が
連

携
し
た
サ

ポ
ー
ト
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
る
体

制
構

築
を
目

指
す

 

 【
24

年
度

要
望
枠

 
：
３
１
３
百

万
円
】
 

 
 
※

Ｗ
Ｈ
Ｏ
（
世
界

保
健
機

関
）
は

、
「
多

職
種

協
働

の
た
め
に
は

、
多

職
種
の
研

修
が
重

要
で
あ
る
。
」
と
推
奨
し
て
い
る
。
（
２
０
０
２
年
）

 

２
４
年

度
は

こ
こ
ま
で

 

 在
宅

チ
ー

ム
医

療
を

担
う

人
材

育
成

 
 

 
■

多
職

種
協

働
に

よ
る

在
宅

チ
ー

ム
医

療
を

担
う

人
材

育
成

事
業

（
衛

生
関

係
指

導
者

養
成

等
委

託
費

）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
２
５
年

度
予

算
案

 
１０

０
百

万
円

（
１０

９
百

万
円

）
 

○
都

道
府

県
の

役
割

 
 
・
 
都
道
府
県
リ
ー
ダ
ー
と
な
り
う
る
地
域
の

在
宅
医
療
関
係
者
の
推
薦

 
 
・
 
都
道
府
県
リ
ー
ダ
ー
研
修
へ
の
参
加

 
 
・
 
地
域
リ
ー
ダ
ー
研
修
の
実
施

 

医
師

 
看
護
師

 
薬
剤
師

 

歯
科

 
医
師

 
ケ
ア
マ
ネ

 

Ｍ
Ｓ
Ｗ

 
リ
ハ
ビ
リ

職
種

 

医
師

 
看
護
師

 
薬
剤
師

 

歯
科

 
医
師

 
ケ
ア
マ

ネ
 

Ｍ
Ｓ
Ｗ

 
リ
ハ
ビ
リ

職
種

 

医
師

 
看
護
師

 
薬
剤
師

 

歯
科

 
医
師

 
ケ
ア
マ

ネ
 

Ｍ
Ｓ
Ｗ

 
リ
ハ
ビ
リ

職
種

 

平
成

２
５
年

度
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○
 
小
児
等
に
つ
い
て
、
福
祉
と
連
携
し
た
在
宅
医
療
提
供
体
制
の
構
築
に
つ
い
て
、
都
道
府
県
が
中
心
と
な
っ
て
、
医
療
・
福
祉
関
係
機
関
の
円
滑

な
連
携
の

 

 
 
調
整
を
図

る
と
と
も
に
、
医
療
面
か
ら
家
族
の
個
別
の

相
談
に
対
応
す
る
。

 

○
 
都
道
府
県
が
中
心
と
な
っ
て
、
薬
剤
師
が
、
他
職
種
と
連
携
し
な
が
ら
、
地
域
に
お
け
る
適
切

な
薬
物
療
法
を
推
進
す
る
。

 

○
 
総

合
周

産
期
母
子
医
療
セ
ン
タ
ー
が
受
け
入
れ
が
で
き
な
か
っ
た
主
な

理
由

は
「
Ｎ
ＩＣ

Ｕ
」
満
床

 
○

 
Ｎ
ＩＣ

Ｕ
に
長
期
に
入
院
す
る
人

工
換
気
患
者
の
６
割
に
在
宅
医

療
適
応
が
あ
る

 

（
平
成
２
１
年
厚
生
労
働
省
医
政
局
指
導
課
調
べ
）
 

平
成

2
0
年

度
厚

生
労
働

科
学
研

究
費
補

助
金

 
「
中

間
施

設
と
し
て
の

小
児

救
急

・慢
性
呼

吸
循

環
管

理
病

室
の

在
り
方

の
検

討
」 

 
主

任
研

究
者

 
田

村
正

徳
 

小
児

等
の

在
宅

医
療

提
供

体
制

を
強

化
（

1
.7

億
円

）
 

○
 
薬
剤
師
が
医
師
、
看
護
師
の
み
な
ら
ず
介
護
関
係
者
と

 
 

 
連
携
し
、
効
率
的
な
薬
物
療
法
提
供
体
制
を
構
築
。

 
○

 
看
護
師
、
介
護
福
祉
士
等
に
対
す
る
抗
が
ん
剤
・
麻
薬
の
安
全

使
用
研
修
の
実
施
や
薬
局
間
の
連
携
に
よ
る

24
時
間
の
薬
剤
供

給
体
制
の
構
築
。

 
【
実
施
主
体
：
都
道
府
県
（
再
委
託
可
）
、
８
カ
所
程
度
】
 

薬
物

療
法

提
供

体
制

を
強

化
（

0
.4

億
円

）
 

○
 
在
宅

で
使
用

さ
れ

る
抗

が
ん
剤
、
無
菌
製
剤
等
、
使
用
方
法

の
難
し
い
医
薬

品
、
医

療
機

器
等
が

在
宅

医
療

で
急

速
に
普
及

 
 ○

 
適
切

な
服
薬

に
関

し
て
、
薬
剤
師
と
医
師
、
訪
問
看
護
師
、
介

護
福

祉
士
な
ど
他

職
種

と
の
連

携
が
不

十
分

 
 ○

 
抗
が

ん
剤
等

の
在

庫
融

通
な
ど
、
２
４
時
間
の
薬
剤
供
給
体

制
が
構

築
さ
れ

て
い
な
い

 

○
 
新
生
児
集
中
治
療
管
理
室
（
Ｎ
ＩＣ

Ｕ
）
に
入
院
す
る
小

児
等
を
受
け
入
れ
る
在
宅
医
療
・
福
祉
連
携
体
制
の
整
備
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

 

○
 
在
宅
に
お
い
て
、
抗
が
ん
剤
、
使
用
方
法
の
難
し
い
医
薬
品
等
が
急
速
に
普
及
し
て
い
る
。

 

○
 
総
合
周
産
期
母
子
医
療
セ
ン
タ
ー
や

N
IC

U
を
有
す
る
病
院
か

ら
在
宅
に
移
行
す
る
小
児
を
支
え
る
た
め
の
在
宅
医
療
・
福
祉

の
連
携
体
制
の
構
築
の
た
め
の
モ
デ
ル
を
構
築
す
る
。

 
○

 
小
児
等
に
つ
い
て
は
、
医
療
必
要
度
が
高
い
患
者
（
人
工
呼

吸
器
装
着
患
者
等
）
が
想
定
さ
れ
る
た
め
、

N
IC

U
を
有
す
る
病

院
等
、
専
門
医
療
機
関
を
含
め
た
広
域
な
連
携
を
調
整
す
る
仕

組
み
を
検
証
。

 
○

 
小
児
患
者
を
持
つ
家
庭
に
対
す
る
医
療
面
か
ら
の
個
別
相

談
・
支
援
の
取
組
み
に
つ
い
て
も
検
証
。

 
【
実
施
主
体
：
都
道
府
県
（
再
委
託
可
）
、
８
カ
所
程
度
】
 

 
■

 
小

児
等

在
宅

医
療

連
携

拠
点

事
業

・
薬

物
療

法
提

供
体

制
強

化
事

業
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
（
25

年
度

予
算

案
 
２
．
１
億

円
）
 

背
景

・
課

題
 

事
業

概
要
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在
宅

歯
科

医
療

等
の

推
進

 
＜

在
宅

高
齢

者
に

対
す

る
歯

科
保

健
医

療
推

進
の

必
要

性
＞

 
☆

8
9
.4

％
の

者
が

「
何

ら
か

の
歯

科
治

療
ま

た
は

専
門

的
な

口
腔

ケ
ア

が
必

要
」

で
あ

る
一

方
、

実
際

に
歯

科
治

療
を

受
診

し
た

者
は

、
2
6
.9

％
※

１
 

☆
在

宅
歯

科
医

療
サ

ー
ビ

ス
を

実
施

し
て

い
る

歯
科

医
療

機
関

は
少

な
い

。
（

居
宅

：
約

1
4
％

、
施

設
：

約
1
3
％

）
※

２
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  【
歯

の
健

康
力

推
進

歯
科

医
師

等
養

成
講

習
会

】
 

 
 
在

宅
歯

科
医

療
、
口
腔
ケ
ア
等
を
推
進
す
る
歯

科
医

師
、
歯

科
衛
生

士
の
養

成
講
習

会
 

 

 【
在

宅
歯

科
診

療
設

備
整

備
事

業
】
 

 
上

記
講

習
会

を
修
了
し
た
歯
科
医
師
で
、
歯
科

医
療
機

関
の
開

設
者
に
対
す
る
在

宅
歯

科
医
療
機
器
の
補
助
制
度

 

  【
在

宅
歯

科
医

療
連

携
室

整
備

事
業

】
 

 
医

科
・
介

護
等

と
の
連
携
窓
口
、
在
宅
歯
科
医

療
希
望

者
の
窓

口
、
在

宅
歯

科
医
療

に
関

す
る
広
報
、

 

 
在

宅
歯

科
医

療
機
器
の
貸
出
し
な
ど
を
行
う
在

宅
歯
科

医
療
連

携
室
の

整
備
事

業
 

  【
在

宅
介

護
者

へ
の

歯
科

口
腔

保
健

推
進

設
備

整
備

事
業

】
 

 
在

宅
介

護
者

へ
歯
科
口
腔
保
健
の
知
識
等
の
普

及
推
進

を
図

る
た
め
、

 

 
在

宅
歯

科
医

療
を
実
施
す
る
口
腔
保
健
セ
ン
タ
ー
や

歯
科

診
療
所

に
口

腔
ケ
ア
に
必
要

な
医

療
機
器
等
を
整
備
す
る
。

 

平
成

2
0年

度
～

 

平
成

2
2年

度
～

 

※
1
 平

成
1
4
年

度
「

情
報

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

を
活

用
し

た
行

政
・

歯
科

医
療

機
関

・
病

院
等

の
連

携
に

よ
る

要
介

護
者

口
腔

保
健

医
療

ケ
ア

シ
ス

テ
ム

の
開

発
に

関
す

る
研

究
」

 
※

2
 平

成
2
3
年

医
療

施
設

調
査

 

平
成

2
4年

度
～

 

平
成

2
5
年
度
予
算
（
案
）
1
7
,7

3
2
千

円
 

平
成

2
5
年
度
予
算
（
案
）
 
医
療
提
供
体
制
推
進
事
業
費
補
助
金
（
2
2
7
億
円
）
内
数

 

平
成

2
5
年
度
予
算
（
案
）
 
医
療
施
設
等
設
備
整
備
費
補
助
金

 
（
6
7
4
百
万
円
）
内
数

 

平
成

2
5
年
度
予
算
（
案
）
 
医
療
提
供
体
制
推
進
事
業
費
補
助
金
（
2
2
7

億
円
）
内
数
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訪
問

看
護

推
進

協
議

会
設

置
の

支
援

 
 

 

 
 
生

活
の

視
点

を
重

視
し
た
看

護
提

供
や

医
療

と
介

護
を
つ
な
ぐ
役

割
な
ど
、
在

宅
医

療
に
お
い
て

 
 
重

要
な
役

割
を
担

う
訪

問
看

護
の

推
進

と
充

実
を
図

る
。

 
 

 
ま
た
、
訪

問
看

護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
だ
け
で
な
く
、
保

険
医

療
機

関
の

訪
問

看
護

も
補

助
対

象
。

 

 
  

       訪
 

問
 

看
 

護
 

事
 

業
 

所
 

の
 

看
 

護
 

の
 

質
 

の
 

向
 

上
 

訪
 

問
 

看
 

護
 

師
 

の
 

人
 

材
 

育
 

成
 

 

ア
 
訪

問
看

護
事

業
所

の
看

護
師

の
研

修
 

   
イ

 
医

療
機

関
の

看
護

師
の

研
修

 
 

 
 

 
 

  
ウ

 
訪

問
看

護
事

業
所

間
の

研
修

 
 

 
 

 
 

  

在
宅

医
療

普
及

啓
発

活
動

の
支

援
 

研
修

事
業

の
支

援
 

ア
 
訪

問
看

護
推

進
協

議
会

経
費

 
  

イ
 
事

務
局

経
費

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
ウ

 
実

態
調

査
費

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

ア
 
在

宅
医

療
全

般
に
関

す
る
フ
ォ
ー
ラ
ム
、
講

演
会

等
の

開
催

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
イ

 
パ

ン
フ
レ
ッ
ト
の

作
成

等
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
訪

問
看

護
推

進
事

業
 

上
記
、
ア

お
よ
び

イ
に

つ
い

て
は

、
み

な
し

指
定

（
※
）
の

訪
問
看

護
事
業

所
と
当

該
医
療

機
関
と

の
研
修

は
対
象

と
し
な

い
。

 
（
※

）
保
険

医
療
機

関
で
あ

る
病

院
・

診
療

所
は

介
護

サ
ー

ビ
ス
を

行
う
指

定
事
業

者
と
み

な
さ
れ

る
。

 

平
成

2
5
年
度
予
算
（
案
）
 
医
療
提
供
体
制
推
進
事
業
費
補
助
金
（
2
2
7

億
円
）
内
数

 

217



■
長
寿
医
療
研
究

セ
ン
タ
ー

 
 
・
 
被
災
地
に
お
け
る
在

宅
療

養
を
受

け
て
い
る
高

齢
者
の

実
態
調

査
等
を
行
い
、
在
宅
療
養
の
継
続
に
有

 
 
効
な
医
療
・
介
護

の
提

供
体

制
を
明

ら
か
に
す
る
。

 

■
成
育
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー

 
 
・
 
被
災
３
県
（
岩
手

、
宮

城
、
福

島
）
の
中

核
的
病

院
と
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
構
築
し
、
小
児
の
心
理
的
不
安
等

 
 

 
 
に
対
す
る
相
談
に
関

す
る
支

援
を
行

う
と
共
に
研
修

の
実
施

等
を
行
う
。

 

■
精
神
・
神
経
医

療
研

究
セ
ン
タ
ー

 
 
・
 
被
災
地
に
お
け
る
精

神
障

害
者

に
対

し
て
行

わ
れ

る
多

職
種

ア
ウ
ト
リ
ー
チ
活
動
に
よ
り
得
ら
れ
る
知
見

 
 
を
活
用
し
て
、
災

害
時

の
多

職
種

ア
ウ
ト
リ
ー
チ
チ
ー
ム
と
支

援
モ
デ
ル
の
構
築
を
行
う
。

 

■
循
環
器
病
研
究
セ
ン
タ
ー

 
 
・
 

W
eb

上
で
の

循
環

器
病
管

理
シ
ス
テ
ム
・生

活
習

慣
病
管

理
シ
ス
テ
ム
を
用
い
て
被
災
地
に
お
け
る
心

 
 

 
 
不
全
患
者
の
在

宅
医

療
に
関
す
る
実

態
調

査
を
行

い
、
地
域

包
括
ケ
ア
と
し
て
の
将
来
ビ
ジ
ョ
ン
の
策
定

 
 

 
 
を
行
う
。

 

■
が
ん
研
究
セ
ン
タ
ー

 
 
・
 
被
災
地
に
お
け
る
地

域
緩

和
ケ
ア
モ
デ
ル

の
立

案
・
実
施

を
行

う
と
と
も
に
、
在
宅
緩
和
ケ
ア
に
関
し
て

 
 

 
 
遠
隔
医
療
の
実

施
可

能
性

の
検
討

を
行

う
。

 

■
 
国

立
高

度
専

門
医

療
研

究
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る
東

日
本

大
震

災
か

ら
の

医
療

の
復

興
に
資

す
る
研

究
 

予
算

額
 
５
億
円

 
（
う
ち
復
興
特
会
分
：
３
．
５
億
円
） 

 

■
現
状

 
 
○

 
東

日
本

大
震

災
の

被
災
地
で
は
、
従
来
か
ら
の

医
師
不

足
に
加

え
て
、
医

療
施

設
が
被

害
を
受
け
て
お
り
在
宅
医
療
に
関
す
る
ニ
ー

 
 

 
ズ
が

高
ま
っ
て
い
る
。
ま
た
、
震
災
か
ら
約
１
年
３
ヶ
月

が
経
過

し
て
い
る
が

、
心

理
的

な
不

安
等
に
対
す
る
ケ
ア
が
十
分
行
き
届
い
て
お

 
 

 
ら
ず
仮

設
住

宅
生

活
者
な
ど
へ
の
心
の
ケ
ア
の
取

り
組

み
は

急
務

と
な
っ
て
い
る
。

 
■

事
業

概
要

 
 
○

 
国

立
高

度
専

門
医

療
研
究
セ
ン
タ
ー
の
有

す
る
特

定
の

疾
患

等
に
特

化
し
た
高

度
な
専

門
性
を
活
か
し
て
、
各
疾
患
等
の
特
性
に
応

 
 

 
じ
た
在

宅
医

療
や

心
の
ケ
ア
に
関
す
る
研
究
を
実

施
し
、
被

災
地
の

医
療
復

興
を
実
現

す
る
。

 
 

が
ん
在
宅
医
療

 
推
進

研
究
事
業

 

心
不
全

在
宅
医
療

 
推
進
研
究
事
業

 

精
神

障
害
者
在
宅
医
療

推
進
研
究
事
業

 

東
北
子
ど
も
の
こ
こ
ろ
サ

ポ
ー
ト
研
修
事
業

 

高
齢

者
疾
患
の
特
性
に

応
じ
た
在

宅
医
療
推

進
研

究
事
業
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医政発 0321 第 2 号   

平成２４年３月２１日 

 

各都道府県知事 

各政令市市長  殿 

各特別区区長 

 

厚生労働省医政局長      

 

 

 

災害時における医療体制の充実強化について 

 

 

災害医療体制については、平成７年の阪神・淡路大震災を契機として、災害拠

点病院の整備、広域災害・救急医療情報システム（Emergency Medical Information 

System：ＥＭＩＳ）の整備、災害派遣医療チーム（Disaster Medical Assistance 

Team：ＤＭＡＴ）の養成等を行ってきたが、今般発生した東日本大震災での対応

において、これまで整備してきた体制等について、課題が明らかになったところ

である。 

これらの課題について、被災地を含めた災害医療関係の有識者が検討する場と

して「災害医療等のあり方に関する検討会」を開催し、報告書が別添のとおり取

りまとめられた。 

同報告書では、今後の災害医療等のあり方の方向性として、災害拠点病院に関

しては、施設の耐震性、ＥＭＩＳによる情報発信、食料、飲料水等の備蓄、ＤＭ

ＡＴ等の医療チームを受け入れる体制整備等が必要であること、災害時の医療提

供体制に関しては、日本医師会災害医療チーム（Japan Medical Association Team：

ＪＭＡＴ）をはじめ、大学病院、日本赤十字社、国立病院機構、日本病院会、全

日本病院協会、日本歯科医師会、日本薬剤師会、日本看護協会等の医療関係団体

から派遣される医療チーム等の派遣調整を行う体制や関係者間での情報の共有が

必要であること等が指摘されている。 

同報告書の趣旨を踏まえ、下記の事業を積極的に推進することにより、特に災

害時における医療体制の充実強化を図られたい。 

なお、同検討会にオブザーバーとして参加した内閣府（防災担当）、消防庁にお

いても本通知の趣旨をご承知いただいているところであるので申し添える。 

 本通知は平成２４年４月１日より適用する。なお、「災害時における初期救急医
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療体制の充実強化について」（平成８年５月１０日健政発第４５１号厚生省健康政

策局長通知）については、平成２４年４月 1 日付で廃止する。 

 

記 

 

 

１．地方防災会議等への医療関係者の参加の促進 

防災計画上の医療活動が災害時に真に機能するために、都道府県、政令市

及び特別区が設置する地域防災会議、若しくは災害医療対策関連の協議会等に

医師会、歯科医師会、薬剤師会、看護協会等の医療関係団体の代表、救急医療

の専門家等を参加させることが適当であることから、その参加を促進すること。 

また、都道府県は、救護班（医療チーム）の派遣調整等を行うために、災

害対策本部の下に派遣調整本部を迅速に設置できるよう事前に計画を策定す

ること。その上で、都道府県は、災害拠点病院、医師会、歯科医師会、薬剤師

会、看護協会等の関係機関と連携して、災害対策本部の立ち上げ訓練を行うと

ともに、派遣調整本部の設置手順、コーディネート機能を十分発揮できるか、

ＤＭＡＴ都道府県調整本部との連携、派遣調整本部における具体的な作業内容

などについて確認しておくこと。また、空路参集したＤＭＡＴに必要な物資の

提供や移動手段の確保を行う体制を整備しておくことが望ましい。 

 

２．災害時に備えた応援協定の締結 

災害が発生した場合、最も重要なことは人命救助である。人命救助にあた

って、被災地内の医療機関は、自らも被災者となるものの、被災現場において

最も早く医療活動を実施できることから、その役割は重要なものである。その

ため、都道府県、政令市及び特別区においては、災害拠点病院を初め、公的医

療機関、民間医療機関、医療関係団体等との医療に関する応援協定の締結に配

慮すること。また、傷病者、医療チーム、医療物資等の緊急輸送に関して、地

域の実情に応じて、消防機関、自衛隊、海上保安庁、公共輸送機関等との協定

の締結も配慮すること。また、協定を締結した後も、随時見直しを行うことが

望ましい。 

なお、協定の締結の際には、下記の点に留意すること。 

（1）広域応援体制の整備 

近隣都道府県・市町村間において相互応援協定の締結が必要であり、特

に大都市を抱える都道府県においては、ブロック内（ブロックとは、当該

都道府県を中心にみた場合のものを独自に想定）の複数の都道府県との締

結が必要であり、さらに、人口過密地域においては、ブロックを越えた都
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道府県間の協定の締結にも考慮すべきであること。 

 （2）自律的応援体制の整備 

一定以上の規模の災害が発生した場合には、被災地では一定以上の被害

が起こっているものと推定し、個別の要請がなくても被災地へ向かうこと

を内容とする協定の締結を考慮すべきであること。 

 （3）医薬品等の確保体制の整備 

医薬品等の供給確保については、厚生労働省防災業務計画により各都道

府県において策定することとされている「医薬品等の供給、管理のための

計画」に基づいて体制を整えておくこと。 

 

３．広域災害・救急医療情報システム（ＥＭＩＳ）の整備 

都道府県は、災害時に医療機関の稼働状況、医師・看護師等スタッフの状

況、ライフラインの確保、医薬品等の備蓄状況等、災害医療に係る総合的な情

報収集及び提供を行われたいこと。このため、災害時に医療機関の状況を把握

する手段である広域災害・救急医療情報システム（ＥＭＩＳ）の導入に努める

とともに、全病院に対して登録（パスワードの付与）を促すこと。また、登録

した各機関においては、災害時に迅速で確実な情報の入力を行うため、ＥＭＩ

Ｓへ情報を入力する複数の担当者を定め、入力内容や操作などの研修・訓練を

定期的に行うことが必要であること。さらに、災害拠点病院においては、通信

回線が途絶えた際のＥＭＩＳへの入力も考慮して、衛星回線インターネットが

利用できる環境の整備をすることが必要であること。 

 

４．災害拠点病院の整備 

多発外傷、挫滅症候群、広範囲熱傷等の災害時に多発する重篤救急患者の

救命医療を行うための高度の診療機能を有し、被災地からのとりあえずの重症

傷病者の受入れ機能を有するとともに、ＤＭＡＴ等の受入れ機能、傷病者等の

受入れ及び搬出を行う広域搬送への対応機能、ＤＭＡＴの派遣機能、地域の医

療機関への応急用資器材の貸出し機能を有する「地域災害拠点病院」を整備し、

さらにそれらの機能を強化し、災害医療に関して都道府県の中心的な役割を果

たす「基幹災害拠点病院」を整備することが必要である。 

各都道府県においては、別紙に示す指定要件を満たす災害拠点病院について

指定を行い、指定要件を満たさなくなった場合には指定の解除を行うこと。な

お、指定又は指定の解除を行った際には、速やかに当職まで報告されたいこと。 

また、災害拠点病院は、第一線の地域の医療機関を支援するものであるので、

医師会等の医療関係団体の意見を聴き、応急用医療資器材の貸出し要件他を事

前に決めておくこと。さらに、都道府県は、災害拠点病院の施設が被災するこ
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とを想定して、近隣の広場を確保し、仮設の救護所等として使用する場合があ

ることについて地域住民の理解を得ておくことが望ましいこと。 

「地域災害拠点病院」については原則として二次医療圏ごとに１か所、「基

幹災害拠点病院」については原則として都道府県ごとに１か所整備することが

必要であること。 

 

５．災害医療に係る保健所機能の強化 

災害医療においては、災害拠点病院等の医療機関、医師会、歯科医師会、

薬剤師会、看護協会、病院団体、日本赤十字社等の医療関係団体、医薬品関係

団体、医療機器関係団体、衛生検査所・給食業者等の医療関連サービス事業者、

消防機関、警察機関、精神保健福祉センター、市町村等の関係行政機関、水道、

電気、ガス、電話等のライフライン事業者、自治会等の住民組織など様々な関

係機関・団体との連携が重要となること。そのため、保健所において日常から

その連携を推進するとともに、地域の実情に応じた対応マニュアルを作成され

たいこと。 

また、ＥＭＩＳに登録し、管轄区域内の医療機関の状況について把握する

とともに、医療ボランティアの窓口機能を確保すること。当該システムが機能

していない場合においては、電話、ＦＡＸ若しくは自転車・バイク等を利用し

て直接医療機関に出向いて情報把握又は当該医療機関におけるＥＭＩＳ等で

の情報発信の支援を行うこと。 
発災時の初期救急段階（発災後概ね３日間）においては、医療に関する具

体の指揮命令を行う者を設定することが困難な場合が多いが、災害現場に最も

近い所の保健医療行政機関である保健所において、自律的に集合した医療チー

ムの配置調整、情報の提供等を行うこと。そのため、保健所管轄区域や市町村

単位等で、災害時に保健所・市町村等の行政担当者と地域の医師会や災害拠点

病院等の医療関係者、医療チーム等が定期的に情報交換する場として地域災害

医療対策会議を迅速に設置できるよう事前に計画を策定すること。地域災害医

療対策会議では、避難所等での医療ニーズを適切かつ詳細に把握・分析した上

で、派遣調整本部から派遣された医療チームや自主的に集合した医療チームを

配置調整するなどのコーディネート機能が十分に発揮できる体制を整備する

こと。また、災害後のメンタルヘルス、感染症対策等の健康管理活動について

は、関係部局からの通達等に基づいて実施されたいこと。 

 

６．災害医療に関する普及啓発、研修、訓練の実施 

一般住民に対する救急蘇生法、止血法、骨折の手当法、トリアージの意義、

メンタルヘルスなどに関する普及啓発に努めるとともに、医療関係者、行政関
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係者に対する災害医療に関する研修・訓練の実施に努められたいこと。 

 

７．病院災害対策マニュアルの作成等 

医療機関は自ら被災することを想定して災害対策マニュアルを作成すると

ともに業務継続計画の作成に努められたいこと。また、人工呼吸器等の医療機

器を使用しているような患者等をかかえる医療機関は、災害時におけるこれら

の患者の搬送先等について計画を策定しておくことが望ましいこと。なお、都

道府県はこれらの策定状況について確認を行うことが望ましいこと。 

 

８．災害時における関係機関との連携 

都道府県は、あらかじめ、消防と医療機関及び医療機関相互の連絡体制の

整備を図るとともに、医療機関の連絡・連携体制についての計画を作成するよ

う努めるものとする。また、地域の実情に応じて、広域後方医療施設への傷病

者の搬送にあたり、拠点として使用することが適当な民間空港、自衛隊の基地、

大規模な空地等をあらかじめ抽出しておくなど、災害発生時における救急医療

体制の整備に努めるものとする。 

 

９．災害時における死体検案体制の整備 

災害時には多数の人が死亡する事態も予想されるため、死体検案業務の指

揮命令系統、法医学の修練を積んだ医師の動員等、死体検案体制について、地

域防災計画、災害時医療救護対応マニュアル等に定めておくことが望ましいこ

と。 
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別紙 災害拠点病院指定要件 

 

（１） 災害拠点病院として、下記の運営が可能なものであること。 

① 24 時間緊急対応し、災害発生時に被災地内の傷病者等の受入れ及び搬出

を行うことが可能な体制を有すること。 
② 災害発生時に、被災地からの傷病者の受入れ拠点にもなること。なお、

「広域災害・救急医療情報システム（ＥＭＩＳ）」が機能していない場

合には、被災地からとりあえずの重症傷病者の搬送先として傷病者を受

け入れること。また、例えば、被災地の災害拠点病院と被災地外の災害

拠点病院とのヘリコプターによる傷病者、医療物資等のピストン輸送を

行える機能を有していること。 

③ 災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）を保有し、その派遣体制があること。

また、災害発生時に他の医療機関のＤＭＡＴや医療チームの支援を受け

入れる際の待機場所や対応の担当者を定めておく等の体制を整えてい

ること。 

④ 救命救急センターもしくは第二次救急医療機関であること。 

⑤ 地域の第二次救急医療機関とともに定期的な訓練を実施すること。また、

災害時に地域の医療機関への支援を行うための体制を整えていること。 

⑥ ヘリコプター搬送の際には、同乗する医師を派遣できることが望ましい。 

 

（２） 施設及び設備 

① 医療関係 

ア． 施設 

災害拠点病院として、下記の診療施設等を有すること。 

（ア） 病棟（病室、ＩＣＵ等）、診療棟（診察室、検査室、レン

トゲン室、手術室、人工透析室等）等救急診療に必要な部

門を設けるとともに、災害時における患者の多数発生時（入

院患者については通常時の 2 倍、外来患者については通常

時の 5 倍程度を想定）に対応可能なスペース及び簡易ベッ

ド等の備蓄スペースを有することが望ましい。 

（イ） 診療機能を有する施設は耐震構造を有することとし、病

院機能を維持するために必要な全ての施設が耐震構造を有

することが望ましい。 

（ウ） 通常時の６割程度の発電容量のある自家発電機等を保有

し、３日分程度の燃料を確保しておくこと。また、平時よ

り病院の基本的な機能を維持するために必要な設備につい
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て、自家発電機等から電源の確保が行われていることや、

非常時に使用可能なことを検証しておくこと。なお、自家

発電機等の設置場所については、地域のハザードマップ等

を参考にして検討することが望ましい。 

（エ） 適切な容量の受水槽の保有、停電時にも使用可能な井戸

設備の整備、優先的な給水協定の締結等により、災害時の

診療に必要な水を確保すること。 

イ． 設備 

災害拠点病院として、下記の診療設備等を有すること。 

（ア） 衛星電話を保有し、衛星回線インターネットが利用でき

る環境を整備すること。また、複数の通信手段を保有して

いることが望ましい。 

（イ） 広域災害・救急医療情報システム（ＥＭＩＳ）に参加し、

災害時に情報を入力する体制を整えておくこと。すなわち、

情報を入力する複数の担当者を事前に定めておき、入力内

容や操作方法などの研修・訓練を行っておくこと。 

（ウ） 多発外傷、挫滅症候群、広範囲熱傷等の災害時に多発す

る重篤救急患者の救命医療を行うために必要な診療設備 

（エ） 患者の多数発生時用の簡易ベッド 

（オ） 被災地における自己完結型の医療に対応出来る携行式の

応急用医療資器材、応急用医薬品、テント、発電機、飲料

水、食料、生活用品 等 

（カ） トリアージ・タッグ 

ウ． その他 

食料、飲料水、医薬品等について、流通を通じて適切に供給され

るまでに必要な量として、３日分程度を備蓄しておくこと。その際、

災害時に多数の患者が来院することや職員が帰宅困難となることを

想定しておくことが望ましい。 

また、食料、飲料水、医薬品等について、地域の関係団体・業者

との協定の締結により、災害時に優先的に供給される体制を整えて

おくこと（ただし、医薬品等については、都道府県・関係団体間の

協定等において、災害拠点病院への対応が含まれている場合は除

く。）。 

② 搬送関係 

ア． 施設 

原則として、病院敷地内にヘリコプターの離着陸場を有すること。 
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やむなく病院敷地内に離着陸場の確保が困難な場合は、必要に応

じて都道府県の協力を得て、病院近接地に非常時に使用可能な離着

陸場を確保するとともに、患者搬送用の緊急車輌を有すること。 

なお、ヘリコプターの離着陸場については、ヘリコプター運航会

社等のコンサルタントを受けるなどにより、少なくとも航空法によ

る飛行場外離着陸場の基準を満たすこと。また、飛行場外離着陸場

は近隣に建物が建設されること等により利用が不可能となることが

あることから、航空法による非公共用ヘリポートがより望ましいこ

と。 

イ． 設備 

ＤＭＡＴや医療チームの派遣に必要な緊急車輌を原則として有す

ること。その車輌には、応急用医療資器材、テント、発電機、飲料

水、食料、生活用品等の搭載が可能であること。 

 

（３） 基幹災害拠点病院 

① （１）③について、複数のＤＭＡＴを保有していること。 

② （１）④について、救命救急センターであること。 

③ 災害医療の研修に必要な研修室を有すること。 

④ （２）①ア.（イ）について、病院機能を維持するために必要な全ての

施設が耐震構造を有すること。 

⑤ （２）②ア.について、病院敷地内にヘリコプターの離着陸場を有する

こと。 

 

（４） その他 

災害拠点病院の指定に当たっては、都道府県医療審議会等の承認を得る

こととし、指定されたものについては医療計画に記載すること。また、都

道府県は指定した災害拠点病院が要件に合致しているかどうかを毎年（原

則として４月１日時点）確認し、指定要件を満たさなくなった場合には指

定の解除を行うこと。なお、既に指定している災害拠点病院であって、要

件を満たしていないものについては、（１）③については平成２６年３月ま

でに保有することを前提に、（１）④、（２）①ア．（イ）及び（２）②ア．

については当面の間、指定を継続することも可能とする。 

指定又は指定の解除を行った際には、その内容について厚生労働省に報

告すること。 

なお、災害拠点病院は、厚生労働省及び都道府県の行う調査に協力する

こと。 
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「医療提供体制施設整備交付金」を各都道府県に交付 

医療提供体制施設整備交付金の概要 

医    療    計    画 

Ⅰ 予算額 

平成25年度予算（案） 
4,034百万円 

Ⅲ 「計画に基づく施策の実施（施設）」に対して助成を行う 

都道府県は「医療計画に基づく事業計画」を策定 

Ⅱ 要旨 

 医療計画制度の実効性を確保し、医療提供体制強化を図る観点から、都道府県の作成 
した「医療計画に基づく事業計画」により、都道府県が自主性・裁量性を発揮できる助成制 
度の仕組みとして、救急医療施設、周産期医療施設等の施設整備を支援するもの。 

Ⅳ 交付対象 
・下線事業は「地域自主戦略交付金」廃止に伴い、追加された事業。 
・補助対象施設：公的団体（○印除く）、民間事業者（※印除く） 

交付金対象事業区分  

 休日夜間急患センター   不足病床地区病院※   医療施設耐震整備○  

 病院群輪番制病院    基幹災害拠点病院   アスベスト除去等整備   

 共同利用型病院   地域災害拠点病院  看護師勤務環境改善○  

 救急ヘリポート   院内助産所・助産師外来施設    看護師宿舎○  

 （地域）救命救急センター   がん診療施設    病院内保育所 

 小児救急医療拠点病院   医学的リハビリテーション施設※   院内感染対策施設○  

  小児初期救急センター施設  腎移植施設    医療機器管理室○   

 小児集中治療室   特殊病室施設   地球温暖化対策 

  小児医療施設    肝移植施設   内視鏡訓練施設○ 

  周産期医療施設   治験施設○   看護師等養成所○ 

  地域療育支援施設   病児・病後児保育施設   看護師等養成所修業年限延長施設 

  共同利用施設 (開放型病棟等)○   特定地域病院※   看護教員養成講習会 

 医療施設近代化施設    地震防災対策医療施設耐震整備   歯科衛生士養成所○ 

６．医療施設等の施設・設備整備事業 
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平成25年度予算（案） 
                 22,700百万円                        

医療提供体制推進事業費補助金の概要 

医 療 計 画 

Ⅰ  予算額   

Ⅲ  補助制度の概念 

都道府県は「医療計画に基づく事業計画」を策定 

Ⅱ 要旨 

  医療計画制度の実効性を確保し、医療提供体制強化を図る観点から、都道 
府県の作成した「医療計画に基づく事業計画」により、都道府県が自主性・裁量 
性を発揮できる助成制度の仕組みとして、救急医療施設、周産期医療施設等 
の経常的な経費の補助を行うもの。 

    

「医療提供体制推進事業費補助金」を各都道府県に交付 

Ⅳ 医療提供体制推進事業費補助金の事業構成  

(目）医療提供体制推進事業費補助
金 22,700,000千円 

補助対象事業：都道府県（☆印除く）、市町村（★印除く）、公的団体（○印除く）、民間事業者（※印除く） 

１ 救急医療等対策（運営費） 
   小児救急電話相談事業★○※、小児救急医療支援事業、小児救急医療拠点病院運営事業、 
   救命救急センター運営事業☆★、ドクターヘリ導入促進事業、救急医療情報センター運営事 
      業★○※ 、受入困難事案患者受入医療機関支援事業、周産期母子医療センター運営事業、 
   新生児医療担当医確保支援事業、地域療育支援施設運営事業、日中一時支援事業 等 
    
２ 看護職員確保対策等（運営費） 
   病院内保育所運営事業☆★○ 、新人看護職員研修事業、看護職員の就労環境改善事業、 
   外国人看護師候補者就労研修支援事業、看護職員資質向上推進事業、 
     在宅歯科医療連携室整備事業★○※ 、看護職員就業相談員派遣面接相談ﾓﾃﾞﾙ事業（新規） 
   ★○※、看護補助者研修事業（新規） ★○※ 等 
    
３ 地域医療確保等対策（運営費） 
   医療連携体制推進事業★○※ 、女性医師等就労支援事業、産科医等確保支援事業、 
   医師派遣等推進事業 等 
    
４ 医療提供体制設備整備費 
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Ⅴ 医療提供体制設備整備費の事業区分補助対象 

統合補助金の事業については、前項の「Ⅳ 医療提供体制推進事業費補助金の事業構成」で
説明したところであるが、「４ 医療提供体制設備整備費」はさらに細分化された事業区分（いわゆ
るメニュー事業）が補助対象となる。 

Ⅵ 補助率  等 

 補助率  1/2 1/3   定額（10/10）    
 
 交付先  都道府県（☆印除く）、市町村（★印除く） 、公的団体（○印除く） 、民間事業者（※印除く） 

補助対象事業区分 

休日夜間急患センター☆★ 人工腎臓不足地域☆★ 環境調整室○※ 

病院群輪番制病院☆★ 小児医療施設☆★  NBC災害・テロ対策設備 

共同利用型病院☆★ 周産期医療施設☆★  内視鏡訓練施設設備☆★ 

救命救急センター☆★ 看護師等養成所初度設備☆★ 小児初期救急センター設備
☆★ 

高度救命救急センター☆★  看護師等養成所教育環境改善                      
☆★  

院内助産所・助産師外来設
備☆★ 

小児救急医療拠点病院☆★      医療機関アクセス支援車○※ 在宅訪問歯科診療設備 

小児救急遠隔医療設備☆★ 院内感染対策設備☆★ 地域療育支援施設設備☆ 

がん診療施設☆★ 基幹災害拠点病院☆★ 小児集中治療室☆★ 

医学的リハビリテーション施設       
☆★※ 

地域災害拠点病院☆★ 歯科衛生士養成所初度設備☆★ 

共同利用施設 (高額医療機
器)☆★ ＨＬＡ検査センター☆★ 
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医療施設等 設備 整備費補助金の概要 
Ⅰ   予算額 

   平成25年度予算（案）    
          674,490千円                   

Ⅱ 要旨 

 へき地・離島の住民に対する医療の確保及び臨床研修医の研修環境 
の充実等を図るため、離島を含むへき地に所在する医療施設や臨床研 
修病院の設備整備を支援するもの。 

Ⅲ 補助対象 

補助対象事業《メニュー区分》（事業実施主体） 補助率 

 へき地医療拠点病院（公立・公的・民間） 1/2  
 へき地診療所（公立・公的・民間） 1/2、3/4 
 へき地患者輸送車（艇）（公立） 1/2 
 へき地巡回診療車（船）（公立・公的・民間） 1/2  
 離島歯科巡回診療用設備（都道府県） 1/2  
 過疎地域等特定診療所（公立）   1/2  
 へき地保健指導所（公立） 1/3、1/2 
   へき地・離島診療支援システム（公立・公的・民間） 1/2   
 沖縄医療施設（公立・公的） 3/4 
 奄美群島医療施設（都道府県） 1/2  
 地域医療充実のための遠隔医療設備（公立・公的・民間） 1/2 
    臨床研修病院支援システム（公的・民間） 1/2  
 離島等患者宿泊施設設備（公立・公的・民間） 1/3 
 産科医療機関設備（公立・公的・民間） 1/2 
  死亡時画像診断システム設備（公立・公的・民間） 1/2 
 在宅介護者への歯科口腔保健推進設備（公立・公的・民間） 1/2 
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医療施設等 施設 整備費補助金の概要 

Ⅰ   予算額 

平成25年度予算（案） 
365,622千円 

Ⅱ  要旨 

 へき地・離島の住民に対する医療の確保及び臨床研修医の研修環境 
の充実等を図るため、離島を含むへき地に所在する医療施設や臨床研 
修病院の施設整備を支援するもの。 

Ⅲ 補助対象 

補助対象事業《メニュー区分》 （事業実施主体） 補助率 

 へき地医療拠点病院（公立・公的・民間） 1/2 

 へき地診療所（公立・公的・民間） 1/2 

 過疎地域等特定診療所（公立）    1/2 

 へき地保健指導所（公立）  1/3、1/2 

 研修医のための研修施設（民間） 1/2 

 臨床研修病院（民間） 1/2 

 医師臨床研修病院研修医環境整備（民間） 1/3 

 産科医療機関（公立・公的・民間） 1/3 
 離島等患者宿泊施設（公立・公的・民間） 1/3 
 死亡時画像診断システム施設（公立・公的・民間） 1/2 
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○
 

厚
生

労
働

省
で

は
、

水
道

施
設

、
医

療
施

設
、

社
会

福
祉

施
設

に
つ

い
て

、
施

設
整

備
補

助
等

を
通

じ
、

 P
F
I 

 
手

法
を

活
用

し
た

施
設

整
備

を
推

進
し

て
い

る
。

ま
た

、
内

閣
府

に
お

い
て

は
、

地
方

公
共

団
体

を
支

援
す

る
た

め
、

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

に
よ

る
P

F
I導

入
支

援
ツ

ー
ル

※
の

公
表

や
、

実
務

に
通

じ
た

P
F
I専

門
家

を
派

遣
す

る
事

業
を

行
っ

て
い

る
（

別
紙

参
照

）
。

 

 ○
１

１
件

導
入

。
大

都
市

部
中

心

に
導

入
。

 

○
「

P
F
I導

入
の

手
引

き
」

の
改

定
及

び
周

知
を

行
う

予
定

。
 

○
「

水
道

分
野

に
お

け
る

官
民

連

携
推

進
協

議
会

」
を

経
済

産
業

省
と

と
も

に
開

催
し

、
地

域
の

実
情

に
応

じ
た

対
応

を
推

進
。

 

水
道

施
設

 

Ｐ
Ｆ
Ｉ事

業
へ

の
取

組
状

況
に
つ
い
て

 

 ○
１

３
件

導
入

。
 

○
施

設
の

設
計

及
び

建
設

、
維

持

管
理

な
ど

の
分

野
で

主
に

活

用
。

 医
療

施
設

 
 ○

１
５

件
導

入
。

 

○
ケ

ア
ハ

ウ
ス

等
の

事
業

が
中

心
。

 

社
会

福
祉

施
設

 

 ○
従

来
、

公
的

な
色

彩
の

強
か

っ
た

分
野

に
つ

い
て

、
事

業
の

合
理

化
、

健
全

化
を

図
っ

て
い

く
中

で
、

P
F
Iと

い
う

手
法

に
よ

る
施

設
整

備
も

重
要

な
選

択
肢

と
考

え
ら

れ
て

い
る

。
 

○
政

府
と

し
て

も
、

日
本

再
生

戦
略

（
平

成
2

4
年

７
月

3
1

日
閣

議
決

定
）

に
お

い
て

、
P

F
I事

業
規

模
を

2
0

1
0

年

か
ら

2
0

2
0

年
ま

で
で

少
な

く
と

も
約

1
0

兆
円

以
上

の
拡

大
を

目
指

す
こ

と
と

さ
れ

た
こ

と
を

踏
ま

え
、

各
省

庁

に
お

い
て

事
業

モ
デ

ル
の

具
体

化
・

案
件

形
成

の
促

進
を

図
っ

て
き

た
。

 

近
年

の
政

府
の

取
組

み
の

経
緯

等
 

※
内

閣
府

HP
；

ht
tp
:/
/w
w
w8
.
ca
o
.g
o
.j
p
/p

fi
/
to
o
ls
.
ht
m
l 
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 ○
 Ｐ

Ｆ
Ｉ

専
門

家
の

派
遣

 
  
・

  内
閣

府
は

、
公

共
施

設
等

の
建

設
、
維
持
管
理
、
運
営
等
を
民
間
の
資

金
、
経
営

能
力

及
び
技

術
的

能
力

を
活

用
を
し

て
行
う
Ｐ
Ｆ
Ｉ事

業
の

一
層

の
活

用
推

進
を
図
る
た
め
、
地
方
公

共
団
体

を
支
援

す
る
。

 
 ・
 
そ
の

一
環
と
し
て
、
地

方
公

共
団

体
に
お
け
る
Ｐ
Ｆ
Ｉ事

業
の
活

用
を
支
援
す
る
た
め
、
Ｐ
Ｆ
Ｉの

実
務

に
通

じ
た
、
Ｐ
Ｆ
Ｉ専

門
家
を
派
遣
す
る
。

 
 〇
例
え
ば

、
 

・
PF

I制
度

が
よ
く
分
か
ら
な
い

 
・

PF
I事

業
に
興

味
が
あ
り
検
討
し
た
い
け
れ
ど
も
、
ど
こ
か

ら
検
討

を
始

め
れ

ば
い
い
の

か
分
か
ら
な
い

 
・

PF
Iの

検
討

を
ど
の
よ
う
に
進
め
れ
ば
い
い
の

か
分

か
ら
な
い

 
・

PF
Iの

検
討

を
始
め
た
け
ど
、
分
か
ら
な
い
こ
と
が

で
て
き
た

 
・
今

回
の

法
改

正
で
導
入
さ
れ
た
民
間
事
業

者
か
ら
の

提
案
に
つ
い
て
、
ど
の

よ
う
に
扱

え
ば

い
い
の
か

 
・
今

回
の

法
改

正
で
導
入
さ
れ
た
公
共
施
設

等
運
営

権
に
興

味
が

あ
る

 
・
事

業
期

間
を
ど
の
よ
う
に
設
定
す
れ
ば
い
い
か
、
考

え
方

を
教
え
て
欲

し
い

 
  
等

、
上
記
の
よ
う
な
疑

問
等

が
あ
り
、
所
定

の
様
式

に
て
申

請
が

あ
っ
た
場
合

、
PF

I専
門

家
を
派

遣
す
る
。

 
 

 
 
連

絡
先

 ：
 0

3-
35

81
-9

68
0(

PF
I推

進
室
直
通

）
  
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

 : 
ht

tp
:/

/w
w

w
8.

ca
o.

go
.jp

/p
fi/

in
de

x.
ht

m
l 

 ※
専
門
家
派
遣

に
係

る
費

用
は

内
閣

府
が

負
担
す
る
。

 

  
 

 

Ｐ
Ｆ

Ｉ事
業

に
係

る
地

方
公

共
団

体
支

援
の

概
要

１
 

別
紙
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 ○
 

Ｐ
Ｆ

Ｉ
事

業
の

案
件

形
成

の
促

進
 

 
 

Ｐ
Ｆ

Ｉ
事
業

の
立
ち
上
げ
を
支
援
す
る

た
め

、
地

域
と
投
資

家
双

方
に

と
っ
て
魅

力
や
価
値
が
あ
る
下
記
に
該
当
す
る
事
業
を
対

象
と

し
PF
I事

業
の
案
件
形
成
を
支
援

し
、
民

間
投

資
を

喚
起
し
つ

つ
、

効
率

的
か
つ
効

果
的
な
社
会
資
本
整
備
・
老
朽
化
対
策
等
を

推
進

す
る
。

 
 

 
 

 
（

１
）
収

益
施
設
併
設
型
 
公
共
施
設
等
の

一
部
を

活
用
し
て

民
間

施
設

等
を
運
営

す
る

な
ど
、
公
共
施
設
等
を
付
帯
事
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
業
と
一
体
で

運
営

す
る

も
の
 

 
（

２
）
付

加
価
値
創
出
型
 
副
産
物
の
活

用
や

太
陽

光
パ
ネ
ル

の
設

置
等

を
行
う
な

ど
、

公
共
施
設
等
の
運
営
の
効
率
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
性
・
収
益
性

を
高

め
る

工
夫
を
行

う
も

の
 

 
（

３
）
複

数
施
設
型
 
 
 
複
数
の
公
共

施
設

等
に

つ
い
て
、

包
括

的
に

整
備
・
改

修
・
運
営
等
を
行
い
、
全
体
の
公
共
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
施
設
等
の
投

資
効

率
を

高
め
る
も

の
 

  
 
 

〇
 

Ｐ
Ｆ

Ｉ
事

業
に

よ
る

震
災

復
興

の
促

進
 

 
 

被
災

地
に
お

け
る
Ｐ
Ｆ
Ｉ
の
活
用
促
進

を
図

る
た

め
、
被
災

地
方

公
共

団
体
に
Ｐ

Ｆ
Ｉ
専
門
家
を
派
遣

し
、
Ｐ
Ｆ
Ｉ
事
業
の
立
ち

上
げ

を
支
援

す
る
。
ま
た
、
民
間
事
業
者
か

ら
の

提
案

、
公
共
施

設
等

運
営

権
等
、
Ｐ

Ｆ
Ｉ
法
改
正
に
よ
り
創
設
さ
れ
た
新
制
度
の

利
用

促
進
等

を
図
る
こ
と
に
よ
り
被
災
地
の

復
興

を
支

援
す
る
。

 
 
 
 

 
（

１
）

PF
I専

門
家
派
遣
を
通
じ
た
PF
Iの

事
業

化
促
進
 

 
（

２
）
民

間
事
業
者
か
ら
の
提
案
を
受
け

て
事

業
化

を
検
討
し

て
い

る
PF
I事

業
 

 
（

３
）
公

共
施
設
等
運
営
事
業
を
含
む
独

立
採

算
型

事
業
等
新

た
な

モ
デ

ル
と
な
る

PF
I事

業
 

 
（

４
）
複

合
施
設
型
の
公
共
的
施
設
の
整

備
等

を
効

率
的
に
行

う
PF
I事

業
 

 
 

 
 

Ｐ
Ｆ

Ｉ事
業

に
係

る
地

方
公

共
団

体
支

援
の

概
要

２
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平
成

24
年

4月
1日

現
在

 

救
命
救
急
セ
ン
タ
ー
（

25
8カ

所
）

 

 
・
病
院
群
輪
番
制
病
院
（

39
8地

区
）

 
 
・
共
同
利
用
型
病
院
（

10
カ
所
）

 
 

 
 
・
小
児
救
急
医
療
支
援
事
業
（

16
0地

区
）

 
・
小
児
救
急
医
療
拠
点
病
院
（

27
カ
所
（

49
地
区
）
）

 

小
児
救
急
電
話
相
談
事
業
（

47
カ
所
）

 

大
人
の
救
急
患
者

 
子
ど
も
の
救
急
患
者

 

・
在
宅
当
番
医
制
（

63
0地

区
）

 
・
休
日
夜
間
急
患
セ
ン
タ
ー
（

55
6カ

所
）

 

平
成

24
年

4月
1日

現
在

 

平
成

24
年

3月
3１

日
現
在

 

平
成

23
年

9月
１
日
現
在

 

平
成

24
年

12
月

16
日
現
在

 

平
成

24
年

3月
3１

日
現
在

 

小
児
初
期
救
急
セ
ン
タ
ー

 
（
平
成

18
年
度
補
正
予
算
に
よ
り
整
備
）

 

・
総
合
周
産
期
母
子
医
療
セ
ン
タ
ー
（

92
カ
所
）

 
・
地
域
周
産
期
母
子
医
療
セ
ン
タ
ー
（

28
4カ

所
）

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
（
未
熟
児
等
）

 

小
児
救
命
救
急
セ
ン
タ
ー

 
 

 
 

 
 

 
 
（
４
カ
所
）

 

救
命
救
急
医
療

(2
4時

間
) 

７
．
救
急
医
療
体
系
図

 
救
命
救
急
医
療

(2
4時

間
) 

入
院
を
要
す
る
救
急
医
療
（
休
日
・
夜
間
）

 
入
院
を
要
す
る
小
児
救
急
医
療
（
休
日
・
夜
間
）

 

初
期
救
急
医
療
（
休
日
・
夜
間
）

 

小
児
救
急
に
関
す
る
電
話
相
談
（
休
日
・
夜
間
）

 

周
産
期
救
急
医
療

(2
4時

間
) 
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救

命
救

急
セ
ン
タ
ー
（
2
58

カ
所
）
 

 
 （
う
ち
、
高

度
救
命

救
急
セ
ン
タ
ー
（
28

カ
所
）
）
 

 
※

 
ド
ク
タ
ー
ヘ
リ
（
4
0カ

所
）
 

 
 平

成
2
4
年

1
2月

16
日

現
在

 
 

・
 
病

院
群

輪
番

制
病

院
（
3
9
8地

区
、

3
,2

5
9カ

所
）
 

・
 
共

同
利

用
型

病
院

（
1
0カ

所
）
 
平

成
2
4
年

3月
31
日
現

在
 

三
次

救
急

医
療

（
救

命
救

急
医

療
）
 

二
次

救
急

医
療

（
入

院
を
要

す
る
救

急
医

療
）
 

・
 
在

宅
当

番
医

制
（
63

0
地
区
）
 

・
 
休

日
夜

間
急

患
セ
ン
タ
ー
（
5
5
6カ

所
）
 
平

成
2
4
年

3月
31

日
現

在
 

･
地

域
の

医
療

機
関

が
連

携
し

つ
つ

、
救

急
医

療
提

供
体

制
を

整
備

･
充

実
 

･
救

急
医

療
を

担
う

医
師

の
労

働
環

境
の

改
善

 

後
方

病
院

 

在
宅

 
社

会
復

帰
 

初
 

 
期

 
 
救

 
 
急

 
 
医

 
 
療

 

･
｢
出

口
の

問
題

｣
解

消
 

･
救

急
利

用
の

適
正

化
 

・
地

域
の
搬

送
･受

入
ル

ー
ル
の
策
定

 
・
管

制
塔
機

能
の
整

備
 

・
救

急
患
者

受
入
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
の

普
及

 
・
ド
ク
タ
ー
ヘ
リ
の

全
国
的

な
配
備

 
等

 

転
院

・
転
床

 
退

院
 

・
診

療
実
績
に
応
じ
た
、
救
命
救

急
セ
ン
タ
ー
や

二
次
救

急
医
療

機
関
へ

の
支
援
の
充
実

 
・
診

療
所
医
師
の
救
急
医
療

へ
の
参

画
の
推

進
 

・
救

急
医
療
を
担
う
医
師
に
対

す
る
手

当
へ

の
支
援

 
・
院

内
ト
リ
ア
ー
ジ
を
行
う
看

護
師

等
の
配

置
、
医

師
事

務
作
業

補
助
者

の
配
置

 
等

 

・
転

院
等
が
可
能
な
地
域
の
体
制
確
保

 
・
転

院
等
や
施
設
間
連
携
を
図
る
た
め
の
専

任
者

の
配
置

 
・
情

報
開
示
と
国
民
の
理
解

 
等

 

・
住

民
へ
の

普
及
啓

発
 

・
小

児
救
急

電
話
相

談
事
業

 
 

(#
8
0
00

)の
拡

充
 

 
等

 

救
急

患
者

 
の

発
生

 

救
急

医
療

の
充

実
 

･
適

切
な

振
分

け
 

･
円

滑
な

搬
送

･
受

入
 

搬
送

･受
入
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北海道 15 41 21 0 21 134 11
青　森 3 8 6 0 6 20 3
岩　手 4 11 8 0 8 37 3
宮　城 8 15 9 0 9 43 5
秋　田 6 7 7 0 7 27 1
山　形 9 8 2 0 2 37 3
福　島 5 15 11 0 11 84 4
茨　城 11 28 10 0 10 67 5
栃　木 12 5 10 0 10 32 5
群　馬 9 13 10 0 10 87 2
埼　玉 28 28 14 0 14 129 7
千　葉 22 17 20 0 20 163 9
東　京 75 40 13 0 13 251 25
神奈川 46 10 14 0 14 118 16
新　潟 14 10 12 0 12 65 5
富　山 4 8 4 0 4 20 2
石　川 2 9 1 0 1 11 2
福　井 3 12 2 0 2 9 2
山　梨 1 10 7 0 7 35 1
長　野 14 17 10 0 10 52 7
岐　阜 9 16 8 0 8 39 6
静　岡 13 23 12 0 12 62 8
愛　知 40 22 15 0 15 96 18
三　重 12 4 10 0 10 33 4
滋　賀 5 2 8 0 8 33 4
京　都 9 5 2 0 2 85 6
大　阪 48 0 11 0 11 267 14
兵　庫 25 28 13 0 13 170 7
奈　良 11 2 7 0 7 49 3
和歌山 6 2 3 0 3 15 3
鳥　取 4 0 3 0 3 19 2
島　根 3 9 5 0 5 21 3
岡　山 3 24 5 0 5 100 3
広　島 14 26 14 0 14 72 6
山　口 10 21 9 1 10 36 5
徳　島 2 10 7 0 7 36 3
香　川 1 9 5 0 5 20 3
愛　媛 7 13 6 0 6 47 3
高　知 1 6 3 0 3 50 3
福　岡 22 24 14 0 14 255 8
佐　賀 7 7 5 0 5 76 4
長　崎 2 13 8 0 8 67 2
熊　本 2 15 10 0 10 43 3
大　分 0 16 5 4 9 36 4
宮　崎 7 9 5 2 7 10 2
鹿児島 1 12 9 3 12 85 1
沖　縄 1 0 5 0 5 26 3

計 556 630 398 10 408 3,269 249

輪番制
地区数

共同利用型
地区等

休日夜間
急患センター

合　 計

第二次救急医療体制

8.救急医療施設等設置状況

在宅当番医制
実施(地区数)

救命救急
センタ－入院を要する

救急医療施設

平成24年3月31日
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15' 16' 17' 18' 19' 20' 21' 22' 23' 24' 15' 16' 17' 18' 19' 20' 21' 22' 23' 24'

北海道 117 113 127 127 127 128 128 128 127 134 8 9 10 10 10 9 9 8 10 11

青　森 24 24 24 21 21 20 20 20 20 20 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3

岩　手 40 40 41 41 43 33 33 33 34 37 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

宮　城 52 50 41 41 39 39 39 42 42 43 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5

秋　田 13 16 20 20 20 31 31 31 28 27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

山　形 6 7 7 7 7 7 7 7 37 37 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3

福　島 68 68 68 68 58 59 85 85 84 84 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4

茨　城 51 50 49 50 50 50 65 66 68 67 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5

栃　木 27 27 27 29 28 28 28 28 29 32 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

群　馬 64 63 62 62 62 62 62 61 62 87 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

埼　玉 154 157 149 140 135 135 134 133 129 129 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7

千　葉 160 151 151 151 147 147 146 143 163 163 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9

東　京 273 276 278 276 266 262 256 254 252 251 21 21 21 21 21 22 23 23 25 25

神奈川 184 177 171 171 171 161 158 147 122 118 7 7 7 8 11 12 12 14 15 16

新　潟 65 65 67 66 64 63 66 65 64 65 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5

富　山 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

石　川 11 11 11 11 11 65 64 62 11 11 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

福　井 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2

山　梨 34 34 34 34 33 32 33 33 35 35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

長　野 54 54 54 53 51 51 51 50 49 52 3 3 3 5 7 7 7 7 7 7

岐　阜 45 45 44 44 40 40 36 37 39 39 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6

静　岡 68 64 63 63 62 63 63 62 61 62 5 6 6 6 6 6 6 7 8 8

愛　知 115 116 115 115 113 110 107 105 104 96 11 12 12 12 12 13 13 13 15 18

三　重 36 32 33 33 33 33 34 34 34 33 2 2 2 2 2 2 3 3 4 4

滋　賀 24 24 24 23 23 33 33 33 33 33 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4

京　都 91 91 90 89 87 86 89 89 89 85 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6

大　阪 257 255 273 271 265 249 254 258 263 267 10 10 10 10 10 13 13 14 14 14

兵　庫 184 184 174 180 171 170 165 164 175 170 5 5 5 5 5 5 5 6 6 7

奈　良 47 47 45 45 45 44 45 45 49 49 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

和歌山 43 43 43 42 41 38 34 34 39 15 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3

鳥　取 21 21 21 21 19 19 19 19 19 19 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2

島　根 19 19 19 19 19 21 21 21 20 21 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3

岡　山 25 25 25 24 24 24 24 67 102 100 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

広　島 61 64 65 63 63 62 61 63 73 72 3 3 3 5 5 5 5 5 5 6

山　口 43 43 43 42 42 41 41 39 37 36 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5

徳　島 25 25 23 22 22 38 37 37 37 36 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3

香　川 17 17 17 17 17 16 18 20 20 20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3

愛　媛 49 49 48 46 45 45 46 46 46 47 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

高　知 32 32 31 31 34 36 38 39 49 50 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3

福　岡 307 308 299 299 299 258 255 255 256 255 6 6 6 6 8 8 8 8 8 8

佐　賀 61 60 57 56 58 59 59 59 79 76 1 1 1 2 2 2 2 3 4 4

長　崎 41 41 42 42 42 61 61 69 58 67 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2

熊　本 43 43 43 43 42 42 43 43 43 43 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3

大　分 37 38 37 38 38 37 37 37 36 36 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4

宮　崎 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

鹿児島 123 123 121 114 112 112 110 103 105 85 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

沖　縄 22 23 23 25 25 26 26 26 27 26 1 1 1 2 3 3 3 3 3 3

計 3,271 3,253 3,238 3,214 3,153 3,175 3,201 3,231 3,288 3,269 170 176 178 189 201 208 214 221 235 249

※各年とも３月３１日現在の数値を計上

　第二次及び第三次救急医療機関数の推移（平成１５年～２４年）

都道
府県

第二次救急医療機関数 第三次救急医療機関数
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９.救命救急センター設置状況一覧 平成24年12月16日現在

都 道 府 県
区
分

Ｄ
Ｈ 施　　　設　　　名    開設年月日 設 置 者 所 在 地 電 話 番 号

 ○ 旭川赤十字病院 S53.7.10 日 赤 旭川市曙1条1丁目1-1 0166-22-8111
市立函館病院 S56.4.1 函 館 市 函館市港町1丁目10番地1 0138-43-2000

○ 市立釧路総合病院 S59.4.1 釧 路 市 釧路市春湖台1-12 0154-41-6121
北見赤十字病院 H4.4.1 日 赤 北見市北６条東２丁目1番地 0157-24-3115
市立札幌病院 H5.4.1 札 幌 市 札幌市中央区北11条西13丁目 011-726-2211
帯広厚生病院 H11.5.6 厚 生 連 帯広市西6条南8丁目1番地 0155-24-4161

◎ 札幌医科大学附属病院 H14.4.1 公 立 大 学 法 人 札幌市中央区南1条西16丁目 011-611-2111
○ 手稲渓仁会病院 H17.3.25 医 療 法 人 札幌市手稲区前田1条12-1-40 011-681-8111

 独立行政法人国立病院機構　北海道医療センター H22.4.1 国 立 病 院 機 構 札幌市西区山の手5条7丁目1番1号 011-611-8111
旭川医科大学病院 H22.10.1 国 立 大 学 法 人 旭川市緑が丘東2条1-1-1 0166-65-2111

域 砂川市立病院 H23.12.1 砂 川 市 砂川市西４条北３丁目１番１号 0125-54-2131
○ 青森県立中央病院 S56.9.25 青 森 県 青森市東造道2-1-1 017-726-8121
○ 八戸市立市民病院 H9.9.1 八 戸 市 八戸市大字田向字毘沙門平1番地 0178-72-5111

◎ 弘前大学医学部附属病院 H22.7.1 国 立 大 学 法 人 弘前市本町53 0172-33-5111
◎ ○ 岩手医科大学附属病院 S55.11.1 学 校 法 人 盛岡市内丸19-1 019-651-5111

岩手県立久慈病院 H10.3.1 岩 手 県 久慈市旭町10-1 0194-53-6131
岩手県立大船渡病院 H10.8.1 岩 手 県 大船渡市大船渡町字山馬越10-1 0192-26-1111
独立行政法人国立病院機構  仙台医療センター S53.4.1 国 立 病 院 機 構 仙台市宮城野区宮城野2-8-8 022-293-1111
仙台市立病院 H3.4.24 仙 台 市 仙台市若林区清水小路3-1 022-266-7111
大崎市民病院 H6.7.1 大 崎 市 大崎市古川千手寺町2-3-10 0229-23-3311

◎ 東北大学病院 H18.10.1 国 立 大 学 法 人 仙台市青葉区星陵町1-1 022-717-7000
域 石巻赤十字病院 H21.7.1 日 赤 石巻市蛇田字西道下71番地 0225-21-7220

秋田県 ○ 秋田赤十字病院 H10.7.1 日 赤 秋田市上北手猿田字苗代沢222番地1 018-829-5000
○ 山形県立中央病院 H13.5.1 山 形 県 山形市大字青柳1800 023-685-2626

公立置賜総合病院 H12.11.1 事 務 組 合 東置賜郡川西町大字西大塚2000 0238-46-5000
日本海総合病院 H23.4.1 地方独立行政法人 酒田市あきほ町30番地 0234-26-2001
いわき市立総合磐城共立病院 S55.4.1 い わ き 市 いわき市内郷御厩町久世原16 0246-26-3151
財団法人太田綜合病院附属太田西ノ内病院 H1.9.23 財 団 法 人 郡山市西ノ内2-5-20 024-925-1188
会津中央病院 S61.10.1 財 団 法 人 会津若松市鶴賀町1-1 0242-25-1515

○ 福島県立医科大学附属病院 H20.1.28 公 立 大 学 法 人 福島市光が丘1 024-547-1111
○※1 独立行政法人国立病院機構 　水戸医療センター S56.4.2 国 立 病 院 機 構 東茨城郡茨城町桜の郷280番地 029-240-7711

筑波メディカルセンター病院 S60.2.16 財 団 法 人 つくば市天久保1-3-1 029-851-3511
総合病院土浦協同病院 H2.4.12 厚 生 連 土浦市真鍋新町11-7 029-823-3111
茨城西南医療センター病院 H12.4.1 厚 生 連 猿島郡境町2190 0280-87-8111

○※1 水戸済生会総合病院 H22.4.1 済 生 会 水戸市双葉台3丁目3番10号 029-254-5151
株式会社日立製作所日立総合病院 H24.10.20 会 社 日立市城南町2-1-1 0294-23-1111
済生会宇都宮病院 S56.8.11 済 生 会 宇都宮市竹林町911-1 028-626-5500
足利赤十字病院 H8.11.1 日 赤 足利市五十部町284-1 0284-21-0121
那須赤十字病院（旧：大田原赤十字病院） H10.6.1 日 赤 大田原市住吉町2丁目7番3号 0287-23-1122

○ 獨協医科大学病院 H14.4.1 学 校 法 人 下都賀郡壬生町大字北小林880 0282-86-1111
自治医科大学附属病院 H14.9.1 学 校 法 人 下野市薬師寺3311-1 0285-44-2111
独立行政法人国立病院機構　高崎病院 S58.2.1 国 立 病 院 機 構 高崎市高松町36 027-322-5901

◎ ○ 前橋赤十字病院 H11.4.1 日 赤 前橋市朝日町3-21-36 0272-24-4585
域 富士重工業健康保険組合太田記念病院 H24.6.1 健 康 保 険 組 合 太田市八幡町29-5 0276-22-6631

さいたま赤十字病院 S55.7.17 日 赤 さいたま市中央区上落合8-3-33 048-852-1111
◎ ○ 埼玉医科大学総合医療センター S62.4.1 学 校 法 人 川越市鴨田1981 049-228-3400

深谷赤十字病院 H4.4.20 日 赤 深谷市上柴町西5-8-1 048-571-1511
防衛医科大学校病院 H4.9.1 防 衛 省 所沢市並木3-2 04-2995-1511
川口市立医療センター H6.5.1 川 口 市 川口市西新井宿180 048-287-2525
獨協医科大学越谷病院 H10.5.11 学 校 法 人 越谷市南越谷2丁目1番50号 048-965-1111
埼玉医科大学国際医療センター H20.6.12 学 校 法 人 日高市山根1397-1 042-984-4111

◎ 千葉県救急医療センター S55.4.23 千 葉 県 千葉市美浜区磯辺3-32-1 043-279-2211
総合病院国保旭中央病院 S56.2.16 旭 市 旭市イ1326 0479-63-8111

○ 国保直営総合病院君津中央病院 S59.3.31 事 務 組 合 木更津市桜井1010 0438-36-1071
亀田総合病院 S60.3.1 医 療 法 人 鴨川市東町929 04-7092-2211
国保松戸市立病院 S60.4.1 松 戸 市 松戸市上本郷4005 047-363-2171
成田赤十字病院 S61.4.1 日 赤 成田市飯田町90-1 0476-22-2311
船橋市立医療センター H6.5.13 船 橋 市 船橋市金杉1-21-1 047-438-3321

○ 日本医科大学千葉北総病院 H11.4.1 学 校 法 人 印西市鎌苅1715 0476-99-1111
順天堂大学医学部附属浦安病院 H17.7.1 学 校 法 人 浦安市富岡2丁目1-1 047-353-3111
東京慈恵会医科大学附属柏病院 H24.4.1 学 校 法 人 柏市柏下163-1 047-164-1111

◎ 日本医科大学付属病院 S52.1.1 学 校 法 人 文京区千駄木1-1-5 03-3822-2131
独立行政法人国立病院機構　東京医療センター S51.4.1 国 立 病 院 機 構 目黒区東が丘2-5-1 03-3411-0111
東邦大学医療センター大森病院 S53.4.1 学 校 法 人 大田区大森西6-11-1 03-3762-4151

◎ 杏林大学医学部付属病院 S54.10.1 学 校 法 人 三鷹市新川6-20-2 0422-47-5511
都立広尾病院 S55.10.1 東 京 都 渋谷区恵比寿2-34-10 03-3444-1181
東京医科大学八王子医療センター S55.6.1 学 校 法 人 八王子市館町1163 042-665-5611
武蔵野赤十字病院 S50.4.1 日 赤 武蔵野市境南町1-26-1 0422-32-3111
帝京大学医学部附属病院 S56.12.1 学 校 法 人 板橋区加賀2-11-1 03-3964-1211
日本医科大学多摩永山病院 S58.3.1 学 校 法 人 多摩市永山1-7-1 042-371-2111
都立墨東病院 S60.11.1 東 京 都 墨田区江東橋4-23-15 03-3633-6151
東京女子医科大学病院 H1.4.1 学 校 法 人 新宿区河田町8-1 03-3353-8111
都立多摩総合医療センター H2.8.1 東 京 都 府中市武蔵台2-8-29 042-323-5111
駿河台日本大学病院 H3.4.1 学 校 法 人 千代田区神田駿河台1-8-13 03-3293-1711
日本大学医学部附属板橋病院 H3.11.1 学 校 法 人 板橋区大谷口上町30-1 03-3972-8111

福島県

栃木県

群馬県

北海道

青森県

岩手県

宮城県

山形県

茨城県

埼玉県

千葉県

東京都
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公立昭和病院 H5.4.1 事 務 組 合 小平市天神町2-450 042-461-0052
独立行政法人国立病院機構　災害医療センター H7.7.1 国 立 病 院 機 構 立川市緑町3256 042-526-5511
東京医科大学病院 H5.4.1 学 校 法 人 新宿区西新宿6-7-1 03-3342-6111
昭和大学病院 H11.9.1 学 校 法 人 品川区旗の台1-5-8 03-3784-8000
東京女子医科大学東医療センター H10.6.1 学 校 法 人 荒川区西尾久2-1-10 03-3810-1111
聖路加国際病院 H9.9.16 財 団 法 人 中央区明石町9-1 03-3541-5151
青梅市立総合病院 H12.6.1 青 梅 市 青梅市東青梅4-16-5 0428-22-3191
東京医科歯科大学医学部附属病院 H19.4.1 国 立 大 学 法 人 文京区湯島1-5-45 03-3813-6111
日本赤十字社医療センター H20.10.31 日 赤 渋谷区広尾4-1-22 03-3400-1311
独立行政法人　国立国際医療研究センター病院 H22.9.1 独 立 行 政 法 人 新宿区戸山1-21-1 03-3202-7181
東京大学医学部附属病院 H22.12.28 国 立 大 学 法 人 文京区本郷7-3-1 03-3815-5411
東京都済生会中央病院 H24.12.1 済 生 会 港区三田1-4-17 03-3451-8211
聖マリアンナ医科大学病院 S55.7.1 学 校 法 人 川崎市宮前区菅生2-16-1 044-977-8111
独立行政法人国立病院機構　横浜医療センター S57.8.2 国 立 病 院 機 構 横浜市戸塚区原宿町3-60-2 045-851-2621
北里大学病院 S58.3.1 学 校 法 人 相模原市北里1-15-1 042-778-8111

◎ ○ 東海大学医学部付属病院 S59.3.31 学 校 法 人 伊勢原市下糟屋143 0463-93-1121
昭和大学藤が丘病院 S60.3.30 学 校 法 人 横浜市青葉区藤が丘1-30 045-971-1151
聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 S62.5.25 学 校 法 人 横浜市旭区矢指町1197-1 045-366-1111

◎ 公立大学法人横浜市立大学附属市民総合医療センター H2.1.16 公 立 大 学 法 人 横浜市南区浦舟町4-57 045-261-5656
国家公務員共済組合連合会横須賀共済病院 H17.7.1 国 共 済 横須賀市米が浜通1-16 046-822-2710
川崎市立川崎病院 H18.4.1 川 崎 市 川崎市川崎区新川通12-1 044-233-5521
日本医科大学武蔵小杉病院 H18.4.1 学 校 法 人 川崎市中原区小杉町1丁目396 044-733-5181
藤沢市民病院 H18.12.1 藤 沢 市 藤沢市藤沢2-6-1 0446-25-3111
恩賜財団済生会横浜市東部病院 H19.9.1 済 生 会 横浜市鶴見区下末吉3-6-1 045-576-3000
横浜市立みなと赤十字病院 H21.4.1 横 浜 市 横浜市中区新山下3-12-1 045-628-6100
小田原市立病院 H21.4.1 小 田 原 市 小田原市久野46 0465-34-3175
横浜市立市民病院 H22.4.1 横 浜 市 横浜市保土ヶ谷区岡沢町56 045-331-1961
独立行政法人労働者健康福祉機構横浜労災病院 H23.4.1 独 立 行 政 法 人 横浜市港北区小机町3211番地 045-474-8111
長岡赤十字病院 H9.9.1 日 赤 長岡市千秋2-297-1 0258-28-3600
新潟市民病院 S62.4.20 新 潟 市 新潟市中央区鐘木463-7 025-281-5151
新潟県立中央病院 H9.8.1 新 潟 県 上越市新南町205 025-522-7711
新潟県立新発田病院 H18.11.1 新 潟 県 新発田市本町1-2-8 0254-22-3121

◎ ○ 新潟大学医歯学総合病院 H21.10.1 国 立 大 学 法 人 新潟市中央区旭町通一番町754 025-223-6161
富山県立中央病院 S54.8.1 富 山 県 富山市西長江2-2-78 076-424-1531
富山県厚生農業協同組合連合会　高岡病院 H9.4.1 厚 生 連 高岡市永楽町5-10 0766-21-3930
石川県立中央病院 S52.12.1 石 川 県 金沢市鞍月東2-1 076-237-8211
公立能登総合病院 H12.5.1 事 務 組 合 七尾市藤橋町ア部6-4 0767-52-6611
福井県立病院 S58.4.11 福 井 県 福井市四ツ井2-8-1 0776-54-5151
公立小浜病院 H19.10.1 事 務 組 合 小浜市大手町2-2 0770-52-0990

山梨県 ○ 山梨県立中央病院 S51.11.1 山 梨 県 甲府市富士見1-1-1 055-253-7111
長野赤十字病院 S56.10.1 日 赤 長野市若里5-22-1 026-226-4131

○ 佐久総合病院 S58.10.1 厚 生 連 佐久市臼田197 0267-82-3131
慈泉会相澤病院 H17.4.1 特 定 医 療 法 人 松本市本庄2-5-1 0263-33-8600

◎ ○ 信州大学医学部附属病院 H17.10.1 国 立 大 学 法 人 松本市旭3-1-1 0263-35-4600
諏訪赤十字病院 H18.10.1 日 赤 諏訪市湖岸通り5-11-50 0266-52-6111
飯田市立病院 H18.10.1 飯 田 市 飯田市八幡町438 0265-21-1255
伊那中央病院 H24.4.1 事 務 組 合 伊那市小四郎久保1313-1 0265-72-3121 
岐阜県総合医療センター S58.11.1 岐 阜 県 岐阜市野一色4-6-1 058-246-1111
岐阜県立多治見病院 H2.11.1 岐 阜 県 多治見市前畑町5-161 0572-22-5311
総合病院高山赤十字病院 H4.12.1 日 赤 高山市天満町3-11 0577-32-1111
大垣市民病院 H6.10.1 大 垣 市 大垣市南頬町4-86 0584-81-3341
岐阜県厚生農業組合連合会　中濃厚生病院 H12.8.1 厚 生 連 関市若草通5-1 0575-22-2211

◎ ○ 岐阜大学医学部附属病院 H16.11.1 国 立 大 学 法 人 岐阜市柳戸1-1 058-230-6000
静岡済生会総合病院 S55.7.1 済 生 会 静岡市駿河区小鹿1-1-1 054-285-6171

○ 順天堂大学医学部附属静岡病院 S56.11.1 学 校 法 人 伊豆の国市長岡1129 055-948-3111
浜松医療センター S57.10.15 浜 松 市 浜松市中区富塚町328 053-453-7111
静岡赤十字病院 H4.5.11 日 赤 静岡市葵区追手町8-2 054-253-8381

○ 聖隷三方原病院 H13.9.17 社 会 福 祉 法 人 浜松市北区三方原町3453 053-436-1251
沼津市立病院 H16.4.14 沼 津 市 沼津市東椎路字春の木５５０ 055-924-5100
磐田市立総合病院 H21.4.1 磐 田 市 磐田市大久保512-3 0538-38-5000
聖隷浜松病院 H22.5.1 社 会 福 祉 法 人 浜松市中区住吉2-12-12 053-474-2222
名古屋掖済会病院 S53.5.23 社 団 法 人 名古屋市中川区松年町4-66 052-652-7711
独立行政法人国立病院機構　名古屋医療センター S54.6.1 国 立 病 院 機 構 名古屋市中区三の丸4-1-1 052-951-1111

◎ ○ 愛知医科大学病院 S54.7.1 学 校 法 人 長久手市岩作雁又1-1 0561-62-3311
藤田保健衛生大学病院 S54.4.5 学 校 法 人 豊明市沓掛町田楽ケ窪1-98 0562-93-2111
岡崎市民病院 S56.4.1 岡 崎 市 岡崎市高隆寺町字五所合3-1 0564-21-8111
豊橋市民病院 S56.4.8 豊 橋 市 豊橋市青竹町字八間西50 0532-33-6111
名古屋第二赤十字病院 S59.4.1 日 赤 名古屋市昭和区妙見町2-9 052-832-1121
小牧市民病院 H3.4.1 小 牧 市 小牧市常普請1-20 0568-76-4131
愛知県厚生農業協同組合連合会　安城更生病院 H14.5.1 厚 生 連 安城市安城町東広畔28 0566-75-2111
社会保険中京病院 H15.4.1 社 団 法 人 名古屋市南区三条1-1-10 052-691-7151
名古屋第一赤十字病院 H15.5.1 日 赤 名古屋市中村区道下町3-35 052-481-5111
半田市立半田病院 H17.2.1 半 田 市 半田市東洋町2-29 0569-22-9881
愛知県厚生農業協同組合連合会　豊田厚生病院 H20.1.1 厚 生 連 豊田市浄水町伊保原500-1 0565-43-5000
総合大雄会病院 H22.4.1 医 療 法 人 一宮市桜1丁目9番9号 0586-72-1211
一宮市立市民病院 H22.5.1 一 宮 市 一宮市文京2-2-22 0586-71-1911
名古屋市立大学病院 H23.4.1 公 立 大 学 法 人 名古屋市瑞穂区瑞穂町字川澄1番地 052-851-5511
刈谷豊田総合病院 H23.4.1 医 療 法 人 刈谷市住吉町5-15 0566-21-2450
トヨタ記念病院 H23.4.1 会 社 豊田市平和町1-1 0565-28-0100
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○※2 伊勢赤十字病院 H24.1.1 日 赤 伊勢市船江1丁目471番2 0596-28-2171
三重県立総合医療センター H6.10.1 三 重 県 四日市市大字日永5450-132 059-345-2321
市立四日市病院 H21.2.25 四 日 市 市 四日市市芝田2-2-37 059-354-1111

○※2 三重大学医学部附属病院 H22.6.1 国 立 大 学 法 人 津市江戸橋2-174 059-232-1111
大津赤十字病院 S57.3.24 日 赤 大津市長等1-1-35 077-522-4131
長浜赤十字病院 S58.2.15 日 赤 長浜市宮前町14-7 0749-63-2111
済生会滋賀県病院 H8.4.1 済 生 会 栗東市大橋2-4-1 077-552-1221
近江八幡市立総合医療センター H18.10.1 近 江 八 幡 市 近江八幡市土田町1379 0748-33-3151
京都第二赤十字病院 S53.1.21 日 赤 京都市上京区釜座通丸太町上ル春帯町355-5 075-231-5171
独立行政法人国立病院機構　京都医療センター S59.3.24 国 立 病 院 機 構 京都市伏見区深草向畑町1-1 075-641-9161
京都第一赤十字病院 H9.11.10 日 赤 京都市東山区本町15丁目749 075-561-1121

域 市立福知山市民病院 H24.3.30 福 知 山 市 福知山市厚中町231 0773-22-2101
医療法人社団洛和会音羽病院 H24.3.30 医 療 法 人 社 団 京都市山科区音羽珍事町2 075-593-4111
医療法人徳洲会宇治徳洲会病院 H24.3.30 医 療 法 人 宇治市小倉町春日森86 0774-20-1111 

◎ 大阪府立急性期・総合医療センター S52.4.1 府 立 病 院 機 構 大阪市住吉区万代東3-1-56 06-6692-1201
関西医科大学附属滝井病院 S54.3.1 学 校 法 人 守口市文園町10-15 06-6992-1001
大阪府済生会千里病院 H18.4.1 済 生 会 吹田市津雲台1-1-6 06-6871-0121
独立行政法人国立病院機構　大阪医療センター S56.1.10 国 立 病 院 機 構 大阪市中央区法円坂2-1-14 06-6942-1331
近畿大学医学部附属病院 S57.6.14 学 校 法 人 大阪狭山市大野東377-2 072-366-0221
大阪府三島救命救急センター S60.11.1 財 団 法 人 高槻市南芥川町11-1 072-683-9911
大阪市立総合医療センター H5.12.1 大 阪 市 大阪市都島区都島本通2-13-22 06-6929-1221
大阪府立泉州救命救急センター H6.10.3 大 阪 府 泉佐野市りんくう往来北2-24 072-464-9911
大阪府立中河内救命救急センター H10.5.6 大 阪 府 東大阪市西岩田3-4-13 06-6785-6166

◎ ○ 大阪大学医学部附属病院 H12.4.1 国 立 大 学 法 人 大阪府吹田市山田丘2-15 06-6879-5111
大阪赤十字病院 H20.2.1 日 赤 大阪市天王寺区筆ヶ崎町5-30 06-6774-5111
大阪警察病院 H20.2.1 財 団 法 人 大阪市天王寺区北山町10-31 06-6771-6051

◎ 関西医科大学附属枚方病院 H20.2.1 学 校 法 人 枚方市新町2-3-1 072-804-0101
大阪市立大学医学部附属病院 H22.2.19 公 立 大 学 法 人 大阪市阿倍野区旭町1丁目5番7号 06-6645-2121
岸和田徳洲会病院 H24.12.16 医 療 法 人 岸和田市加守町4-27-1 072-445-9915
神戸市立医療センター中央市民病院 S52.1.1 神 戸 市 神戸市中央区港島南町2-1-1 078-302-4321
兵庫医科大学病院 S55.4.1 学 校 法 人 西宮市武庫川町1-1 0798-45-6111
兵庫県立姫路循環器病センター S56.9.29 兵 庫 県 姫路市西庄甲520 079-293-3131

○ 公立豊岡病院 S57.11.1 事 務 組 合 豊岡市戸牧1094 0796-22-6111
◎ 兵庫県災害医療センター H15.8.1 兵 庫 県 神戸市中央区脇浜海岸通1-3-1 078-241-3131

兵庫県立加古川医療センター H21.11.1 兵 庫 県 加古川市神野町神野203 079-497-7000
兵庫県立西宮病院 H23.4.1 兵 庫 県 西宮市六湛寺町13-9 0798-34-5151
奈良県立奈良病院 S57.9.24 奈 良 県 奈良市平松1-30-1 0742-46-6001

◎ 奈良県立医科大学附属病院 H9.4.1 公 立 大 学 法 人 橿原市四条町840 0744-22-3051
近畿大学医学部奈良病院 H15.4.1 学 校 法 人 生駒市乙田町1248-1 0743-77-0880

◎ 日本赤十字社和歌山医療センター S61.5.6 日 赤 和歌山市小松原通4-20 073-422-4171
◎ ○ 和歌山県立医科大学附属病院 H12.6.1 公 立 大 学 法 人 和歌山市紀三井寺811-1 073-447-2300

独立行政法人国立病院機構　南和歌山医療センター H18.4.1 国 立 病 院 機 構 田辺市たきない町27番1号 0739-26-7050
鳥取県立中央病院 S55.9.16 鳥 取 県 鳥取市江津730 0857-26-2271
鳥取大学医学部附属病院 H16.10.1 国 立 大 学 法 人 米子市西町36-1 0859-33-1111

○ 島根県立中央病院 S55.1.1 島 根 県 出雲市姫原4-1-1 0853-22-5111
松江赤十字病院 H16.4.1 日 赤 松江市母衣町200 0852-24-2111
独立行政法人国立病院機構　浜田医療センター H17.4.1 国 立 病 院 機 構 浜田市浅井町777-12 0855-25-0505
島根大学医学部附属病院 H24.10.1 国 立 大 学 法 人 出雲市塩冶町８９−１ 0853-23-2111

◎ ○ 川崎医科大学附属病院 S54.1.1 学 校 法 人 倉敷市松島577 086-462-1111
岡山赤十字病院 S58.4.1 日 赤 岡山市北区青江2-1-1 086-222-8811
津山中央病院 H11.12.19 財 団 法 人 津山市川崎1756 0868-21-8111

◎ 岡山大学病院 H24.4.1 国 立 大 学 法 人 岡山市北区鹿田町2-5-1 086-223-7151
広島市立広島市民病院 S52.7.1 広 島 市 広島市中区基町7-33 082-221-2291
独立行政法人国立病院機構　呉医療センター S54.10.1 国 立 病 院 機 構 呉市青山町3-1 0823-22-3111
県立広島病院 H8.11.1 広 島 県 広島市南区宇品神田1-5-54 082-254-1818

◎ 広島大学病院 H17.4.1 国 立 大 学 法 人 広島市南区霞1-2-3 082-257-5555
福山市民病院 H17.4.1 福 山 市 福山市蔵王町5-23-1 084-941-5151

域 広島県厚生農業協同組合連合会　廣島総合病院 H23.4.1 厚 生 連 廿日市市地御前1-3-3 0829-36-3111
独立行政法人国立病院機構　岩国医療センター S55.3.1 国 立 病 院 機 構 岩国市黒磯町2-5-1 0827-31-7121
地方独立行政法人山口県立病院機構　山口県立総合医療センター S58.5.2 地方独立行政法人 防府市大字大崎77 0835-22-4411

◎ ○ 山口大学医学部附属病院 H11.10.1 国 立 大 学 法 人 宇部市南小串1-1-1 0836-22-2111
独立行政法人国立病院機構　関門医療センター H17.5.1 国 立 病 院 機 構 下関市長府外浦町1-1 083-241-1199
綜合病院社会保険徳山中央病院 H23.4.1 社 団 法 人 周南市孝田町1-1 0834-28-4411

○ 徳島県立中央病院 S55.4.1 徳 島 県 徳島市蔵本町1-10-3 088-631-7151
◎ 徳島赤十字病院 H14.4.1 日 赤 小松島市小松島町字井利ノ口103 0885-32-2555
域 徳島県立三好病院 H17.8.29 徳 島 県 三好市池田町字シマ815-2 0883-72-1131

香川県立中央病院 S56.1.10 香 川 県 高松市番町5-4-16 087-835-2222
香川大学医学部附属病院 H13.11.1 国 立 大 学 法 人 木田郡三木町池戸1750-1 087-898-5111

域 三豊総合病院 H24.3.1 事 務 組 合 観音寺市豊浜町姫浜708 0875-52-3366
愛媛県立中央病院 S56.4.14 愛 媛 県 松山市春日町83 089-947-1111
愛媛県立新居浜病院 H4.8.18 愛 媛 県 新居浜市本郷3-1-1 0897-43-6161
市立宇和島病院 H4.4.1 宇 和 島 市 宇和島市御殿町1-1 0895-25-1111
高知赤十字病院 H6.11.10 日 赤 高知市新本町2-13-51 088-822-1201

○ 高知県・高知市病院企業団立高知医療センター H17.3.25 事 務 組 合 高知市池2125-1 088-837-3000
近森病院 H23.5.16 医 療 法 人 高知市大川筋1-1-16 088-822-5231
北九州市立八幡病院 S53.10.1 北 九 州 市 北九州市八幡東区西本町4-18-1 093-662-6565
済生会福岡総合病院 S55.11.1 済 生 会 福岡市中央区天神1-3-46 092-771-8151

◎ ○ 久留米大学病院 S56.6.1 学 校 法 人 久留米市旭町67 0942-35-3311
飯塚病院 S57.4.1 会 社 飯塚市芳雄町3-83 0948-22-3800
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福岡大学病院 H4.6.1 学 校 法 人 福岡市城南区七隈7-45-1 092-801-1011
北九州総合病院 H7.4.1 医 療 法 人 北九州市小倉南区湯川5-10-10 093-921-0560
九州大学病院 H18.8.1 国 立 大 学 法 人 福岡市東区馬出3-1-1 092-641-1151
聖マリア病院 H18.8.1 医 療 法 人 久留米市津福本町422 0942-35-3322
佐賀県立病院好生館 S62.3.1 佐 賀 県 佐賀市水ケ江1-12-9 0952-24-2171
佐賀大学医学部附属病院 H17.9.1 国 立 大 学 法 人 佐賀市鍋島5-1-1 0952-31-6511

域 唐津赤十字病院 H21.4.1 日 赤 唐津市二夕子1-5-1 0955-72-5111
域 独立行政法人国立病院機構　嬉野医療センター H22.4.1 国 立 病 院 機 構 嬉野市嬉野町大字下宿丙2436 0954-43-1120

○ 独立行政法人国立病院機構　長崎医療センター S53.3.15 国 立 病 院 機 構 大村市久原2-1001-1 0957-52-3121
長崎大学病院 H22.4.1 国 立 大 学 法 人 長崎市坂本1-7-1 095-819-7243
佐世保市立総合病院 H24.4.1 佐 世 保 市 佐世保市平瀬町9-3 0956-24-1515

○ 熊本赤十字病院 S55.3.1 日 赤 熊本市長嶺南2-1-1 096-384-2111
独立行政法人国立病院機構　熊本医療センター H15.8.1 国 立 病 院 機 構 熊本市二の丸1-5 096-353-6501
済生会熊本病院 H22.5.1 済 生 会 熊本市近見5-3-1 096-351-8000
大分市医師会立アルメイダ病院 S54.4.1 大 分 市 医 師 会 大分市大字宮崎1509-2 097-569-3121

○ 大分大学医学部附属病院 H20.5.1 国 立 大 学 法 人 由布市挾間町医大ヶ丘1-1 097-549-4411
大分県立病院 H20.11.1 大 分 県 大分市大字豊饒476 097-546-7111
国家公務員共済組合連合会新別府病院 H21.3.1 国 共 済 別府市大字鶴見3898 0977-22-0391
県立宮崎病院 S59.4.1 宮 崎 県 宮崎市北高松町5-30 0985-24-4181
県立延岡病院 H10.4.1 宮 崎 県 延岡市新小路2-1-10 0982-32-6181

○ 宮﨑大学医学部附属病院 H24.4.1 国 立 大 学 法 人 宮崎市清武町木原5200 0985-85-1510
鹿児島県 ○ 鹿児島市立病院 S60.1.1 鹿 児 島 市 鹿児島市加治屋町20-17 099-224-2101

沖縄県立中部病院 S50.10.1 沖 縄 県 うるま市字宮里208-3 098-973-4111
○ 浦添総合病院 H17.4.1 医 療 法 人 浦添市伊祖4-16-1 098-878-0231

沖縄県立南部医療センター・こども医療センター H18.10.1 沖 縄 県 島尻郡南風原町字新川118-1 098-888-0123
計 258

　※「区分」欄の「◎」は高度救命救急センターであり、「域」は地域救命救急センターである。
　　「ＤＨ」欄の「○」はドクターヘリ導入病院である。

高度救命救急センター…28
地域救命救急センター… 9

ドクターヘリ（ＤＨ）運用施設…38 　※1～※2　茨城県、三重県では２病院を基地病院として運航している。

沖縄県

佐賀県

長崎県

熊本県

大分県

宮崎県

福岡県
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平成２４年４月１日現在

1 北 海 道 北海道救急医療・広域災害情報システム S61.10.01 H11.10.01

2 青 森 県 青森県救急医療情報システム S61.11.01 H10.11.01

3 岩 手 県 岩手県救急医療情報センター S57.02.01 H13.04.01

4 宮 城 県 宮城県救急医療情報システム S54.04.01 H23.10.01

5 秋 田 県 秋田県災害・救急医療情報センター H09.04.01 H09.04.01

6 山 形 県 － － H16.04.01

7 福 島 県 福島県総合医療情報システム H04.10.01 H10.04.01

8 茨 城 県 茨城県救急医療情報コントロールシステム S53.08.01 H10.03.01

9 栃 木 県 栃木県救急医療情報システム S55.10.01 H11.12.01

10 群 馬 県 群馬県広域災害・救急医療情報システム S55.04.01 H10.04.01

11 埼 玉 県 埼玉県広域災害・救急医療情報システム S56.04.01 H13.04.01

12 千 葉 県 千葉県広域災害・救急医療情報システム S53.03.31 H11.11.01

13 東 京 都 東京都救急医療情報センター S51.10.01 H12.03.01

14 神奈川県 神奈川県救急医療中央情報センター S57.07.01 H12.04.01

15 新 潟 県 新潟県救急医療情報センター H10.09.01 H10.10.01

16 富 山 県 富山県救急医療情報システム S62.02.28 H11.07.01

17 石 川 県 石川県災害・救急医療情報システム H09.01.27 H09.01.27

18 福 井 県 福井県救急医療情報センター H11.05.01 H11.05.01

19 山 梨 県 山梨県救急医療情報センター H01.04.01 H11.12.01

20 長 野 県 長野県広域災害・救急医療情報システム S59.04.01 H11.10.01

21 岐 阜 県 岐阜県中央救急医療情報センター S58.12.01 H13.10.01

22 静 岡 県 静岡県救急医療情報センター H02.11.01 H11.12.01

23 愛 知 県 愛知県救急医療情報センター S54.03.31 H10.06.01

24 三 重 県 三重県救急医療情報センター S57.12.01 H10.03.10

25 滋 賀 県 滋賀県救急医療情報センター S54.08.01 H11.12.01

26 京 都 府 京都府救急医療情報システム S56.04.01 H14.04.01

27 大 阪 府 大阪府救急医療情報センター S44.12.25 H13.03.31

28 兵 庫 県 兵庫県広域災害・救急医療情報システム S56.01.07 H08.12.20

29 奈 良 県 奈良県救急医療情報センター S54.04.01 H11.07.01

30 和歌山県 和歌山県広域災害・救急医療情報システム S57.05.26 H11.04.01

31 鳥 取 県 鳥取県救急医療情報システム H19.03.26 H22.04.01

32 島 根 県 － － H24.04.01

33 岡 山 県 岡山県災害・救急医療情報システム H10.03.30 H11.07.30

34 広 島 県 広島県救急医療情報ネットワーク S55.04.01 H09.10.01

35 山 口 県 山口県広域災害・救急医療情報システム S56.03.25 H09.07.10

36 徳 島 県 徳島県救急医療情報システム H12.06.01 H23.09.01

37 香 川 県 医療ネット讃岐 H07.09.09 H11.03.29

38 愛 媛 県 愛媛県広域災害・救急医療情報システム H13.04.01 H13.04.01

39 高 知 県 高知県救急医療情報センター S56.04.01 H15.07.01

40 福 岡 県 福岡県救急医療情報センター S55.03.29 H16.04.01

41 佐 賀 県 佐賀県救急医療情報システム S57.03.01 H11.01.01

42 長 崎 県 長崎県健康事業団救急医療情報センター S55.01.23 －

43 熊 本 県 熊本県中央救急医療情報センター S55.02.01 H10.08.01

44 大 分 県 大分県広域災害・救急医療情報システム H11.01.04 H11.01.04

45 宮 崎 県 － － －

46 鹿児島県 鹿児島県救急・災害医療情報システム H19.03.27 －

47 沖 縄 県 － － －

43 43

10．  救急医療情報センター設置状況一覧

都道府県名 センター（システム）名称
情報ｾﾝﾀｰ運営
開始年月日

広域災害ｼｽﾃﾑ
導入年月日

合               計
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内訳 内訳 内訳

手稲渓仁会病院 平成17年 4月 445

市立釧路総合病院 平成21年10月 402

旭川赤十字病院 平成21年10月 421

青森県
青森県立中央病院　及び　八戸市立市
民病院

平成21年3月 438 ― 1 岩手 1 3
岩手 1
秋田 2

― ―

秋田県 秋田赤十字病院 平成24年 1月 1 ― ― ― 1 1 ― ―

福島県
公立大学法人　福島県立医科大学附属
病院　救命救急センター

平成20年 1月 364 ― 2
宮城 1
栃木 1

― ― ― ―

茨城県
独立行政法人　国立病院機構　水戸医
療センター・水戸済生会総合病院

平成22年 7月 1日 580
①栃木県・群馬県

②千葉県
2 栃木 2 29

栃木 6
埼玉 2
千葉 18
東京 3

― ―

栃木県 獨協医科大学病院 平成22年 1月20日 613 茨城県、群馬県 5
茨城 3
群馬 2

6
茨城 3
群馬 1
埼玉 2

― ―

群馬県 前橋赤十字病院 平成21年 2月 676 茨城県、栃木県 9 栃木 9 6 栃木 6 ― ―

埼玉県 埼玉医科大学総合医療センター 平成19年10月 299 ― ― ― ― ― ― ―

国保直営総合病院君津中央病院 平成21年1月 532 ― ― 16
茨城 4

その他 12
― ―

日本医科大学千葉北総病院 平成13年10月 859 106 茨城 106 50
茨城 33

その他 17
― ―

神奈川県 東海大学医学部付属病院 平成14年 7月 1日 282 山梨県 37 山梨 37 1 東京 1 ― ―

佐久総合病院 平成17年 7月 240

信州大学医学部附属病院 平成23年10月 175

岐阜県 岐阜大学医学部附属病院 平成23年 2月 251 ― 4 愛知 4 8 愛知 8 ― ―

順天堂大学医学部附属静岡病院 平成16年 3月 616 2 神奈川 2 23 神奈川 23 1 初島 1

聖隷三方原病院 平成13年10月 399 4 愛知 4 3
愛知 2
富山 1

─ ─

愛知県 愛知医科大学病院 平成14年 1月 408 ― 4
三重 2
長野 2

15
静岡 12
岐阜 3

─ ─

三重県
三重大学医学部附属病院　及び　伊勢
赤十字病院

平成24年 2月 19 ― ― ― 3件
愛知
滋賀

─ ─

大阪府 大阪大学医学部附属病院 平成20年 1月16日 144 奈良県、和歌山県、滋賀県 3
兵庫１
奈良１
滋賀１

21

兵庫 2
和歌山 11
滋賀 6
奈良 2

─ ─

兵庫県 公立豊岡病院 平成22年 4月 1,254

関西広域連合（兵庫県、大
阪府、京都府、滋賀県、和
歌山県、鳥取県、徳島県）
において、事業を実施

─ ─ ─ ─ ─ ─

和歌山県 和歌山県立医科大学附属病院 平成15年 1月 392

三重県、奈良県（共同利
用）

大阪府、徳島県（相互応
援）

26
三重 14
奈良 11
大阪 1

10

三重 3
奈良 3
大阪 3
兵庫1

─ ─

島根県 島根県立中央病院 平成23年 6月13日 489 ― ― ― 11

鳥取 4
広島 5
福岡 1
大阪 1

37 隠岐 37

岡山県 川崎医科大学附属病院 平成13年 4月 1日 408 ― 13

広島 4
香川 7
徳島 1
兵庫 1

10

広島 4
香川 3
鳥取 1
兵庫 1
大阪 1

7
 小豆島 5
 本島 1
 直島 1

山口県 山口大学医学部附属病院 平成23年 1月21日 194 ― ― ― ― ― 2
萩市見島

上関町祝島

高知県
高知県・高知市病院企業団立
高知医療センター

平成23年 3月16日 375 ― 1 徳島 1 11

大阪 4
岡山 3
香川 1
福岡 1
徳島 2

― ―

福岡県 久留米大学病院 平成14年 2月 1日 360 佐賀県、大分県 42
佐賀 21
大分 21

1 佐賀 1 ― ―

長崎県
独立行政法人　国立病院機構　長崎医
療センター

平成18年12月 752 佐賀県 13 佐賀 13 29

福岡 24
佐賀 3
山口 1
熊本 1

106

五島、新上
五島、壱

岐、対馬、
池島、度

島、松島、
宇久、江島

熊本県 熊本赤十字病院 平成24年 1月16日 81 ― ― ― ― ― ― ―

鹿児島県 鹿児島市立病院 平成23年12月 136 ― ― ― ― ― 8
種子島 4
屋久島 3
甑島 1

沖縄県 浦添総合病院 平成20年12月 403 鹿児島県 64
鹿児島

64
― ― 309

徳之島 22
沖永良部島
22、与論島

20
伊平屋島

20
伊是名島 6
伊江島 35
渡名喜島

21
粟国島 45
久米島 76
座間味島

17
渡嘉敷島

11

13,008

※搬送件数に関しては、総出動件数を記載。

合　計　　

11.ドクターヘリ導入道府県における広域搬送に係る体制と実施状況

（平成23年4月～平成24年3月）

北海道 ― ― 15
焼尻島 2
礼文島 6
利尻島 7

―― ―長野県 群馬 1 ―

―

道府県外
病院への
搬送件数
（再掲）

離島からの
搬送件数
(再掲)

―

─静岡県

1

千葉県 茨城県

― ―

道府県名 救命救急センター名 導入時期
搬送件数
（件）

協定締結県


道府県外
からの

搬送件数
（再掲）
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12.「平成 24年版 救急・救助の現況」ポイント 

１ 救急出動件数、搬送人員とも過去最多を記録 

平成 23年中の救急自動車による救急出動件数は 570万 7,655件（対前年比 24万 3,973

件増、4.5％増）、搬送人員は 518万 2,729 人（対前年比 20万 3,192 件増、4.1％増）で

救急出動件数、搬送人員ともに過去最多を記録した。 

救急自動車による出動件数を事故種別ごとにみると、最も多いのは急病（356 万 2,208

件、62.4％）、次いで一般負傷（80 万 7,741 件、14.2％）、交通事故（55 万 5,402 件、

9.7％）となっている。 

また、救急自動車による搬送人員を事故種別ごとにみると、最も多いのは出動件数と

同じく急病（322 万 8,856人、62.3％）、次いで一般負傷（73万 9,910人、14.3％）、交

通事故（55 万 3,796人、10.7％）となっている。 

（図１、本文救急編第 16表、第 19表、第 20表参照） 

 

・  救急出動件数で対前年比の増加率が高かったのは宮城県の 13.4％増、次いで岩手県

の 11.3％増、鳥取県の 7.8％増であった。（本文救急編別表３参照） 

・  人口１万人あたりの都道府県別救急出動件数は、大阪府 582.7件、東京都 554.4件、 

高知県 500.0 件で多くなっている。（本文救急編別表３参照） 

・  救急自動車は約 5.5 秒（前年 5.8 秒）に１回の割合で出動しており、国民の約 25

人（前年 26 人）に１人が搬送されたことになる。 

・  現場到着までの所要時間は、全国平均で 8.2分（前年 8.1分）となっており、都道

府県別では、富山県（6.8分）、京都府及び愛知県（7.0分）等が、全国の現場到着平

均所要時間より短くなっている。なお、前年と比較して現場到着までの時間が短縮し

たのは、愛知県（対前年比 0.3分短縮）、和歌山県（対前年比 0.2分短縮）、神奈川県

（対前年比 0.1分短縮）であった。（図２及び本文救急編別表８の１参照） 

また、病院等収容までの所要時間は、全国平均で 38.1分（前年 37.4分）となって

おり、都道府県別では、福岡県（29.2分）、富山県（29.3分）、香川県及び福井県（30.3

分）等で、全国の病院等収容までの平均所要時間より短くなっている。なお、前年と

比較して病院等収容までの時間が短縮したのは、佐賀県（対前年比 0.3 分短縮）、徳

島県（対前年比 0.1分短縮）であった。（図２及び本文救急編別表９の１参照） 

・  搬送人員の年齢区分については、高齢者が最も多く、269 万 2,581 人(52.0％)とな

っている。（本文救急編第 24表参照） 

・  搬送人員の傷病程度については、全体では軽症が最も多く、261万 2,920人(50.4％)

となっているが、平成 17 年以降、軽症の割合は減少傾向である。（本文救急編第 36

図及び本文第 37 表参照） 
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図１ 救急出動件数及び搬送人員の推移 

 

 

 

 
図２ 現場到着時間及び病院収容時間の推移 

 
（注） 東日本大震災の影響により平成 22年及び平成 23 年については、釜石大槌地区行政事務組

合消防本部及び陸前高田市消防本部のデータを除いた数値で集計している。 

4,397,527 
4,555,881 

4,830,813 
5,029,108 

5,277,936 5,237,716 5,290,236 
5,097,094 5,122,226 

5,463,682 
5,707,655 

4,190,897 4,329,935 
4,575,325 

4,743,469 
4,955,976 4,892,593 4,902,753 

4,678,636 4,682,991 
4,979,537 

5,182,729 
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1,000,000

2,000,000

3,000,000
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２ 救急体制の充実と救急業務の高度化 

平成 24 年４月現在、救急隊数は 4,965 隊（対前年比 38隊増、0.8％増）で、そのうち

95.9％にあたる 4,763 隊（対前年比 115 隊増、2.5％増）で救急救命士が運用されてい

る。 

また、救急隊員は５万 9,847 人（対前年比 197 人増、0.3％増）で、うち救急救命士

は２万 2,930 人（対前年比 863 人増、3.9％増）となっており、救急救命士等が行う救

急救命処置等も増加してきている。 

 

・ 救急隊員数のうち、専任隊員が１万 9,808 人（対前年比 96 人増、0.5％増）、兼任隊

員４万 39 人（対前年比 101 人増、0.3％増）となっている。（本文救急編第５表及び第

８図参照） 

また、救急救命士として運用されている救急隊員数は２万 2,118人（対前年比 850人

増、4.0％増）となった。（本文救急編第９表、第 12図及び別表２の３参照） 

・ 救急救命士資格を有する救急隊員のうち、気管挿管認定１万 119人、アドレナリン投

与認定１万 7,056 人、うち気管挿管・アドレナリン投与両認定救急救命士は 8,707人と

なっている。 (本文救急編別表第２の３参照) 

・ 救急救命士等が行う救急救命処置等（除細動、器具を用いた気道確保、静脈路確保、

アドレナリン投与）は、11 万 4,860件(対前年比 8,720件増、8.2％増)となっている。（本

文救急編第 51表参照） 

 

 

３ バイスタンダーによる応急手当件数の割合は過去最高 

平成 23 年中の応急手当講習修了者数は約 142 万人であった。応急手当講習修了者は

ここ数年減少傾向であるが、救急搬送された心肺機能停止傷病者の 43.0％において、バ

イスタンダー（救急現場に居合わせた人）により応急手当（胸骨圧迫（心臓マッサージ）・

人工呼吸・ＡＥＤ（自動体外式除細動器）による除細動）が実施されており、応急手当

実施率は過去最高となった。（図３参照） 
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図３ 応急手当講習受講者数と心肺機能停止傷病者への応急手当実施率の推移 

 
（注） 東日本大震災の影響により平成 22年及び平成 23 年については、釜石大槌地区行政事務組

合消防本部及び陸前高田市消防本部のデータを除いた数値で集計している。 

 

４ 心肺機能停止傷病者の１ヵ月後生存率及び１ヵ月後社会復帰率 

平成 23年中に救急搬送された心肺機能停止傷病者搬送人員のうち、心原性かつ一般

市民により目撃のあった症例の１ヵ月後生存率は、11.4％と平成 21年及び平成 22年と

同率で、過去最高となっており、平成 17年中と比べ、約 1.6 倍(4.2 ポイント増)とな

った。（図４、本文救急編第 62表及び第 63表参照） 

       また、１ヵ月後社会復帰率については、7.2％で平成 22 年より 0.3 ポイント増加し、

過去最高となり、平成 17年中と比べ、約 2.2 倍(3.9 ポイント増)となった。(図５、本

文救急編第 62表及び第 63表参照） 

都道府県別の平成 23 年中の心原性かつ一般市民により目撃のあった症例の１ヵ月後

生存率は、石川県（18.9％）、福岡県（18.5％）、高知県（16.0％）等で高く、１ヵ月後

社会復帰率については、高知県（13.2％）、石川県（12.6％）、福岡県（11.8％）等で高

くなっている。（本文救急編第 83表参照） 
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図４ 心原性かつ一般市民による目撃のあった症例の１ヵ月後生存者数及び１ヵ

月後生存率の推移 

 

（注） 東日本大震災の影響により平成 22年及び平成 23 年については、釜石大槌地区行政事務組
合消防本部及び陸前高田市消防本部のデータを除いた数値で集計している。 

 

図５ 心原性かつ一般市民による目撃のあった症例の１ヵ月後社会復帰者数及び

１ヵ月後社会復帰率の推移 

 
（注） 東日本大震災の影響により平成 22年及び平成 23 年については、釜石大槌地区行政事務組

合消防本部及び陸前高田市消防本部のデータを除いた数値で集計している。 
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５ 一般市民による応急手当の重要性 

平成 23年中の救急隊が搬送した全ての心肺機能停止傷病者のうち、一般市民による

応急手当が行われた場合の１ヵ月後生存率は 6.2％で、行われなかった場合の 5.1％と

比べて約 1.2倍（1.1ポイント増）となった。（表１及び本文救急編第 56表参照） 

また、平成 23年中の心原性かつ一般市民により目撃のあった心肺機能停止傷病者の

うち、一般市民による応急手当が行われた場合の１ヵ月後生存率は 14.2％で、平成 17

年以降で最も高くなっており、行われなかった場合の 8.6％と比べて、約 1.7 倍（5.6

ポイント増）となった。（表２、本文救急編第 66表及び第 67表参照） 

さらに、ＡＥＤ（自動体外式除細動器）が公共施設や事業所等さまざまな個所に配備

されてきていることもあり、平成 23年の一般市民による除細動の件数は 1,433件（対

前年比 135件増、10.4％増）となっている。（本文救急編第 88表参照） 

  なお、心原性かつ一般市民により心肺機能停止の時点が目撃された症例のうち一般市

民により除細動が実施された場合の１ヵ月後生存率は 45.1％であり、除細動未実施（適

応外）の場合の１ヵ月後生存率 10.3％に比べ、約 4.4 倍高かった。また、１ヵ月後社会

復帰率に関しても、一般市民により除細動が実施された場合は 38.9％で、除細動未実施

（適応外）の場合の１ヵ月後社会復帰率 6.2％に比べ、除細動が実施された場合の方が

約 6.3倍高かった。（図６、本文救急編第 80表参照） 

 

表１ 一般市民による応急手当の救命効果の推移 

（単位：人） 

 
（注） 東日本大震災の影響により平成 22年及び平成 23 年については、釜石大槌地区行政事務組

合消防本部及び陸前高田市消防本部のデータを除いた数値で集計している。 

 

平成６年 31,206 (100.0) 4,172 (13.4) 185 (4.4) 27,034 (86.6) 617 (2.3)

平成７年 72,016 (100.0) 9,389 (13.0) 437 (4.7) 62,627 (87.0) 1,531 (2.4)
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表２ 心原性でかつ一般市民により心肺機能停止の時点が目撃された症例のうち、

一般市民による心肺蘇生が行われたものの 1ヵ月後生存率及び 1ヵ月後社会復帰率

(平成 17 年～平成 23年) 

 
（注） 東日本大震災の影響により平成 22年及び平成 23 年については、釜石大槌地区行政事務組

合消防本部及び陸前高田市消防本部のデータを除いた数値で集計している。 

 

図６ 一般市民により除細動が実施された件数と１ヵ月生存率及び 1ヵ月後社会

復帰率の推移 

 

（注） 東日本大震災の影響により平成 22年及び平成 23 年については、釜石大槌地区行政事務組
合消防本部及び陸前高田市消防本部のデータを除いた数値で集計している。 
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６ 早い 119番通報も重要 

心原性でかつ一般市民により心肺機能停止の時点が目撃された症例のうち、救急隊員

による心肺蘇生開始時点までの時間区分別（平成 17年～平成 23年の７ヵ年集計）の１

ヵ月後生存率を比較すると、５分から 10分までが 12.8％であったのに対し、10分から

15 分までは 8.3％で 10分を超えると急激に低下している。 

さらに、１ヵ月後社会復帰率を比較すると、５分から 10分までが 7.6％であったのに

対し、10分から 15分までは 4.2％で１ヵ月後生存率と同じく 10分を超えると急激に低

下している。（図７、本文救急編第 74図参照） 

心肺機能停止の場合は、救急現場近くに居合わせた一般市民（バイスタンダー）によ

る迅速な応急手当開始は高い救命効果が期待されるが、早い 119番通報から救急隊がよ

り早く傷病者に対応することも重要である。 

 

図７ 心原性でかつ一般市民により心肺機能停止の時点が目撃された症例のうち、

救急隊員による心肺蘇生開始時点における１ヵ月後 生存率及び１ヵ月後社会

復帰率(平成 17 年～平成 23 年の７ヵ年合計) 

 
（注） 東日本大震災の影響により平成 22年及び平成 23 年については、釜石大槌地区行政事務組

合消防本部及び陸前高田市消防本部のデータを除いた数値で集計している。 
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７ 交通事故による救助出動件数、建物等による事故の救助活動件数がそれぞれ

第１位 

平成 23 年中の救助出動件数は、８万 7,896 件（対前年比 3,632 件増、4.3%増、過去

第２位）、救助活動件数は、５万 7,641 件（対前年比 2,610 件増、4.7%増、過去最多）、

救助人員は、６万 3,618人（対前年比 4,936 人増、8.4%増、過去第２位）となった。 

 
・ 救助出動件数（救助隊が出動した件数）は、全体で８万 7,896件であり、交通事故が

２万 8,458件（対前年比 557 件減、1.9%減）で、昭和 55年以降、第１位の種別となって

いる。（図８参照） 

・ 救助活動件数（救助隊が実際に活動した件数）は、全体で５万 7,641件であり、建物

等による事故が２万 783件（対前年比 1,551件増、8.1%増）で、平成 20年以降、第１位

の種別となっている。（図９参照） 

・ 救助人員（救助隊等が救助活動により救助した人員）は、全体で６万 3,618人であり、

交通事故が２万 1,578 人（対前年比 1,771件減、7.6%減）で、昭和 55年以降、第１位の

種別となっている。 

・ 東日本大震災の影響により、自然災害における救助出動件数は 1,779 件（対前年比

1,387 件増、354%増）、救助活動件数は 1,244 件（対前年比 965 件増、346%増）、救助人

員は 6,472人（5,970 人増、1,189%増）であり、大幅に増加している。 

 

図８ 救助出動件数（救助隊等が出動した件数） 

 
（注）１ 東日本大震災の影響により、平成 23 年１月１日から３月 10 日までの釜石大槌地区行政

事務組合消防本部及び陸前高田市消防本部のデータを除いた数値で集計している。 
２ 東日本大震災において、緊急消防援助隊及び県内応援隊が実施した救助活動の一部の

データが含まれていない。 
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図９ 救助活動件数（救助隊等が実際に活動した件数） 

 
（注）１ 東日本大震災の影響により、平成 23 年１月１日から３月 10 日までの釜石大槌地区行政

事務組合消防本部及び陸前高田市消防本部のデータを除いた数値で集計している。 
２ 東日本大震災において、緊急消防援助隊及び県内応援隊が実施した救助活動の一部の

データが含まれていない。 

 

図 10 救助人員（救助隊等が救助活動により救助した人員） 

 
（注）１ 東日本大震災の影響により、平成 23 年１月１日から３月 10 日までの釜石大槌地区行政

事務組合消防本部及び陸前高田市消防本部のデータを除いた数値で集計している。 
２ 東日本大震災において、緊急消防援助隊及び県内応援隊が実施した救助活動の一部の

データが含まれていない。 
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平成23年中の消防防災ヘリコプターによる救急出動は3,447件（前年比491件減）、救

助出動は1,777件（前年比182件減）となった。 

８  消防防災ヘリコプターによる救急・救助業務  

 

・ 消防防災ヘリコプターは、平成24年10月１日現在、全国45都道府県に合計73機配備さ

れている（総務省消防庁ヘリを含む）。  

・ 消防防災ヘリコプターは、救急搬送や救助活動等に日ごろから大きな成果をあげてい

るが、とりわけ、東日本大震災の際は、その高速性、機動性を活用した、消防防災活動

により被害軽減に大きな役割を担った。 

・ 東日本大震災の出動件数については、「その他」（平成23年1,323件（前年比1,154件

増））とし、被災地に派遣された期間について、原則１日１件として計上した。 
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13.救急救命士国家試験合格者の推移

試　　験 受験者数合格者数 合格率 公 的 養 成 所
（試験日） 男　性 女　性 修  　了  　者

救急隊員 自衛隊員
人 人 ％ 人 人 人 人 人 人 人 人

4,301 3,177 73.9% 1,260 1,917 351 0 － 0 2,826 0
第　２　回

（H4.10. 4） 1,040 739 71.1% 435 304 240 0 － 0 499 0
第　３　回

（H5. 3.28） 1,563 1,162 74.3% 591 571 366 0 － 0 796 0
第　４　回

（H5.10. 3） 1,583 1,143 72.2% 449 694 247 0 － 0 896 0
第　５　回

（H6. 3.27） 1,751 1,173 67.0% 679 494 524 0 52 0 597 0
第　６　回

（H6.10. 3） 1,295 730 56.4% 460 270 364 0 3 0 363 0
第　７　回

（H7. 3.26） 1,492 1,001 67.1% 718 283 562 23 89 0 327 0
第　８　回

（H7.10. 1） 1,150 763 66.3% 575 188 534 0 3 0 226 0
第　９　回

（H8. 3.24） 1,475 1,132 76.7% 896 236 725 35 119 0 253 0
第　10　回
（H8.10. 6) 1,094 764 69.8% 563 201 533 0 7 0 224 0
第  11  回
（H9.3. 23) 1,402 1,104 78.7% 922 182 744 45 125 0 190 0
第  12  回
（H9.9. 28) 937 705 75.2% 558 147 531 0 2 0 172 0
第  13  回
（H10.3.22) 1,379 1,132 82.1% 898 234 753 39 123 0 217 0
第  14  回
（H10.9.27) 938 710 75.7% 633 77 621 0 1 1 87 0
第  15  回
（H11.3.21) 1,366 1,059 77.5% 933 126 801 40 102 0 116 0
第  16  回
（H11.9.26) 985 737 74.8% 633 104 619 2 7 1 108 0
第  17  回
（H12.3.26) 1,534 1,304 85.0% 1,104 200 831 49 257 0 167 0
第  18  回
（H12.9.24) 903 744 82.4% 632 112 628 0 4 2 110 0
第  19  回
（H13.3.25) 1,471 1,261 85.7% 1,104 157 839 38 272 2 110 0
第  20  回
（H13.9.30) 878 738 84.1% 645 93 626 0 18 0 94 0
第  21  回
（H14.3.24) 1,490 1,325 88.9% 1,127 198 796 46 340 3 140 0
第  22  回
（H14.9.29) 796 695 87.3% 587 108 582 0 12 0 100 1
第  23  回
（H15.3.23) 1,535 1,379 89.8% 1,189 190 832 36 391 1 119 0
第  24  回
（H15.9.28) 808 697 86.3% 591 106 589 0 6 3 99 0
第  25  回
（H16.3.21) 1,831 1,594 87.1% 1,346 248 832 33 511 123 94 1
第  26  回
（H16.9.26) 844 690 81.8% 605 85 595 0 15 7 73 0
第  27  回
（H17.3.20) 1,913 1,688 88.2% 1,439 249 839 35 602 141 71 0
第  28  回
（H17.9.25) 793 675 85.1% 602 73 590 0 19 8 58 0
第  29  回
（H18.3.21) 1,967 1,786 90.8% 1,502 284 825 33 678 172 78 0
第  30  回
（H19.3.25) 2,404 2,081 86.6% 1,850 231 1,146 40 677 177 41 0
第  31  回
（H20.3.23) 2,523 2,022 80.1% 1,827 195 1,151 37 599 205 30 0
第  32  回
（H21.3.22) 2,578 2,071 80.3% 1,865 206 1,150 42 644 195 39 1
第  33  回
（H22.3.21) 2,538 2,131 84.0% 1,898 233 1,090 42 704 268 27 0
第  34  回
（H23.3.20)
(H23.9.4)※ 2,465 2,024 82.1% 1,819 205 1,072 32 602 299 19 0
第  35  回
（H24.3.18) 2,612 2,242 85.8% 2,002 240 1,069 45 727 383 18 0
合　　　計 55,634 44,378 79.8% 34,937 9,441 24,597 692 7,711 1,991 9,384 3

＊公的養成所とは、法第34条第4号による施設（消防関係施設）及び同法第34条第2号による施設（防衛庁関係施設）のことをいう。

＊第34回については、東日本大震災の影響により、9月に追加試験を実施

＊平成24年12月現在の免許登録者数 43,931名

第　１　回
（H4. 4.19）

性　　別 資　　格　　別
合 　　格　 　者　　 内　　 訳

民間養成
所修了者

大学卒指
定科目者

法附則２
条特例者

外国免許保
持・外国学
校卒業者
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平成24年4月現在

救急救命士法第３４条第１号該当施設  修業年限２年以上  （民間施設）  

養成所名称 設置主体 課程（年） 定員(名） 所　　在　　地 電話番号 設置年月日 備　　考

北海道ハイテクノロジー専門学校 学校法人 3 100 北海道恵庭市恵み野西 0123(39)6666 平成4年4月1日 50名×2学級

 救急救命士学科  産業技術学園 ５-１０-６

吉田学園医療歯科専門学校 学校法人 3 100 北海道札幌市中央区南３条西１丁目 011(272)3030 平成19年4月1日

 救急救命学科  吉田学園

国際医療福祉専門学校一関校 学校法人 2 40 岩手県一関市室根町矢越字沼田 0191(64)4001 平成23年4月1日

 救急救命学科  阿弥陀寺教育学園 ７８－２

国際メディカルテクノロジー専門学校 学校法人 3 40 福島県郡山市方八町２－４－１９ 024(956)0163 平成14年4月1日

 救急救命士科  新潟総合学院

晃陽看護栄養専門学校 学校法人 2 40 茨城県古河市東１－５－２６ 0280(31)7888 平成21年4月1日

 救急救命学科  晃陽学園

つくば栄養調理製菓専門学校 学校法人 2 40 茨城県牛久市ひたち野東１－１４－８ 029(870)5454 平成22年4月1日

 救急救命学科  晃陽学園

東洋パラメディカル学院 学校法人 2 50 栃木県さくら市馬場４１０番地 028(681)1301 平成14年4月1日

 救急救命科  東洋育英会

太田医療技術専門学校 学校法人 3 50 群馬県太田市東長岡町１３７３ 0276(25)2414 平成15年4月1日

 救急救命学科  太田アカデミー

国際医療福祉専門学校 学校法人 2 80 千葉県千葉市中央区村田町 043(208)1600 平成10年4月1日 40名×2学級

 救急救命学科  阿弥陀寺教育学園 ３３６-８ 平成20年度より3年課程廃止

首都医校 学校法人・専門学校 3 昼間部 40 東京都新宿区西新宿１-７-３ 03(3346)3000 平成21年4月1日

 救急救命学科 3 夜間部 40

東京医薬専門学校 学校法人 3 40 東京都江戸川区東葛西６-５-１２ 03(3688)6161 平成19年4月1日

 救急救命士科  滋慶学園

湘央生命科学技術専門学校 学校法人 3 40 神奈川県綾瀬市小園１４２４－４ 0467(77)1234 平成5年4月8日

 救急救命学科  湘央学園

湘南医療福祉専門学校 学校法人 3 30 神奈川県横浜市戸塚区川上町 045(820)1329 平成21年4月1日

 救急救命科  彩煌学園 ８４-１

新潟医療技術専門学校 学校法人 3 40 新潟県新潟市西区上新栄町 025(269)3175 平成10年4月1日

 救急救命士科  新潟科学技術学園 ５-１３-３

長野救命医療専門学校 学校法人 3 40 長野県東御市田中６６-１ 0268(64)6699 平成18年4月1日

 救急救命士学科  成田会

国際医療福祉専門学校七尾校 学校法人 3 35 石川県七尾市藤橋町西部１番地 0767(54)0177 平成19年4月1日

 救急救命学科  阿弥陀寺教育学園

東海医療工学専門学校 学校法人 2 80 愛知県みよし市 0561(36)3303 平成9年4月1日 40名×2学級

 救急救命科  セムイ学園 三好丘旭３-１-３

名古屋医専 学校法人・専門学校 3 昼間部 25 愛知県名古屋市中村区名駅 052(582)3000 平成20年4月1日 50名→25名（平成２２年４月１日付）

 救急救命学科  3 夜間部 25 ４-２７-１ 40名→25名（平成２２年４月１日付）

大阪医専 学校法人・専門学校 3 昼間部 40 大阪府大阪市北区大淀中 06(6452)0110 平成12年4月1日

 救急救命学科 3 夜間部 40 １-１０-３

東洋医療専門学校 学校法人 3 昼間部 80 大阪府大阪市淀川区西宮原 06(6398)2255 平成12年4月1日 40名×2学級 （昼間部）

 救急救命士学科  東洋医療学園 3 夜間部 40 １-５-３５

神戸医療福祉専門学校 三田校 学校法人 2 50 兵庫県三田市福島５０１－８５ 079(563)1222 平成9年4月1日

 救急救命士科  神戸滋慶学園

福岡医健専門学校 学校法人 3 50 福岡県福岡市博多区石城町 092(262)8664 平成16年4月1日

 救急救命科  滋慶文化学園 ７-３０

公務員ビジネス専門学校 学校法人 3 100 福岡県福岡市博多区博多駅前 092(433)8000 平成16年4月1日 50名×2学級

 救急救命士学科  藤川学園 ３-２９-８

熊本総合医療リハビリテーション学院 医療法人 2 40 熊本県熊本市小山２－２５－35 096(380)0033 平成4年4月1日

 救急救命学科  弘仁会

日本スポーツ健康福祉専門学校沖縄 学校法人 3 40 沖縄県宜野湾市大山７－９－８ 098(898)0701 平成22年4月1日

 救急救命士学科  SOLA沖縄学園

定員計 1,455

救急救命士法第３４条第２号該当施設  修業年限１年以上  （防衛省関係施設：養成対象は現職自衛隊員のみ）  

養成所名称 設置主体 課程（年） 定員（名） 所在地 電話番号 設置年月日 備　　考

陸上自衛隊衛生学校 防衛省 1 25 東京都世田谷区池尻１－２－２４ 03(3411)0151 平成6年4月1日

 救急救命士課程

自衛隊横須賀病院 防衛省 1 20 神奈川県横須賀市長瀬２－７－１ 046(841)7653 平成7年4月1日

 救急救命士養成所 内線326

自衛隊岐阜病院 防衛省 1 20 岐阜県各務原市 058(382)7236 平成8年4月1日

 救急救命士養成所 那加官有地無番地 内線2754

定員計 65
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救急救命士法第３４条第４号該当施設  修業年限６ヶ月以上  （消防機関関係施設：養成対象は現職消防隊員のみ） 

養成所名称 設置主体 課程（月） 定員（名） 所在地 電話番号 設置年月日 備　　考

札幌市消防局 札幌市 6 30 北海道札幌市西区八軒１０条西 011(616)2262 平成5年9月1日

 救急救命士養成所 (下半期) １３－３-１

埼玉県 埼玉県 6 30 埼玉県さいたま市桜区 048(853)9999 平成11年9月1日

 救急救命士養成所 (下半期) 上大久保５１９

東京消防庁消防学校 東京消防庁 6 50 東京都渋谷区西原２－５１－１ 03(3466)1542 平成3年9月1日

 救急救命士養成課程 (下半期)

救急救命東京研修所 財団法人 6 300 東京都八王子市南大沢４－５ 042(675)9910 平成3年8月29日 50名×6学級

 救急振興財団 (年2期制) 300

横浜市 横浜市 6 40 神奈川県横浜市南区中村町 045(253)6371 平成3年9月2日

 救急救命士養成所 (下半期) ４-２７４-８

名古屋市 名古屋市 6 30 愛知県名古屋市昭和区 052(842)7588 平成3年9月2日

 救急救命研修所 (下半期) 御器所通２-１６-１

京都市消防学校 京都市 6 35 京都府京都市南区西九条 075(662)1216 平成5年9月1日

 救急救命士養成課程 (下半期) 菅田町４番地

大阪府立消防学校 大阪府 6 30 大阪府大東市平野屋１－４－１ 072(872)7152 平成4年4月1日

 救急救命士養成課程 (下半期)

大阪市消防学校 大阪市 6 50 大阪府東大阪市三島２－５－４３ 06(6746)5122 平成3年9月2日

 救急救命士養成課程 (下半期)

兵庫県消防学校 兵庫県 6 50 兵庫県三木市志染町御坂１－１９ 0794(87)2924 平成17年10月1日

 救急救命士養成課程 (下半期)

広島市消防局 広島市 6 40 広島県広島市西区都町４３－１０ 082(232)1580 平成5年9月9日

 救急救命士養成所 (下半期)

救急救命九州研修所 財団法人 6 200 福岡県北九州市八幡西区大浦 093(602)9965 平成7年4月1日 50名×4学級

 救急振興財団 (下半期） ３-８

定員計 1,185

養成所総定員数 2,705

【参考】 救急救命士法第３４条第３号該当施設  （大学：指定科目履修）  

養成所名称 設置主体 課程（年） 定員（名） 所在地 電話番号

千葉科学大学　危機管理学部 学校法人 4 30 千葉県銚子市潮見町３番地 0479(30)4545

 医療危機管理学科救急救命学コース  加計学園

杏林大学　保健学部 学校法人 4 40 東京都八王子市宮下町４７６ 042(691)0011

 救急救命学科  杏林学園  （保健学部･八王子ｷｬﾝﾊﾟｽ）

国士館大学　体育学部 学校法人 4 150 東京都多摩市永山７-３-１ 042(339)7202

 スポーツ医科学科  国士館  （体育学部･多摩ｷｬﾝﾊﾟｽ） 入学課：03(5481)3211

帝京大学　医療技術学部 学校法人 4 60 東京都板橋区加賀２-１１-１ 03(3964)3294

スポーツ医療学科救急救命士コース  帝京大学

帝京平成大学　地域医療学部 学校法人 4 60 千葉県市原市うるいど南４－１ 0436(74)5096

医療スポーツ学科救急救命士コース  帝京平成大学

帝京平成大学　健康メディカル学部 学校法人 4 100 東京都豊島区東池袋２-５１-４ 03(5843)3111

医療科学科救急救命士コース  帝京平成大学

京都橘大学　現代ビジネス学部 学校法人 4 50 京都府京都市山科区大宅山田町３４ 075(571)1111

現代マネジメント学科救急救命コース  京都橘学園

倉敷芸術科学大学　生命科学部 学校法人 4 20 岡山県倉敷市連島町西之浦２６４０ 086(440)1175

 健康科学科救急救命士コース  加計学園

東亜大学　医療学部 学校法人 4 40 山口県下関市一の宮学園町２-１ 083(256)1111

医療工学科救急救命コース  東亜大学学園

中部大学　生命健康科学部 学校法人 4 80 愛知県春日井市松本町１２００ 0568-51-1111

スポーツ保健医療学科　 中部大学

定員計 630

7

8

9
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3

4

5

6

11

12

1

2

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

備　　　　考

平成２４年４月１日付けで名
称変更（旧）名古屋市救急
救命士養成所
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15．平成24年度 「救急の日」及び「救急医療週間」における行事実施状況
（各都道府県分）

都道府県
（１）小児救急に関する普
及啓発活動等の実施

（２）ドクターヘリに関する
普及啓発活動の実施

（３）パンフ
レット等の
配布

（４）心肺蘇
生法の実
技講習

（５）講習
会、研修会
等の実施

（６）ポスタ
－の作成
及び掲示

（７）新聞・
テレビ等の
広報

（８）一日病
院長、救急
隊長等

（９）救急医
療功労者
等の表彰

その他
（懸垂幕､ﾊﾟﾈﾙ展示等､箇所数･枚数も記入）

北海道
－ －

○ ○ ○ ○ ○ ○ ×
ポスター展示：1箇所

青森県
－ －

× × × ○ × × ○
－

岩手県

・応急処置の実施、人形を
使用した実演
・小児と成人のＢＬＳの実
施

・岩手県ドクターヘリ導入
のポスター展示

○ ○ ○ ○ ○ × ×

－

宮城県
－ －

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
ＨＰ掲載・パンフレット配布等の普及啓発活動・
健康相談・一日救急隊長委嘱ほか

秋田県

・地域薬剤師会主催イベ
ントにおける県作成パンフ
レットの作成、配布

－

× × × ○ × × ×

・大型看板１枚設置
・秋田県救急隊員セミナー後援
・消防庁及び厚生労働省作成の啓発用ポス
ターを関係機関に配布

山形県

・救急電話相談啓発物品
配布
カード66,000枚
パンフ44,000枚
ポスター1,400枚
・小児救急に関する実技
講習会等を開催1箇所

・各市町村へ啓発物品配
布
ポスター1,300枚
パンフ 73,000枚
・住民説明会実施（全市町
村）
・基地病院隣接地区での
住民説明会
・消防署内にポスター掲示
・救急講習会実施時にチ
ラシ配布

○ ○ ○ ○ ○ × ○

・懸垂幕2箇所2枚
・横断幕1箇所1枚
・看板1箇所1枚
・広報車による広報活動
・市報掲載
・保育園・児童館ポスター掲示

福島県

－ ・ドクターヘリ活動実績等
の掲示　　　　　　　　　・東
日本大震災での活動掲示 ○ × ○ ○ × × ×

－

茨城県

・小児救急パンフレット「こ
どもの救急ってどんなと
き」配布
・歯科診療所に対し，小児
救急電話相談事業の紹介
を実施

－

○ ○ ○ ○ ○ × ○

－

栃木県
幼児安全法講習会の実施 パンフレット、普及啓発用

うちわの配布 ○ ○ ○ ○ ○ × ○
鹿沼市で地域医療フォーラムの開催。

群馬県
－ －

× × ○ × ○ × ○
－

埼玉県
－ －

× × × ○ × × ○
－

千葉県

「救急の日」関連パンフ
レットに、日本小児学会作
成のホームページ「こども
の救急」を紹介

－

○ × × ○ × × ○

県庁電光掲示板　１カ所

東京都

1　防災救急フェアにおい
て小児の心肺蘇生法
(AED）等を実施
２　救急業務協力事業所
等と小児救急に関する応
急手当について情報交換
を実施　　　　　　　　　３
保健所と連携し、区内に居
住する親子に対する応急
救護講習を実施

防災救急フェア会場にて
パネル展示による広報を
実施

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

・「東京都の新たな災害医療体制」をテーマに
基調講演、シンポジウムを開催
・東京ＤＭＡＴ関係展示（資器材・東京ＤＭＡＴ
車搭載機材・ユニフォーム等）
・「救急受診ガイドＷＥＢ版」のデモンストレー
ション

神奈川県

常時、小児救急電話相談
事業について、ホーム
ページへ掲載

常時、ドクターヘリ事業に
ついてホームページへ掲
載 × ○ ○ ○ × × ○

－

新潟県
小児救急医療電話相談チ
ラシ等の配布

運航開始についての広報
（新聞、テレビ等） ○ × × ○ ○ × ×

庁内放送による広報

富山県

－ －

○ × × × ○ × ×

・JR富山駅、JR高岡駅でのフロア広告(各１箇
所、各１枚)
・JR富山駅での看板掲出(１箇所、各１枚)
・JR富山駅、JR高岡駅、地鉄富山駅でののぼ
り旗設置(各１箇所、各２本)

石川県
－ －

× × × ○ × × ×
－

福井県
－ －

× × × ○ × × ×
－

山梨県
－ －

○ × × × × × ×
－

長野県
－ －

× × × ○ × × ×
－

岐阜県
－ －

× × × ○ × × ×
－

静岡県
－ －

○ ○ ○ ○ ○ × ○
－

愛知県
－ －

× ○ ○ ○ × × ○
－

三重県

救急医療週間限定ではな
いが訪問や保健所のイベ
ント時に説明を行ってい
る。

－

○ ○ ○ ○ ○ × ×

パンフレット
ホームページに掲載2１
県の広報に連載（Ｈ２４、6月～Ｈ２５、5月まで
月1回）
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都道府県
（１）小児救急に関する普
及啓発活動等の実施

（２）ドクターヘリに関する
普及啓発活動の実施

（３）パンフ
レット等の
配布

（４）心肺蘇
生法の実
技講習

（５）講習
会、研修会
等の実施

（６）ポスタ
－の作成
及び掲示

（７）新聞・
テレビ等の
広報

（８）一日病
院長、救急
隊長等

（９）救急医
療功労者
等の表彰

その他
（懸垂幕､ﾊﾟﾈﾙ展示等､箇所数･枚数も記入）

滋賀県

・新聞（６紙）に救急啓発の
広告を掲載。
・救急フォーラムを開催

－

○ ○ × ○ ○ × ○

－

京都府

管内消防本部・休日急病
診療所と共催にて、小児
救急医療講座を実施

－

○ ○ ○ ○ ○ × ○

管内消防本部主催の「救急フェア」への協力
（健康相談の実施、講演会後援、パンフレット
配布等）

大阪府
－ －

○ × × ○ ○ × ○
－

兵庫県
県広報紙等への掲載 －

× × × ○ × × ○
・小児救急医療の出前講座
・「子ども救急ガイドライン」を作成し、保育所に
送付

奈良県

啓発用パンフレットに小児
救急に関する内容も記載
している

－

○ × × ○ ○ × ×

奈良医療情報ネットで告知

和歌山県
・#8000啓発物資の配布
・子どもの事故予防研修
会

－

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
懸垂幕・のぼり

鳥取県
－ －

○ × × ○ × × ×
－

島根県
－ －

× × × ○ × × ×
－

岡山県

商工会議所・商工会へ依
頼し、小児救急適正受診
啓発記事を会報に掲載（７
箇所）

－

○ ○ ○ ○ ○ × ×

・懸垂幕（１箇所）
・啓発用ポケットティッシュ作成・配布（60,000
部）

広島県

－ －

× × ○ ○ ○ × ○

救急医療関係機関（県・市町・医師会・大学・
消防機関等）合同で，「救急医療体制の維持・
確保に係る共同アピール」を実施

山口県

県政番組にて時間外の適
正受診及び小児救急医療
電話相談の周知を実施

－

× × × ○ ○ × ×

・県内の救急の日関連行事を取りまとめ、県
ホームページに掲載

徳島県

－ ﾄﾞｸﾀｰﾍﾘ運航に向けた訓
練及び住民見学会を実施
(期間中6回) ○ ○ ○ ○ × × ○

－

香川県
－ －

○ × × ○ ○ × ×
県広報誌に救急に関する特集記事を掲載（県
内全世帯約20万世帯へ配布）

愛媛県

「子ども医療情報」を関係
機関にメール配信

－

× × × ○ ○ × ○

－

高知県

新聞全７段１回
※救急の日に限らず、急
病対応ガイドブックを配布
している

－

× × × ○ ○ × ×

ラジオ番組内広報１回、ラジオCM１０回

福岡県

小児救急医療に関する講
演の実施

配布パンフレットにドクター
ヘリについて記載

○ ○ × × ○ × ○

・懸垂幕１箇所１枚
・随時使用する所属封筒に救急の日について
記載
・県のホームページに「救急の日のつどい」に
ついて掲載
・国ポスターについて関係機関に配布、掲示要

佐賀県

小児救急パンフレットの配
布、新聞や県政広報誌等
による＃８０００の広報

県政広報誌へのドクター
ヘリに関する記事の掲載

× × × × ○ × ×

知事の定例記者会見での「救急の日」の紹介
や県の取組の紹介など

長崎県
－ －

× × × × × × ×
－

熊本県

・小児救急に関する資料
の展示
・#8000のカードの作成・配
布

・県・市町村の広報誌、県
政広報番組等を活用し、ド
クターヘリの運航をPR
・リーフレット・DVD作成・
上映

○ × ○ ○ ○ × ○

健康フェスタを実施し、熊本広域大水害の写
真の展示、応急手当講習DVDの上映、テキス
トの配付、AED操作手順チラシの配布

大分県
－ －

× × × ○ × × ×
－

宮崎県

新聞広告
啓発用ポスター、チラシ、
カードを官公庁、幼稚園、
保育所等に配布

－

× × × ○ × × ○

－

鹿児島県
－ －

× × × ○ × × ○
－

沖縄県
－ －

× × × ○ ○ × ○
－

計 23                    11                    25      17      19      41      27      4        25      
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平成24年4月１日現在

都道府県 施設名 施設数 都道府県 施設名 施設数

総合病院釧路赤十字病院 名古屋第一赤十字病院

市立札幌病院 名古屋第二赤十字病院

函館中央病院 名古屋大学医学部附属病院

JA北海道厚生連帯広厚生病院 愛知県厚生農業協同組合連合会安城更生病院

青森県 青森県立中央病院 1 三重県 国立病院機構三重中央医療センター 1

岩手県 岩手医科大学附属病院 1 滋賀県 大津赤十字病院 1

宮城県 仙台赤十字病院 1 京都府 京都第一赤十字病院 1

秋田県 秋田赤十字病院 1 大阪府立母子保健総合医療センター

山形県 山形県立中央病院 1 高槻病院

福島県 福島県立医科大学附属病院 1 愛染橋病院

総合病院土浦協同病院 関西医科大学附属枚方病院

筑波大学附属病院 大阪大学医学部附属病院

水戸済生会総合病院・茨城県立こども病院 大阪市立総合医療センター

自治医科大学附属病院 兵庫県 兵庫県立こども病院 1

獨協医科大学病院 奈良県 奈良県立医科大学附属病院 1

群馬県 群馬県立小児医療センター 1 和歌山県 和歌山県立医科大学附属病院 1

埼玉県 埼玉医科大学総合医療センター 1 鳥取県 鳥取大学医学部附属病院 1

亀田総合病院 島根県 島根県立中央病院 1

東京女子医科大学附属八千代医療センター 倉敷中央病院

東京都都立墨東病院 国立病院機構岡山医療センター

母子愛育会附属愛育病院 県立広島病院

東京女子医科大学病院 広島市立広島市民病院

東邦大学医療センター大森病院 山口県立総合医療センター

帝京大学医学部附属病院 山口大学医学部附属病院

杏林大学医学部付属病院 徳島県 徳島大学病院 1

日本赤十字社医療センター 国立病院機構香川小児病院

日本大学医学部附属板橋病院 香川大学医学部附属病院

昭和大学病院 愛媛県 愛媛県立中央病院 1

東京都立大塚病院 高知県 高知県・高知市企業団立高知医療センター 1

東京都立多摩総合医療センター・小児総合医療センター 福岡大学病院

東京大学医学部附属病院 久留米大学病院

神奈川県立こども医療センター 聖マリア病院

北里大学病院 北九州市立医療センター

東海大学医学部付属病院 九州大学病院

横浜市立大学附属市民総合医療センター 産業医科大学病院

聖マリアンナ医科大学病院 佐賀県 国立病院機構佐賀病院 1

長岡赤十字病院 長崎県 国立病院機構長崎医療センター 1

新潟市民病院 熊本市立熊本市民病院

新潟大学医歯学総合病院 熊本大学医学部附属病院

富山県 富山県立中央病院 1 大分県 大分県立病院 1

石川県 石川県立中央病院いしかわ総合母子医療センター 1 宮崎県 宮崎大学医学部附属病院 1

福井県 福井県立病院 1 鹿児島県 鹿児島市立病院 1

山梨県 山梨県立中央病院 1 沖縄県立中部病院

長野県 長野県立こども病院 1 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター

岐阜県 岐阜県総合医療センター 1 合計 47都道府県 92

聖隷浜松病院

順天堂大学医学部附属静岡病院

静岡県立こども病院

熊本県 2

沖縄県 2

17.総合周産期母子医療センターの整備状況について

山口県 2

香川県 2

愛知県 4北海道

茨城県

栃木県

千葉県

東京都

福岡県 6

大阪府 6

岡山県 2

広島県 2

神奈川県

新潟県

静岡県

4

3

2

2

12

5

3

3
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平成24年4月1日現在

都道府県 認定施設名 施設数 都道府県 認定施設名 施設数

市立函館病院 平鹿総合病院

北海道立江差病院 大館市立綜合病院

八雲総合病院 国立大学法人山形大学医学部附属病院

天使病院 社会福祉法人恩賜財団済生会山形済生病院

北海道社会保険病院 鶴岡市立荘内病院

ＮＴＴ東日本札幌病院 財団法人大原綜合病院

手稲渓仁会病院 財団法人太田綜合病院附属太田西ノ内病院

北海道社会事業協会小樽病院 財団法人竹田綜合病院

岩見沢市立総合病院 独立行政法人国立病院機構福島病院

滝川市立病院 いわき市立総合磐城共立病院

砂川市立病院 株式会社日立製作所日立総合病院

深川市立病院 水戸赤十字病院

日鋼記念病院 JAとりで総合医療センター

王子総合病院 茨城西南医療センター病院

苫小牧市立病院 済生会宇都宮病院

総合病院旭川赤十字病院 大田原赤十字病院

名寄市立総合病院 芳賀赤十字病院

北海道社会事業協会富良野病院 足利赤十字病院

留萌市立病院 佐野厚生総合病院

市立稚内病院 国際医療福祉大学病院

ＪＡ北海道厚生連網走厚生病院 国立大学法人群馬大学医学部附属病院

ＪＡ北海道厚生連遠軽厚生病院 桐生厚生総合病院

広域紋別病院 社会保険群馬中央総合病院

北海道社会事業協会帯広病院 公立藤岡総合病院

市立釧路総合病院 富士重工業健康保険組合総合太田病院

北海道大学病院 前橋赤十字病院

札幌医科大学附属病院 川口市立医療センター

JA北海道厚生連旭川厚生病院 深谷赤十字病院

旭川医科大学病院 埼玉医科大学病院

北見赤十字病院 独立行政法人国立病院機構西埼玉中央病院

独立行政法人国立病院機構弘前病院 さいたま市立病院

八戸市立市民病院 埼玉県立小児医療センター

青森市民病院 済生会川口総合病院

むつ総合病院 自治医科大学附属さいたま医療センター

岩手県立中央病院 さいたま赤十字病院

岩手県立大船渡病院 国保旭中央病院

岩手県立久慈病院 社会保険船橋中央病院

岩手県立中部病院 国保君津中央病院

北上済生会病院 東邦大学医療センター佐倉病院

岩手県立磐井病院 順天堂大学医学部附属浦安病院

岩手県立二戸病院 千葉市立海浜病院

盛岡赤十字病院 成田赤十字病院

宮城県立こども病院 聖路加国際病院

公立刈田綜合病院 東京慈恵会医科大学附属病院

みやぎ県南中核病院 東京医科大学病院

仙台医療センター 慶應義塾大学病院

東北公済病院 順天堂大学医学部附属順天堂医院

仙台市立病院 賛育会病院

大崎市民病院 東京都 東京女子医科大学東医療センター 12

石巻赤十字病院 葛飾赤十字産院

気仙沼市立病院 武蔵野赤十字病院

18.地域周産期母子医療センターの整備状況について

千葉県 7

秋田県 2

山形県 3

北海道 30

福島県 5

茨城県 4

栃木県 6

群馬県 6

埼玉県 9

青森県

岩手県

宮城県

4

8

9
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都道府県 認定施設名 施設数 都道府県 認定施設名 施設数

町田市民病院 独立行政法人国立病院機構長良医療センター

東京都 独立行政法人国立成育医療研究センター 大垣市民病院

独立行政法人国立国際医療研究センター病院 岐阜県立多治見病院

聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 綜合病院高山赤十字病院

国家公務員共済病院連合会総合病院横須賀共済病院 静岡市立静岡病院

小田原市立病院 沼津市立病院

日本医科大学武蔵小杉病院 富士市立中央病院

独立行政法人労働者健康福祉機構横浜労災病院 静岡済生会総合病院

藤沢市民病院 焼津市立総合病院

横浜市立大学附属病院 磐田市立総合病院

昭和大学横浜市北部病院 浜松医科大学医学部附属病院

社会保険相模野病院 浜松医療センター

横浜市立市民病院 総合病院聖隷三方原病院

済生会横浜市東部病院 藤枝市立総合病院

川崎市立川崎病院 名古屋西部医療センター

国立病院機構横浜医療センター 名古屋市立大学病院

茅ヶ崎市立病院 愛知県厚生農業協同組合連合会海南病院

県立新発田病院 公立陶生病院

済生会新潟第二病院 一宮市立市民病院

長岡中央綜合病院 小牧市民病院

県立中央病院 トヨタ記念病院

黒部市民病院 岡崎市民病院

富山市民病院 豊橋市民病院

厚生連高岡病院 半田市立半田病院

市立砺波総合病院 愛知県厚生農業協同組合連合会江南厚生病院

富山大学附属病院 国立大学法人三重大学医学部附属病院

金沢大学附属病院 伊勢赤十字病院

金沢医科大学病院 県立総合医療センター

金沢医療センター 市立四日市病院

福井愛育病院 近江八幡市立総合医療センター

福井県済生会病院 長浜赤十字病院

福井赤十字病院 府立与謝の海病院

市立敦賀病院 独立行政法人国立病院機構舞鶴医療センター

公立小浜病院 舞鶴共済病院

山梨大学医学部附属病院 市立福知山市民病院

独立行政法人国立病院機構甲府病院 綾部市立病院

市立甲府病院 公立南丹病院

富士吉田市立病院 京都府立医科大学附属病院

山梨赤十字病院 京都大学医学部附属病院

飯田市立病院 独立行政法人国立病院機構京都医療センター

信州大学医学部附属病院 京都市立病院

信州上田医療センター 京都第二赤十字病院

長野赤十字病院 京都桂病院

佐久総合病院 日本バプテスト病院

伊那中央病院 三菱京都病院

北信総合病院 済生会京都府病院

諏訪赤十字病院 宇治徳洲会病院

厚生連篠ノ井総合病院 田辺中央病院

公立山城病院

滋賀県 2

京都府 18

静岡県 10

愛知県 11

三重県 4

岐阜県 4

神奈川県

新潟県

富山県

石川県

福井県

山梨県

長野県

5

14

4

5

3

5

9
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都道府県 認定施設名 施設数 都道府県 認定施設名 施設数

大阪府済生会吹田病院 愛媛大学医学部附属病院

市立豊中病院 松山赤十字病院

東大阪市立総合病院 市立宇和島病院

千船病院 愛媛県立新居浜病院

ベルランド総合病院 愛媛県立今治病院

りんくう総合医療センター 独立行政法人国立病院機構九州医療センター

大阪赤十字病院 福岡徳州会病院

淀川キリスト教病院 飯塚病院

近畿大学医学部附属病院 九州厚生年金病院

大阪医科大学附属病院 独立行政法人国立病院機構小倉医療センター

八尾市立病院 福岡市立子ども病院・感染症センター

独立行政法人国立循環器病研究センター 長崎市立市民病院

大阪市立住吉市民病院 佐世保市立総合病院

財団法人田附興風会医学研究所北野病院 長崎大学病院

阪南中央病院 医療法人社団愛育会福田病院

泉大津市立病院 熊本赤十字病院

大阪府立急性期・総合医療センター 大分市医師会立アルメイダ病院

大阪市立大学医学部附属病院 別府医療センター

神戸大学医学部附属病院 中津市立中津市民病院

済生会兵庫県病院 県立宮崎病院

神戸市立医療センター中央市民病院 宮崎市群医師会病院

県立塚口病院 古賀総合病院

兵庫医科大学病院 独立行政法人国立病院機構　都城病院

加古川市民病院 社団法人八日会　藤元早鈴病院

姫路赤十字病院 県立日南病院

公立豊岡病院 県立延岡病院

兵庫県立淡路病院 今給黎総合病院

奈良県 県立奈良病院 1 済生会川内病院

社会保険紀南病院 県民健康プラザ鹿屋医療センター

日本赤十字社和歌山医療センター 県立大島病院

鳥取県 鳥取県立中央病院 1 鹿児島大学医学部・歯学部附属病院

松江赤十字病院 那覇市立病院

益田赤十字病院 沖縄赤十字病院

岡山大学病院 琉球大学医学部附属病院

岡山赤十字病院 合計 46都道府県 284

川崎医科大学附属病院

津山中央病院

広島大学病院

土谷総合病院

独立行政法人国立病院機構呉医療センター

中国労災病院

厚生連尾道総合病院

独立行政法人国立病院機構福山医療センター

市立三次中央病院

国立病院機構岩国医療センター

綜合病院社会保険徳山中央病院

綜合病院山口赤十字病院

済生会下関総合病院

徳島市民病院

徳島赤十字病院

香川県 高松赤十字病院 1

宮崎県 7

鹿児島県 5

愛媛県 5

福岡県 6

沖縄県 3

長崎県 3

熊本県 2

大分県 3

岡山県

広島県

山口県

徳島県

大阪府

兵庫県

和歌山県

島根県

18

9

2

4

7

4

2

2
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20.小児救急電話相談事業実施状況
（平成25年1月22日現在）

携帯電話から
の使用可否

1 北 海 道 ○ ○ 011-232-1599 19:00 ～ 23:00 19:00 ～ 23:00

2 青 森 ○ ○ 017-722-1152 19:00 ～ 翌朝8:00 19:00 ～ 翌朝8:00

3 岩 手 ○ ○ 019-605-9000 19:00 ～ 23:00 19:00 ～ 23:00 看護師対応

4 宮 城 ○ ○ 022-212-9390 19:00 ～ 翌朝8:00 19:00 ～ 翌朝8:00

5 秋 田 ○ ○ 018-884-3373 19:30 ～ 22:30 19:30 ～ 22:30

6 山 形 ○ ○ 023-633-0299 19:00 ～ 22:00 19:00 ～ 22:00

7 福 島 ○ ○ 024-521-3790 19:00 ～ 翌朝8:00 19:00 ～ 翌朝8:00

9:00 ～ 17:00

18:30 ～ 23:30

18:30 ～ 23:30

9 栃 木 ○ ○ 028-600-0099 19:00 ～ 23:00 19:00 ～ 23:00 看護師対応

9:00 ～ 翌朝8:00

18:00 ～ 翌朝8:00

9:00 ～ 翌朝7:00

19:00 ～ 翌朝7:00

12 千 葉 ○ ○ 043-242-9939 19:00 ～ 22:00 19:00 ～ 22:00

13 東 京 ○ ○ 03-5285-8898 17:00 ～ 22:00 9:00 ～ 17:00

14 神 奈 川 ○ ○ 045-722-8000 18:00 ～ 0:00 18:00 ～ 0:00

15 新 潟 ○ ○ 025-288-2525 ― ～ ― 19:00 ～ 22:00

16 富 山 ○ ○ 076-444-1099 19:00 ～ 翌朝9:00 19:00 ～ 翌朝9:00

17 石 川 ○ ○ 076-238-0099 18:00 ～ 翌朝8:00 18:00 ～ 翌朝8:00

9:00 ～ 23:00

19:00 ～ 23:00

19 山 梨 ○ ○ 055-226-3369 19:00 ～ 23:00 19:00 ～ 23:00

20 長 野 ○ ○ 0263-34-8000 19:00 ～ 23:00 19:00 ～ 23:00

21 岐 阜 ○ ○ 058-240-4199 18:00 ～ 翌朝8:00 8:00 ～ 翌朝8:00

22 静 岡 ○ ○ 054-247-9910 18:00 ～ 翌朝8:00 18:00 ～ 翌朝8:00

23 愛 知 ○ ○ 052-262-9900 19:00 ～ 23:00 19:00 ～ 23:00

24 三 重 ○ ○ 059-232-9955 19:30 ～ 23:30 19:30 ～ 23:30

9:00 ～ 翌朝8:00

18:00 ～ 翌朝8:00

19:00 ～ 23:00

15:00 ～ 23:00

27 大 阪 ○ ○ 06-6765-3650 20:00 ～ 翌朝8:00 20:00 ～ 翌朝8:00

9:00 ～ 0:00

18:00 ～ 0:00

8:00 ～ 翌朝8:00

13:00 ～ 翌朝8:00

30 和 歌 山 ○ ○ 073-431-8000 19:00 ～ 23:00 19:00 ～ 23:00

31 鳥 取 ○ ○ 03-5276-9137 19:00 ～ 23:00 9:00 ～ 23:00

32 島 根 ○ ○ 03-3478-1060 19:00 ～ 23:00 9:00 ～ 23:00

33 岡 山 ○ ○ 086-272-9939 19:00 ～ 23:00 18:00 ～ 23:00

34 広 島 ○ ○ 082-505-1399 19:00 ～ 翌朝8:00 19:00 ～ 翌朝8:00

35 山 口 ○ ○ 083-921-2755 19:00 ～ 23:00 19:00 ～ 23:00

36 徳 島 ○ ○ 088-621-2365 18:00 ～ 翌朝8:00 18:00 ～ 翌朝8:00

37 香 川 ○ ○ 087-823-1588 19:00 ～ 翌朝8:00 19:00 ～ 翌朝8:00

38 愛 媛 ○ ○ 089-913-2777 19:00 ～ 翌朝8:00 19:00 ～ 翌朝8:00

39 高 知 ○ ○ 088-873-3090 20:00 ～ 翌朝1:00 20:00 ～ 翌朝1:00 平日は木、金曜日のみ可

40 福 岡 ○ ○

093-662-6700
092-725-2540
0942-37-6116
0948-23-8270

19:00 ～ 翌朝7:00 19:00 ～ 翌朝7:00

41 佐 賀 ○ ○ 0952-30-1255 19:00 ～ 23:00 19:00 ～ 23:00

42 長 崎 ○ ○ 095-822-3308 19:00 ～ 翌朝8:00 19:00 ～ 翌朝8:00

43 熊 本 ○ ○ 096-364-9999 19:00 ～ 0:00 19:00 ～ 0:00

9:00 ～ 17:00

19:00 ～ 翌朝8:00

19:00 ～ 翌朝8:00

45 宮 崎 ○ ○ 0985-35-8855 19:00 ～ 23:00 19:00 ～ 23:00

46 鹿 児 島 ○ ○ 099-254-1186 19:00 ～ 23:00 19:00 ～ 23:00

47 沖 縄 ○ ○ 098-888-5230 19:00 ～ 23:00 19:00 ～ 23:00

47 47

※

○ ○ 097-503-8822

「休日（土曜日含む）」欄の
下段は土曜日の実施時間

○ 0776-25-9955 19:00 ～

「休日」には年末年始の休暇を含む。

19:00 ～ 翌朝8:00
・「休日（土曜日含む）」欄
の上段は日曜日及び祝日、下
段は土曜日の実施時間

計

44 大 分

18:00
「休日（土曜日含む）」欄の
下段は土曜日の実施時間

18:00

0:00

翌朝8:00

23:00

「休日（土曜日含む）」欄の
下段は土曜日の実施時間

～ 23:30

「休日（土曜日含む）」欄の
下段は土曜日の実施時間

19:00 翌朝7:00

29 奈 良 ○ ○ 0742-20-8119

○

○

○

078-731-8899

18

～

～

8 茨 城 ○

26 京 都

18:30

滋 賀 ○

○

群 馬 ○

19:00

10

11 埼 玉

○

25

28 兵 庫

福井 ○

○
「休日（土曜日含む）」欄の
下段は土曜日の実施時間

「休日（土曜日含む）」欄の
下段は土曜日の実施時間

18:00

～

「休日（土曜日含む）」欄の
下段は土曜日の実施時間

18:00

翌朝8:00

「休日（土曜日含む）」欄の
下段は土曜日の実施時間

～○

～

実施時間帯

○

休日（土曜日含む）

～ 翌朝8:00

備　　考

小児救急電話相談連絡先

　＃8000使用 一般ダイヤル回
線（携帯・ダイヤ
ル回線使用可）

平日（月～金）

○ 029-254-9900

03-5524-8135

048-833-7911

077-524-7856

23:00075-661-5596
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地区数 事業数 地区数 事業数 地区数 事業数 地区数 箇所数 地区数 箇所数 地区数 箇所数

1 北 海 道 21 21 21 (21) 21 (21) 21 100% 21 100%
2 青 森 県 6 6 1 (1) 1 (1) 1 17% 5 6 100%
3 岩 手 県 9 9 1 1 1 11% 8 9 100%
4 宮 城 県 7 7 1 (3) 1 (3) 4 5 71% 5 71%
5 秋 田 県 8 8 1 (1) 1 (1) 1 13% 7 8 100%
6 山 形 県 4 7 6 (6) 6 (6) 6 86% 6 86%
7 福 島 県 7 7 1 (1) 1 (1) 5 6 86% 1 7 100%
8 茨 城 県 9 12 2 2 7 (3) 7 (3) 2 11 92% △ 2 9 75%
9 栃 木 県 10 6 6 (6) 6 (6) 6 100% 6 100%
# 群 馬 県 10 5 4 (4) 4 (4) 4 80% 1 5 100%
# 埼 玉 県 14 14 10 (9) 10 (9) 4 (2) 4 (2) 14 100% 14 100%
# 千 葉 県 9 15 4 (4) 4 (4) 6 (3) 6 (3) 2 3 15 100% 15 100%
# 東 京 都 13 13 11 (11) 11 (11) 1 12 92% 12 92%
# 神奈川県 11 14 12 (12) 12 (12) 2 (1) 2 (1) 14 100% 14 100%
# 新 潟 県 7 7 1 (1) 1 (1) 1 14% 5 6 86%
# 富 山 県 4 4 1 (1) 1 (1) 3 4 100% 4 100%
# 石 川 県 4 4 1 1 25% 3 4 100%
# 福 井 県 4 3 2 (6) 2 (6) 1 (1) 3 100% 3 100%
# 山 梨 県 2 2 2 (2) 2 (2) 2 100% 2 100%
# 長 野 県 10 10 1 1 10% 9 10 100%
# 岐 阜 県 5 5 4 (3) 4 (3) 4 80% 1 5 100%
# 静 岡 県 12 12 8 (8) 8 (8) 3 11 92% 1 12 100%
# 愛 知 県 12 12 2 (2) 2 (2) 10 12 100% 12 100%
# 三 重 県 4 10 3 (4) 3 (4) 1 4 8 80% 1 △ 1 8 80%
# 滋 賀 県 7 7 7 (7) 7 (7) 7 100% △ 1 6 86%
# 京 都 府 6 6 6 (6) 6 (6) 6 100% 6 100%
# 大 阪 府 8 8 7 (7) 7 (7) 1 8 100% 8 100%
# 兵 庫 県 10 11 11 (11) 11 (11) 11 100% 11 100%
# 奈 良 県 5 2 2 (2) 2 (2) 2 100% 2 100%
# 和歌山県 7 7 4 (4) 4 (4) 2 (2) 6 86% 1 7 100%
# 鳥 取 県 3 3 2 (2) 2 (2) 1 (1) 3 100% 3 100%
# 島 根 県 7 7 2 2 29% 5 7 100%
# 岡 山 県 5 5 1 (1) 1 (1) 2 (1) 2 (1) 1 4 80% 4 80%
# 広 島 県 14 14 2 (2) 2 (2) 8 (3) 8 (3) 1 (1) 2 13 93% 13 93%
# 山 口 県 8 5 3 (3) 3 (3) 2 5 100% 5 100%
# 徳 島 県 6 3 2 (2) 2 (2) 1 (1) 1 (1) 3 100% 3 100%
# 香 川 県 5 5 3 (3) 3 (3) 1 1 5 100% 5 100%
# 愛 媛 県 6 4 2 (3) 2 (3) 2 50% 2 4 100%
# 高 知 県 4 4 1 (1) 1 (1) 1 25% 2 3 75%
# 福 岡 県 13 4 2 (2) 2 (2) 2 4 100% 4 100%
# 佐 賀 県 5 5 5 (5) 5 100% 5 100%
# 長 崎 県 8 8 1 (1) 1 (1) 2 3 38% 5 8 100%
# 熊 本 県 11 11 6 (3) 6 (3) 6 55% 4 (5) 10 91%
# 大 分 県 6 6 3 (3) 3 (3) 1 (1) 1 (1) 4 67% 4 67%
# 宮 崎 県 7 3 1 (1) 1 (1) 1 (1) 2 67% 1 (1) 3 100%
# 鹿児島県 12 12 3 (1) 3 (1) 2 5 42% 7 12 100%
# 沖 縄 県 5 5 4 (4) 4 (4) 1 (1) 1 (1) 5 100% 5 100%

合　計 370 358 160 (148) 160 (148) 49 (27) 49 (27) 15 (4) 52 (7) 276 77% 69 (6) △ 4 341 95%

※

※

※

※

※

※ (F)の「オンコール体制による確保」欄については、（E）の「整備済地区」欄に計上されている地区は含めない。

平成23年度
に実施

計(B)

県単事業等
整備地区

（国立医療
機関の対

応、地域独
自の取組に
よる対応含

む）
(C)

通常の輪番
制で確保さ
れている地

区
(D)

小児救急医療拠点病院の左数字は地区数、右（　）数字はか所数である。

「国庫補助事業整備地区」及び「県単事業等整備地区」は２３年度までの整備地区(予定を含む)を集計すること。

「小児救急医療支援事業」と「小児救急医療拠点病院」の重複する地区については、「小児救急医療支援事業」欄に計上し、「小児救急医療拠点病院」欄には、その数を含めない

(C)の「県単事業等整備済地区（国立機関による対応、地域独自の取組による対応含む）」欄及び(D)の「通常の輪番制で確保されている地区」欄には、国庫補助事業を実施して
いる地域を含めない。

小児救急医療支援事業 小児救急医療拠点病院
整備済地区

(E)=(A)+(B
)

+(C)+(D)

国庫補助事業整備地区

入院医療
を要する
（二次）
医療圏数

小児
救急
医療
圏数

平成22年度
以前

より実施

21.小児救急医療体制の取組状況（都道府県別）

整備済地区
（オンコー
ル含む、空
白時間他の
ある地区除

く）
(E)+(F)+(G

)

オンコール
体制により
確保されて
いる地区

(F)

小児救急支
援事業実施
地区のうち
空白時間帯
のある地区

(G)

小児救急医療支援事業の左数字は地区数、右（　）数字は事業数である。

(平成23年9月1日現在)

平成22年度
以前

より実施

平成23年度
に実施

計(A)
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(25年１月現在） (25年１月現在） (16年12月現在) (21年10月現在）

1 北 海 道 18年 4月 道庁（保健福祉部医療政策局医療薬務課） 19 88 111 101

2 青 森 県 15年 9月 県庁（医務薬務課） 6 14 23 24

3 岩 手 県 14年 2月 県庁（保健福祉部医療推進課 ） 1 27 25 18

4 宮 城 県 15年10月 県庁（保健福祉部医療整備課） 3 20 19 12

5 秋 田 県 15年 4月 県庁（医務薬事課） 5 18 16 14

6 山 形 県 16年12月 県庁（健康福祉部地域医療対策課） 4 19 9 1

7 福 島 県 16年 1月 県庁（保健福祉部地域医療課） 2 25 17 13

8 茨 城 県 15年 4月 県立中央病院 4 4 23 20

9 栃 木 県 15年 4月 県庁（医事厚生課） 7 10 13 14

10 群 馬 県 15年 6月 県庁（健康福祉部医務課） 2 9 6 6

11 埼 玉 県

12 千 葉 県

13 東 京 都 17年 4月 都庁（福祉保健局医療政策部救急災害医療課） 1 14 0 0

14 神奈川県

15 新 潟 県 14年 4月 県庁（福祉保健部医務薬事課） 7 31 36 25

16 富 山 県 15年 8月 県庁（厚生部医務課） 6 3 7 8

17 石 川 県 15年 4月 県庁（健康福祉部地域医療推進室） 6 16 12 10

18 福 井 県 15年 4月 県立病院 4 13 8 10

19 山 梨 県 未定 4 10 10 8

20 長 野 県 未定 7 43 19 18

21 岐 阜 県 15年12月 県庁（健康福祉部医療整備課） 10 49 10 5

22 静 岡 県 14年 9月 県立総合病院 4 11 13 16

23 愛 知 県 14年 4月 愛知県がんセンター愛知病院 7 9 19 21

24 三 重 県 15年 4月 県庁（健康福祉部） 8 24 4 4

25 滋 賀 県 15年10月 県庁（長浜市立湖北病院） 2 11 4 4

26 京 都 府 15年 4月 府立与謝の海病院 10 15 11 13

27 大 阪 府

28 兵 庫 県 15年 4月 県庁（健康福祉部健康局　医務課） 10 47 9 11

29 奈 良 県 15年 4月 県立五條病院 3 16 9 10

30 和歌山県 15年 4月 県庁（福祉保健部健康局医務課） 2 38 18 15

31 鳥 取 県 24年4月 県庁（福祉保健部健康医療局） 3 12 3 3

32 島 根 県 15年 5月 県庁（医療政策課医師確保対策室） 21 44 27 19

33 岡 山 県 14年 4月 岡山済生会総合病院（済生会） 9 46 29 24

34 広 島 県 13年12月 広島県地域保健医療推進機構 9 17 56 53

35 山 口 県 14年 5月 県庁（地域医療推進室） 5 32 10 8

36 徳 島 県 13年 4月 県庁（医療健康総局） 6 15 19 18

37 香 川 県 15年 4月 県立中央病院 20 19 6 5

38 愛 媛 県 14年 4月 県庁（医療対策課） 11 60 9 6

39 高 知 県 15年 4月 県庁（医療政策・医師確保課） 8 29 48 45

40 福 岡 県 16年 3月 県庁（保健医療介護部） 6 9 23 18

41 佐 賀 県 未定 0 9 1 0

42 長 崎 県 15年 4月 県庁（福祉保健部医療人材対策室） 9 65 4 4

43 熊 本 県 15年 9月 球磨郡公立多良木病院 3 19 18 22

44 大 分 県 15年 8月 県庁（医療政策課） 17 32 38 40

45 宮 崎 県 15年 4月 県庁（医療薬務課） 2 10 22 17

46 鹿児島県 14年 7月 県庁（県立病院局県立病院課） 15 47 16 12

47 沖 縄 県 14年 4月 県立南部医療センター 7 42 7 10

合 計 295 1,091 787 705

※ 診療所数欄はへき地診療所数及び国民健康保険直営診療所数の合計

平成25年1月1日現在40か所設置

へき地医療提供体制整備状況

都道府県
へき地医療支援機構（25年1月1日現在） へき地医療

拠点病院数
へき地診療所

数
備考（無医地区数）

設置年月 設置場所
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へき地保健医療対策予算の概要 

 
(1) へき地医療支援機構の運営         258百万円  →  258百万円   
  都道府県単位の広域的な支援体制を図るため、各都道府県に「へき地医療支援機構」を設置し、 
 支援事業の企画、調整及び医師派遣の実施等を補助する。  
                       
 
(2) へき地医療拠点病院等の運営                1,298百万円  → 1,298百万円   
  へき地における医療の提供など支援事業を実施する医療機関等の運営に必要な経費を補助する。 
    ア へき地医療拠点病院運営費            448百万円 
    イ へき地保健指導所運営費                 30百万円 
    ウ へき地診療所運営費                  821百万円  
 
(3) へき地巡回診療の実施                              49百万円  →   49百万円   
  無医地区等の医療の確保を図るため、医師等の人件費及び巡回診療車等の経費を補助する。 
    ア  巡回診療車〔船〕（医科・歯科）                 
     イ   離島巡回診療ヘリ（医科）                             
     ウ 離島歯科診療班                    
     エ 沖縄へき地歯科診療班                             
    
 
(4) 産科医療機関の運営               323百万円   →   323百万円  
  分娩可能な産科医療機関を確保するため産科医療機関の運営に必要な経費を補助する。 
                                                
 
(5) へき地医療支援機構等連絡会議の開催                       1百万円   →      1百万円 
   各都道府県の情報交換等を図るため、へき地医療支援機構担当者の全国会議を開催する。 
 
 
(6) へき地患者輸送車（艇）運行支援事業                     0百万円  →   34百万円   
    無医地区等における医療提供体制の確保を図るため、無医地区等と近隣医療機関を巡回 
  する患者輸送車（艇）の運行に必要な経費を補助する。 

（平成２4年度予算額） （平成25年度予算（案））  
［ 1,930百万円   →        1,964百万円 ］ （対前年度  34百万円増） 

Ⅰ 予算額 

Ⅱ 内 容 
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へき地保健医療対策検討会報告書（概要） 
 

１ はじめに 

へき地における医療の確保については、昭和 31 年度以来へき地診療所における住民への

医療の提供、へき地医療拠点病院等による巡回診療や代診医派遣、緊急時の輸送手段の確

保や遠隔医療の導入等を推進してきた。 
平成17年度までの第9次へき地保健医療対策においては、へき地医療支援機構を創設し、

平成 18 年度からの第 10 次へき地保健医療対策においては、都道府県ごとにへき地保健医

療計画を整備することとなった。 
 

２ へき地保健医療対策の現状と課題について  

○ 都道府県においてへき地保健医療計画を策定していたのは 29 都道府県であり、「協議

会」の設置と活用実績があったのは 8都道県であった。 

 ○ 自治医科大学卒業医師で 9 年間の義務年限終了後もへき地で勤務を続けているのは

29.5%であった。一方、医師免許取得後にへき地で勤務することを義務付けた地域枠を設

定しているのは 11都道府県であり、特別なカリキュラムを設定しているのは 3都県であ

った。 

○ へき地医療支援機構を設置しているのは 39都道府県であり、へき地を有して未設置で

あるのは 4 県であった。また、当該業務の責任者である専任担当官の活動状況について

は地域ごとに濃淡があった。一方、へき地医療支援機構と「全く関わりがない」と回答

したへき地診療所が 52.4%に及んだ。 

○ へき地医療拠点病院やへき地診療所において、標準医師数を満たしていないのは約

16％であった。へき地診療所の常勤医数は平均 1.2 人で、現在勤務している診療所に 5
年以上勤務が 25.3%、10 年以上勤務が 14.4%存在していた。 

 

３ 国、都道府県、へき地医療を担う医療関係者等が果たすべき役割について 

（１）都道府県は、今後、第１１次へき地保健医療計画策定にあたり、へき地を中心とする

地域医療の分析を行った上で、この度例示する先進事例を参考にして、改善策を具体的

に策定し、これらの取り組みを積極的に公表するとともに、国は研究班を活用するなど

して、そのフォローアップを行うような仕組みを作る必要がある。この際併せて、地域

枠選抜出身医師や自治医科大学卒業医師の活用方法や定着率を上げるための方策につい

ても検討することが重要である。 

（２）国は、全国のへき地医療支援機構の専任担当官等が参加する「全国へき地医療支援機

構等連絡会議（仮称）」を設け、都道府県間の格差の是正や各都道府県間にまたがる事項

の調整などを、国と共同して実行する必要がある。 

（３）へき地医療を担う医師像として、総合的な診療能力を有し、プライマリ・ケアを実践

できる、いわゆる総合医を育成していく必要がある。 

（４）市町村が独自に大学と提携して医師を派遣してもらうシステムや寄付講座を作ってい

るという事例があり、このような取組を参考に、様々な取組方策について検討していた

だきたい。 

（５）大学は、全学生に対する医学教育において、都道府県やへき地医療支援機構と連携し、

地域医療・へき地医療に関する教育を充実することが必要である。 

 

資料 ２ 
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４ へき地医療支援機構の強化と新たな役割について 

へき地医療支援機構は、代診医派遣等の従来の機能を拡充させるため、医育機関やへき

地医療拠点病院と調整しながら、へき地保健医療施策の中心的機関として、地域の実情に応

じたドクタープール機能やキャリアパス育成機能などに主体的に関わることが期待される。 

具体的に国は、本報告書を踏まえて機構が果たすべき役割や位置づけを明確化し、都道

府県等に周知・徹底していくとともに、これら新たな機能を果たすべく、へき地医療支援機

構等の強化に向けて、国、都道府県等は積極的に支援する必要がある。また、配置される専

任担当官はへき地での診療経験を有する医師であって、へき地医療支援機構の責任者として、

へき地医療に関する業務に専念できるような環境を整えることが必要である。なお、へき地

を有しているが機構未設置の県については、設置を行うようにすべきである。 

 

５ 安心して勤務・生活できるキャリアパスの構築について 

○ へき地勤務医等が、自分のキャリア形成や家族への影響について心配することなく勤

務できるような、医師派遣の枠組み作りに必要な対策について検討する必要がある。 

○ キャリアパス作成に当たっては、①へき地勤務医の子育て、家族支援などを考慮に入

れたキャリアデザインの策定、②勤務体制の中で休暇が臨機応変に取得できる体制の構

築、③へき地での勤務に偏らないようにするための体制整備に十分留意する必要がある。 

○ この度、へき地に勤務する医師のキャリアデザインのモデル例を作成したので、都道

府県はこのモデル例を参考にして、関係者間で協議しながら地域にあったキャリアデザ

イン作りに取り組んでいく必要がある。 

○  へき地医療を担う医師のモチベーションを上げていくために、へき地・離島での診療

経験や機構での勤務を評価して、キャリアになるような仕組み作りが必要であるが、新

たな認定制度については現時点では様々な課題があり、直ちに制度化することは難しい

ものの、引き続き関係者と協議しながら研究班等で検討していく必要がある。 

 

６ へき地等における医療提供体制に対する支援について 

（１） へき地医療拠点病院の見直しと新たな支援方策について 

○ へき地医療拠点病院等に対して、医師派遣に係る動機付けを与えるような一層の支

援が求められる。 

○ 一方、へき地医療拠点病院については、今般、診療報酬上の評価指標に選定された

ことや質を確保する観点から、指定要件の見直しも含めて実績や体制にあった新たな

評価指標を設けるよう今後研究班等で検討していく必要がある。 

（２）情報通信技術（ＩＴ）による診療支援について 

へき地等における医療機関の抱える時間的・距離的ハンディを克服するためのツール

として情報ネットワークの整備は不可欠であり、引き続き支援していく必要がある。 

（３）ドクターヘリの活用について 

 へき地医療の現場から、医師や救急車不在を回避するために、ドクターヘリの活用は、

積極的に推進していく必要がある。 

（４）歯科医療、看護職等への支援方策について 

へき地等における歯科医療体制、看護職等への支援方策などについても、原則、

医師等に対する対策と同様の取り組みを行うことが必要であると考える。今後関係

者間での協議や研究班等での検討を踏まえて、具体的な施策に結びつけるよう、国

は引き続き支援していく必要がある。 
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医 政 指 発 ０ ６ １ ７ 第 １ 号 

平成２３年６月１７日 

   

   都道府県 

各  政令市  衛生主管部(局)長 殿 

   特別区  

 

 

             厚生労働省医政局指導課長  

 

 

医療機関等における院内感染対策について 

 

 

 院内感染対策については、「医療施設における院内感染の防止につい

て」（平成17年２月１日医政指発第0201004号厚生労働省医政局指導課長

通知。以下「第0201004号課長通知」という。）、「良質な医療を提供する

体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律の一部の施行

について」（平成19年３月30日医政発第0330010号厚生労働省医政局長通

知）、「薬剤耐性菌による院内感染対策の徹底及び発生後の対応について」

（平成19年10月30日医政総発第1030001号・医政指発第1030002号）等を

参考に貴管下医療施設に対する指導方お願いしているところである。 

 病院内での感染症アウトブレイクへの対応については、通常時からの

感染予防、早期発見の体制整備並びにアウトブレイクが生じた場合の早

期対応が重要となる。今般、第10回院内感染対策中央会議において、各

医療機関等において対策を講ずるべき事項について、提言が取りまとめ

られたことを踏まえ、医療機関等における院内感染対策の留意事項を別

記のとおり取りまとめた。この中では、感染制御の組織化として、感染

制御チームの設置に関する事項を追加するとともに、多剤耐性菌による

アウトブレイク等施設内では対応が困難な事例へ備え、医療機関間の連

携について記載している。またアウトブレイクを疑う基準並びに保健所
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への報告の目安を示している。貴職におかれては、改正の内容について

御了知の上、貴管下医療施設に対する周知及び院内感染対策の徹底につ

いて指導方よろしくお願いする。 

 また、地方自治体等の管下医療機関等による院内感染対策支援ネット

ワークのあり方等に関しては、「院内感染対策中央会議提言について」

（平成23年２月８日厚生労働省医政局指導課事務連絡）を参考にされた

い。 

 なお、本通知は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第245条の４第

１項に規定する技術的助言である事を申し添える。 

 おって、第0201004号課長通知は廃止する。 

 また、第0201004号課長通知における留意事項を取りまとめる際に参

考とした平成15年度厚生労働科学研究費補助金（厚生労働科学特別研究

事業）による「国、自治体を含めた院内感染対策全体の制度設計に関す

る緊急特別研究」（主任研究者：小林寛伊・ＮＴＴ東日本関東病院名誉

院長）の分担研究報告書「医療施設における院内感染（病院感染）の防

止について」（別添）について、引き続き活用されたい。 
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（別 記） 

医療機関等における院内感染対策に関する留意事項 

 

 院内感染とは、①医療機関において患者が原疾患とは別に新たにり患した感

染症、②医療従事者等が医療機関内において感染した感染症のことであり、昨

今、関連学会においては、病院感染（ hospital-acquired infection）や医療

関連感染（ healthcare-associated infection）という表現も広く使用されて

いる。 

 院内感染は、人から人へ直接、又は医療機器、環境等を媒介して発生する。

特に、免疫力の低下した患者、未熟児、高齢者等の易感染患者は、通常の病原

微生物のみならず、感染力の弱い微生物によっても、院内感染を起こす可能性

がある。  

 このため、院内感染対策は、個々の医療従事者ごとに対策を行うのではなく、

医療機関全体として対策に取り組むことが必要である。  

 また、地域の医療機関等でネットワークを構築し、院内感染発生時にも各医

療機関が適切に対応できるよう相互に支援する体制の構築も求められる。 

 

 

（感染制御の組織化） 

 

○ 病院長等の医療機関の管理者が積極的に感染制御に関わるとともに、診療

部門、看護部門、薬剤部門、臨床検査部門、事務部門等の各部門を代表する

職員により構成される「院内感染対策委員会」を設け、院内感染に関する技

術的事項等を検討するとともに、全ての職員に対する組織的な対応方針の指

示や教育等を行うこと。  

○  医療機 関 内の各部署から院内感染に係る情報が院内感染対策委員会に報

告され、院内感染対策委員会から状況に応じた対応策が現場に迅速に還元さ

れる体制を整備すること。  

○ 院内全体で活用できる総合的な院内感染対策マニュアルを整備し、また、

必要に応じて、部門ごとにそれぞれ特有の対策を盛り込んだマニュアルを整

備すること。これらのマニュアルは、最新の科学的根拠や院内体制の実態に

基づき適時見直しを行うこと。  

○ 検体からの薬剤耐性菌の検出情報等、院内感染対策に重要な情報が、臨床

検査部門から診療部門へ迅速に伝達されるよう、院内部門間の感染症情報の

共有体制を確立すること。  

○   感染制御チーム（後述）を設置する場合には、医療機 関 の管理者は、感

染制御チームが円滑に活動できるよう、感染制御チームの院内での位置づけ

277



と役割を明確化し、医療機関内のすべての関係者の理解と協力が得られる環

境を整えること。 

 

 

（ 感 染 制 御 チ ー ム ）  

 

○  病 床 規 模 の 大 き い 医 療 機 関 （ 目 安 と し て 病 床 が 300 床 以 上 ） に お

い て は 、 医 師 、 看 護 師 、 検 査 技 師 、 薬 剤 師 か ら 成 る 感 染 制 御 チ ー ム

を 設 置 し 、 定 期 的 に 病 棟 ラ ウ ン ド （ 感 染 制 御 チ ー ム に よ っ て 医 療 機

関 内 全 体 を く ま な く 、 あ る い は 、 必 要 な 部 署 を 巡 回 し 、 必 要 に 応 じ

て そ れ ぞ れ の 部 署 に 対 し て 指 導 な ど を 行 う こ と を い う 。 ） を 行 う こ

と 。 病 棟 ラ ウ ン ド は 、 可 能 な 限 り １ 週 間 に １ 度 以 上 の 頻 度 で 感 染 制

御 チ ー ム の う ち 尐 な く と も ２ 名 以 上 の 参 加 の 上 で 行 う こ と が 望 ま し

い こ と 。  

○  病 棟 ラ ウ ン ド に 当 た っ て は 、 検 査 室 か ら の 報 告 等 を 活 用 し て 感 染

症 患 者 の 発 生 状 況 等 を 点 検 す る と と も に 、 各 種 の 予 防 策 の 実 施 状 況

や そ の 効 果 等 を 定 期 的 に 評 価 し 、 各 病 棟 に お け る 感 染 制 御 担 当 者 の

活 用 等 に よ り 臨 床 現 場 へ の 適 切 な 支 援 を 行 う こ と 。  

○  感 染 制 御 チ ー ム は 、 医 療 機 関 内 の 抗 菌 薬 の 使 用 状 況 を 把 握 し 、 必

要 に 応 じ て 指 導 を 行 う こ と 。  

○  複 数 の 職 種 に よ る チ ー ム で の 病 棟 ラ ウ ン ド が 困 難 な 中 小 規 模 の 医

療 機 関 （ 目 安 と し て 病 床 が 300 床 未 満 ） に つ い て は 、 必 要 に 応 じ て

地 域 の 専 門 家 等 に 相 談 で き る 体 制 を 整 備 す る こ と 。  

 

 

（標準予防策と感染経路別予防策） 

 

○ 感染防止の基本として、例えば手袋・ガウン・マスク等の個人用防護具を、

感染性物質に接する可能性に応じて適切に配備し、医療従事者にその使用法

を正しく周知したうえで、標準予防策（全ての患者に対して感染予防策のた

めに行う予防策のことを指し、手洗い、手袋やマスクの着用等が含まれる。）

を実施するとともに、必要に応じ、院内部門や、対象患者及び対象病原微生

物等の特性に対応した感染経路別予防策（空気予防策、飛沫予防策、接触予

防策）を実施すること。また、易感染患者を防御する環境整備に努めること。  

○ 近年の知見によると、集中治療室などの清潔領域への入室に際して、履物

交換と個人用防護具着用を一律に常時実施することによる感染防止効果が認

められないことから、院内感染防止を目的としては、必ずしも実施する必要
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はないこと。 

 

 

（手指衛生） 

 

○ 手洗い及び手指消毒のための設備・備品等を整備するとともに、患者処置

の前後には必ず手指衛生を行うこと。 

○   速乾性擦式消毒薬（アルコール製剤等）による手指衛生を実施していても、

アルコールに抵抗性のある微生物も存在するため、必要に応じて水道水と

石けんによる手洗いを実施すること。 

○ 手術時手洗いの方法としては、持続殺菌効果のある速乾性擦式消毒薬（ア

ルコール製剤等）による消毒又は手術時手洗い用の外用消毒薬（クロルヘキ

シジン・スクラブ製剤、ポビドンヨード・スクラブ製剤等）と水道水による

手洗いを基本とし、水道水を使用した手術時手洗いにおいても、最後にアル

コール製剤等による擦式消毒を併用することが望ましいこと。  

 

（職業感染防止）  

 

○ 注射針を使用する際、針刺しによる医療従事者等への感染を防止するため、

使用済みの注射針に再びキャップするいわゆる「リキャップ」を原則として

禁止し、注射針専用の廃棄容器等を適切に配置するとともに、診療の状況等

必要に応じて、針刺しの防止に配慮した安全器材の活用を検討するなど、医

療従事者等を対象とした適切な感染予防対策を講じること。  

 

 

（環境整備と環境微生物調査）  

 

○ 空調設備、給湯設備等、院内感染対策に有用な設備の適切な整備や、院内

の清掃などを行い、院内の環境管理を適切に行うこと。 

○ 環境整備の基本は清掃であるが、その際一律に広範囲の環境消毒を行わな

いこと。血液もしくは体液による汚染がある場合は、汚染局所の清拭除去及

び消毒を基本とすること。  

○ ドアノブ、ベッド柵など、医療従事者や患者が頻繁に接触する箇所につい

ては、定期的に清拭し、必要に応じてアルコール消毒等を行うこと。  

○  多剤耐性菌感染患者が使用した病室等において消毒薬による環境消毒が

必要となる場合は、生体に対する毒性等がないように配慮すること。消毒

薬の噴霧、散布、薫（くん）蒸や紫外線照射などは効果が不確実であるだ
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けでなく、作業者への危険性もあることから、これらの方法については、

単に病室等を無菌状態とすることを目的として漫然と実施しないこと。  

○ 近年の知見によると、粘着マット及び薬液浸漬マットについては、感染防

止効果が認められないことから、原則として、院内感染防止の目的としては、

これらを使用しないこと。  

○ 近年の知見によると、定期的な環境微生物検査は必ずしも施設の清潔度の

指標とは相関しないことから、一律に実施するのではなく、例えば、院内感

染経路を疫学的に把握する際に行う等、必要な場合に限定して実施すること。  

 

 

（医療機器の洗浄、消毒、滅菌）  

 

○ 医療機器を安全に管理し、適切な洗浄、消毒又は滅菌を行うとともに、消

毒薬や滅菌用ガスが生体に有害な影響を与えないよう十分に配慮すること。  

○ 使用済みの医療機器は、消毒、滅菌に先立ち、洗浄を十分行うことが必要

であるが、その方法としては、現場での一次洗浄は極力行わずに、可能な限

り中央部門で一括して十分な洗浄を行うこと。  

 

 

（手術と感染防止） 

 

○ 手術室は、空調設備により周辺の各室に対して陽圧を維持し、清浄な空気

を供給するとともに、清掃が容易にできる構造とすること。  

○ 手術室内を無菌状態とすることを目的とした、消毒薬を使用した広範囲の

床消毒については、日常的に行う必要はないこと。  

 

 

（新生児集中治療部門での対応）  

 

○ 保育器の日常的な消毒は必ずしも必要ではないが、消毒薬を使用した場合

には、その残留毒性に十分注意を払うこと。患児を収容中は、決して保育器

内の消毒を行わないこと。  

○ 新生児集中治療管理室においては、特に未熟児などの易感染状態の患児を

取り扱うことが多いことから、カテーテル等の器材を介した院内感染防止に

留意し、気道吸引や創傷処置においても適切な無菌操作に努めること。  
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（感染性廃棄物の処理）  

○ 感染性廃棄物の処理については、『廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処

理マニュアル』（平成 21 年５月 11 日環廃産発第０９０５１１００１号環境

省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長通知による）に掲げられた基準を遵

守し、適切な方法で取り扱うこと。  

 

 

（医療機関間の連携について）  

 

○ 緊急時に地域の医療機関同士が連携し、各医療機関のアウトブレイクに対

して支援がなされるよう、医療機関相互のネットワークを構築し、日常的な

相互の協力関係を築くこと。  

○ 地域のネットワークの拠点医療機関として、大学病院や国立病院機構傘下

の医療機関、公立病院等地域における中核医療機関、あるいは学会指定医療

機関等が中心的な役割を担うことが望ましいこと。 

 

 

（ 地 方 自 治 体 の 役 割 ）  

 

○ 地方自治体はそれぞれの地域の実状に合わせて、地域における院内感染対

策のためのネットワークを整備し、積極的に支援すること。  

○ 地方衛生研究所等において適切に院内感染起因微生物を検査できるよう、

体制を充実強化すること。  

 

 

（アウトブレイク時の対応）  

 

○  同一医療機関内又は同一病棟内で同一菌種（ここでは、原因微生物が多剤

耐性菌によるものを想定。以下同じ。）による感染症の集積が見られ、疫学

的にアウトブレイクが疑われると判断した場合、当該医療機関は院内感染対

策委員会又は感染制御チームによる会議を開催し、１週間以内を目安にアウ

トブレイクに対する院内感染対策を策定かつ実施すること。  

○  アウトブレイクを疑う基準としては、一例目の発見から４週間以内に、同

一病棟において新規に同一菌種による感染症の発病症例（以下の４菌種は保

菌者を含む：バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌（ VRSA）、多剤耐性緑膿菌

(MDRP)、バンコマイシン耐性腸球菌（ VRE）、多剤耐性アシネトバクター・
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バウマニ（ Acinetobacter baumannii））が計３例以上特定された場合、あ

るいは、同一機関内で同一菌株と思われる感染症の発病症例（抗菌薬感受性

パターンが類似した症例等）（上記の４菌種は保菌者を含む）が計３例以上

特定された場合を基本とすること。  

○  アウトブレイクに対する感染対策を実施した後、新たな感染症の発病症例

（上記の４菌種は保菌者を含む）を認めた場合、院内感染対策に不備がある

可能性が有ると判断し、速やかに通常時から協力関係にある地域のネットワ

ークに参加する医療機関等の専門家に感染拡大の防止に向けた支援を依頼す

ること。 

○  医療機関内での院内感染対策を講じた後、同一医療機関内で同一菌種によ

る感染症の発病症例（上記の４菌種は保菌者を含む）が多数にのぼる場合

（目安として 10名以上となった場合）または当該院内感染事案との因果関係

が否定できない死亡者が確認された場合においては、管轄する保健所に速や

かに報告すること。また、このような場合に至らない時点においても、医療

機関の判断の下、必要に応じて保健所に連絡・相談することが望ましいこと。  

○  報告を受けた保健所は、当該院内感染発生事案に対する医療機関の対応が、

事案発生当初の計画どおりに実施され効果を上げているか、また地域のネッ

トワークに参加する医療機関等の専門家による支援が順調に進められている

か、一定期間、定期的に確認し、必要に応じて指導及び助言を行うこと。そ

の際、医療機関等の専門家の判断も参考にすることが望ましいこと。 

○  保健所は、医療機関からの報告を受けた後、都道府県や政令市等と緊密に

連携をとること。  

282



医
療
機
関
等
に
お
け
る
院
内
感
染
対
策
に
つ
い
て
（
改
正
の
要
点
）

（感
染
制
御
チ
ー
ム
）

・
病
床
規
模
の
大
き
い
医
療
機
関
（目
安
と
し
て
病
床
が
3
0
0
床
以
上
）
に
お
い
て
は
、
医
師
、
看
護
師
、
検
査
技
師
、

薬
剤
師
か
ら
成
る
感
染
制
御
チ
ー
ム
を
設
置
し
、
定
期
的
に
病
棟
ラ
ウ
ン
ド
を
行
う
こ
と
。

・
感
染
症
患
者
の
発
生
状
況
等
を
点
検
、
各
種
の
予
防
策
の
実
施
状
況
や
そ
の
効
果
等
を
定
期
的
に
評
価
し
、
臨

床
現
場
へ
の
適
切
な
支
援
を
行
う
こ
と
。

・
医
療
機
関
内
の
抗
菌
薬
の
使
用
状
況
を
把
握
し
、
必
要
に
応
じ
て
指
導
を
行
う
こ
と
。

（医
療
機
関
間
の
連
携
に
つ
い
て
）

・
緊
急
時
に
地
域
の
医
療
機
関
同
士
が
速
や
か
に
連
携
し
、
各
医
療
機
関
の
ア
ウ
ト
ブ
レ
イ
ク
に
対
し
て
支
援
が
な
さ

れ
る
よ
う
、
医
療
機
関
相
互
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
構
築
し
、
日
常
的
な
相
互
の
協
力
関
係
を
築
く
こ
と
。

（ア
ウ
ト
ブ
レ
イ
ク
時
の
対
応
）

・
医
療
機
関
内
の
対
応
：
ア
ウ
ト
ブ
レ
イ
ク
が
疑
わ
れ
る
と
判
断
し
た
場
合
、
院
内
感
染
対
策
委
員
会
又
は
感
染
制
御

チ
ー
ム
に
よ
る
会
議
を
開
催
し
、
１
週
間
以
内
を
目
安
に
ア
ウ
ト
ブ
レ
イ
ク
に
対
す
る
院
内
感
染
対
策
を
策
定
か
つ
実

施
す
る
こ
と

・
支
援
依
頼
：
ア
ウ
ト
ブ
レ
イ
ク
に
対
す
る
感
染
対
策
を
実
施
し
た
後
、
新
た
な
感
染
症
の
発
病
症
例
を
認
め
た
場
合
、

速
や
か
に
通
常
時
か
ら
協
力
関
係
に
あ
る
地
域
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
参
加
す
る
医
療
機
関
等
の
専
門
家
に
感
染
拡

大
の
防
止
に
向
け
た
支
援
を
依
頼
す
る
こ
と
。

・
報
告
：
同
一
医
療
機
関
内
で
同
一
菌
種
に
よ
る
感
染
症
の
発
病
症
例
が
多
数
に
の
ぼ
る
場
合
（
目
安
と
し
て
1
0
名

以
上
と
な
っ
た
場
合
）
ま
た
は
当
該
院
内
感
染
事
案
と
の
因
果
関
係
が
否
定
で
き
な
い
死
亡
者
が
確
認
さ
れ
た
場
合

に
お
い
て
は
、
管
轄
す
る
保
健
所
に
速
や
か
に
報
告
す
る
こ
と
。

【
新
た
に
追
加
し
た
事
項
】

283



医
師

看
護
師

薬
剤
師

検
査
技
師

感
染
制
御
チ
ー
ム

・
感
染
症
患
者
の
発
生
状
況
等
の
点
検

・
各
種
の
予
防
策
の
実
施
状
況
や
そ
の

効
果
等
を
定
期
的
に
評
価
し
、
臨
床
現

場
へ
の
適
切
な
支
援
を
行
う

・
抗
菌
薬
の
使
用
状
況
を
把
握

し
、
必
要
に
応
じ
て
指
導
を
行
う

感
染
制
御
チ
ー
ム
に
よ
る
定
期
的
な
病
棟
ラ
ウ
ン
ド

・可
能
な
限
り
1
週
間
に
１
度
以
上
の
頻
度

・感
染
制
御
チ
ー
ム
の
う
ち
尐
な
く
と
も
２
名
以
上
の
参
加
が
望
ま
し
い

院
内
感
染
対
策
委
員
会

病
床
規
模
の
大
き
い
医
療
機
関
に
お
け
る
院
内
感
染
対
策
の
体
制
（
概
要
）

病
床
規
模
の
大
き
い
医
療
機
関

（
目
安
と
し
て

30
0床
以
上
）

284



院
内
感
染
対
策
委
員
会

中
小
規
模
の
医
療
機
関
に
お
け
る
院
内
感
染
対
策
の
体
制
お
よ
び
医
療
機
関
間
連
携
（
概
要
）

病
床
規
模
の
大
き
い
医
療
機
関

に
お
け
る
よ
う
な
感
染
制
御
チ
ー

ム
に
よ
る
病
棟
ラ
ウ
ン
ド
が
困
難

医
療
機
関
間
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

感
染
制
御

チ
ー
ム

感
染
制
御

チ
ー
ム

感
染
制
御

チ
ー
ム

感
染
制
御

チ
ー
ム

感
染
制
御

チ
ー
ム

医
療
機
関

（
目
安
と
し
て

30
0床
以
上
）

地
域
の
専
門
家
等
に
相
談

支
援

保
健
所

地
方
自
治
体

地
域
に
お
け
る

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
支
援

中
小
規
模
の
医
療
機
関

（
目
安
と
し
て

30
0床
未
満
）

日
常
的
な
相
互
の

協
力
関
係
を
築
く

285



ア
ウ
ト
ブ
レ
イ
ク
時
の
対
応

（
多
剤
耐
性
菌
を
想
定
）

院
内
感
染
に
よ
る
ア
ウ
ト
ブ
レ
イ
ク
が
疑
わ
れ
る
場
合

（多
剤
耐
性
菌
一
例
目
の
発
見
か
ら
４
週
間
以
内
に
計
3
例
以
上
の

感
染
症
例
の
発
病
症
例
等
）

医
療
機
関
内
の
対
応
：
院
内
感
染
対
策
委
員
会
、
感
染
制
御
チ
ー
ム

新
た
な
感
染
症
の
発
病
症
例
を
認
め
る

地
域
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
参
加
す
る
医
療
機
関
等
の
専
門
家
に

感
染
拡
大
防
止
に
向
け
た
支
援
を
依
頼

同
一
医
療
機
関
内
で
同
一
菌
種
に
よ
る
感
染
症
の

発
病
症
例
が
多
数
に
の
ぼ
る
場
合

（目
安
と
し
て
1
0
名
以
上
）

保
健
所
に
報
告

医
療
機
関
間
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

感
染
制
御
チ
ー
ム

院
内
感
染
対
策
委
員
会 支
援

報
告

指
導
・
助
言

保
健
所地
域
の
専
門
家
に
相
談

286



特
定
の
耐
性
菌
分
離
患
者
数
＊
と
全
国
医
療
機
関

†
の
分
離
率
分
布

 
20

07
年

 
患
者
数

 
（
分
離
率

‡
）

 

20
08
年

 
患
者
数

 
（
分
離
率

‡
）

 

20
09
年

 
患
者
数

 
（
分
離
率

‡
）

 

20
10
年

 
患
者
数

 
（
分
離
率

‡
）

 

20
11
年

 
患
者
数

 
（
分
離
率

‡
）

 

検
体
提
出
患
者
数

 
36

4,
81

8人
 

93
0,

86
1人

 
1,

05
6,

55
5人

 
1,

06
9,

21
6人

 
1,

30
9,

99
3人

 
メ
チ
シ
リ
ン
耐
性
黄
色
ブ

ド
ウ
球
菌
（

M
RS

A）
 

38
,7

93
人

 
（

10
.6

2％
）

 
97

,3
84
人

 
（

10
.4

6％
）

 
10

5,
72

2人
 

（
10

.0
1％

）
 

10
0,

84
5人

 
（

9.
43
％
）

 
11

4,
93

3人
 

（
8.

77
％
）

 
バ
ン
コ
マ
イ
シ
ン
耐
性
黄

色
ブ
ド
ウ
球
菌

（
VR

SA
）

 

0人
 

（
0.

00
％
）

 
0人

 
（

0.
00
％
）

 
0人

 
（

0.
00
％
）

 
0人

 
（

0.
00
％
）

 
0人

 
（

0.
00
％
）

 

バ
ン
コ
マ
イ
シ
ン
耐
性
腸

球
菌

(V
RE
）

 
37
人

 
（

0.
01
％
）

 
30

6人
 

（
0.

03
％
）

 
54

0人
 

（
0.

05
％
）

 
52

0人
 

（
0.

05
％
）

 
40

7人
 

（
0.

03
％
）

 
ペ
ニ
シ
リ
ン
耐
性
肺
炎
球

菌
（

PR
SP
）

 
4,

66
8人

 
（

1.
28
％
）

 
12

,2
34
人

 
（

1.
31
％
）

 
13

,6
62
人

 
（

1.
29
％
）

 
14

,7
69
人

 
（

1.
38
％
）

 
15

,0
62
人

 
（

1.
15
％
）

 
多
剤
耐
性
緑
膿
菌

（
M

D
RP
）

 
86

8人
 

（
0.

24
％
）

 
2,

10
9人

 
（

0.
23
％
）

 
1,

92
8人

 
（

0.
18
％
）

 
1,

87
2人

 
（

0.
18
％
）

 
2,

38
8人

 
（

0.
18
％
）

 
多
剤
耐
性
ア
シ
ネ
ト
バ
ク

タ
ー
属
（

M
D

RA
）

 
18
人

 
（

0.
00
％
）

 
35
人

 
（

0.
00
％
）

 
32
人

 
（

0.
00
％
）

 
55
人

 
（

0.
01
％
）

 
11

5人
 

（
0.

01
％
）

 
カ
ル
バ
ペ
ネ
ム
耐
性
緑
膿

菌
 

5,
54

2人
 

（
1.

52
％
）

 
13

,5
24
人

 
（

1.
45
％
）

 
13

,7
27
人

 
（

1.
30
％
）

 
13

,4
25
人

 
（

1.
26
％
）

 
16

,4
79
人

 
（

1.
26
％
）

 
カ
ル
バ
ペ
ネ
ム
耐
性
セ
ラ

チ
ア

 
70
人

 
（

0.
02
％
）

 
16

2人
 

（
0.

02
％
）

 
17

2人
 

（
0.

02
％
）

 
13

1人
 

（
0.

01
％
）

 
11

8人
 

（
0.

01
％
）

 
第
三
世
代
セ
フ
ァ
ロ
ス
ポ

リ
ン
耐
性
肺
炎
桿
菌

 
48

4人
 

（
0.

13
％
）

 
1,

59
3人

 
（

0.
17
％
）

 
1,

87
5人

 
（

0.
18
％
）

 
2,

05
0人

 
（

0.
19
％
）

 
3,

15
5人

 
（

0.
24
％
）

 
第
三
世
代
セ
フ
ァ
ロ
ス
ポ

リ
ン
耐
性
大
腸
菌

 
1,

69
2人

 
（

0.
46
％
）

 
5,

73
3人

 
（

0.
62
％
）

 
7,

44
6人

 
（

0.
70
％
）

 
9,

19
6人

 
（

0.
86
％
）

 
14

,9
27
人

 
（

1.
14
％
）

 
フ
ル
オ
ロ
キ
ノ
ロ
ン
耐
性

大
腸
菌

 
5,

31
6人

 
（

1.
46
％
）

 
16

,6
30
人

 
（

1.
79
％
）

 
19

,8
32
人

 
（

1.
88
％
）

 
22

,9
96
人

 
（

2.
15
％
）

 
33

,0
00
人

 
（

2.
52
％
）

 

1.
40

 8
.5

8 
40

.6
6 

0.
00

 

0.
00

 
0.

00
 

3.
76

 

0.
00

 
0.

73
 

16
.3

5 

0.
00

 0
.0

6 
10

.4
3 

0.
00

 0
.0

0 
0.

88
 

0.
00

 1
.0

9 
14

.9
5 

0.
00

 0
.0

0 
0.

31
 

0.
00

 0
.9

5 
16

.0
8 

0.
00

 0
.1

0 
7.

08
 

0.
00

 2
.3

6 
29

.7
9 

集
計
対
象
医
療
機
関
の
分
離
率

¶ 
（
％
）
の
分
布

 

入
院
検
体
で
か
つ
、
検
査
法
が
原
則
微
量
液
体
希
釈
法
又
は

Et
es

tと
設
定
さ
れ
た

M
IC
値
が
報
告
さ
れ
て
い
る
検
体
を
集
計

 
M

RS
Aと

VR
Eは

検
査
法
に
よ
ら
ず
菌
名
コ
ー
ド
で
指
定
さ
れ
た
場
合
は
そ
れ
ら
を
含
む

 
＊
分
離
患
者
数
と
検
体
提
出
患
者
数
は

30
日
ご
と
に
重
複
処
理
（
巻
末
資
料
参
照
）
し
て
い
る

 
†
こ
こ
で
は
全
医
療
機
関
は
集
計
対
象
医
療
機
関
を
表
す

 
‡
こ
こ
で
の
分
離
率
は
全
体
の
分
離
率
を
表
す

 
全
体
の
分
離
率

 
＝
（
集
計
対
象
医
療
機
関
の
対
象
菌
の
分
離
患
者
数
合
計
）

÷
（
集
計
対
象
医
療
機
関
の
検
出
提
出
患
者
数
合
計
）

×
10

0 
¶分

離
率
＝
（
対
象
菌
の
分
離
患
者
数
）

÷
（
検
体
提
出
患
者
数
）

×
10

0 
 

 
本
公
開
デ
ー
タ
は
国
内
の
全
医
療
機
関
の
数
値
を
集
計
し
た
デ
ー
タ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

 

デ
ー
タ
集
計
日
：

20
12
年

05
月

21
日

 
公
開
情
報
掲
載
日
：

20
12
年

08
月

08
日
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２
４

．
都

道
府

県
別

医
療

法
人

数

総
数

持
分

有
持

分
無

総
数

持
分

有
持

分
無

総
数

医
科

歯
科

1
北

海
道

2,
43

6
5

2,
43

1
2,

14
6

28
5

25
44

23
23

19
19

6
6

5
1

1,
90

6
1,

38
9

51
7

・
一

人
医

師
医

療
法

人
設

立
認

可

2
青

森
33

9
4

33
5

31
2

23
4

19
1

1
2

2
2

2
2

26
7

21
8

49
 
 
件

数
の

推
移

3
岩

手
33

9
3

33
6

28
8

48
4

39
6

1
5

5
5

5
27

2
22

4
48

昭
和

6
1
年

1
2
月

末
　

　
1
7
9
件

4
宮

城
73

3
9

72
4

65
9

65
3

61
2

2
2

2
7

1
6

6
57

2
50

0
72

昭
和

6
2
年

 
3
月

末
　

　
3
2
0
件

5
秋

田
32

0
4

31
6

29
4

22
8

13
3

3
2

2
2

2
1

1
23

9
19

1
48

昭
和

6
2
年

1
2
月

末
　

　
7
2
3
件

6
山

形
45

2
2

45
0

41
0

40
6

34
3

3
2

1
1

2
2

2
40

1
33

1
70

昭
和

6
3
年

 
3
月

末
　

　
8
1
5
件

7
福

島
79

0
3

78
7

72
4

63
3

45
7

1
6

3
1

2
11

11
11

68
4

59
3

91
昭

和
6
3
年

1
2
月

末
　

1
,
5
5
7
件

8
茨

城
82

8
2

82
6

74
6

80
2

51
6

1
5

24
24

21
3

59
8

50
0

98
平

成
元

年
 
3
月

末
　

2
,
4
1
7
件

9
栃

木
72

6
3

72
3

66
3

60
1

50
6

6
2

2
15

15
15

52
3

45
6

67
平

成
元

年
1
2
月

末
　

6
,
6
2
0
件

1
0

群
馬

76
0

4
75

6
67

6
80

17
71

6
6

1
1

1
1

4
4

4
64

5
54

6
99

平
成

 
2
年

 
3
月

末
　

7
,
2
1
8
件

1
1

埼
玉

2,
21

5
17

2,
19

8
1,

92
1

27
7

10
25

9
13

1
12

1
1

3
1

2
75

75
70

5
1,

85
4

1,
41

6
43

8
平

成
 
2
年

1
2
月

末
　

9
,
4
5
1
件

1
2

千
葉

1,
74

7
11

1,
73

6
1,

48
8

24
8

11
20

5
8

8
6

6
59

2
57

52
5

1,
46

7
1,

09
6

37
1

平
成

 
3
年

 
3
月

末
　

9
,
8
8
1
件

1
3

東
京

5,
01

3
98

4,
91

5
4,

05
7

85
8

21
45

4
17

7
10

1
1

5
3

2
26

2
9

25
3

23
9

14
4,

42
5

3,
16

2
1,

26
3

平
成

 
3
年

1
2
月

末
 
1
1
,
2
9
6
件

1
4

神
奈

川
2,

86
5

39
2,

82
6

2,
38

5
44

1
4

40
8

18
5

13
1

1
4

2
2

79
4

75
71

4
2,

44
0

1,
81

8
62

2
平

成
 
4
年

 
3
月

末
 
1
1
,
5
9
7
件

1
5

新
潟

93
0

7
92

3
83

2
91

23
66

7
2

5
1

1
2

2
14

7
7

7
87

3
72

2
15

1
平

成
 
4
年

1
2
月

末
 
1
3
,
2
0
5
件

1
6

富
山

26
9

6
26

3
23

8
25

3
23

4
2

2
2

2
2

19
6

14
5

51
平

成
 
5
年

 
3
月

末
 
1
3
,
8
2
2
件

1
7

石
川

43
2

5
42

7
39

2
35

4
21

3
3

2
2

8
8

6
2

36
9

28
7

82
平

成
 
5
年

1
2
月

末
 
1
5
,
6
6
5
件

1
8

福
井

29
5

4
29

1
27

1
20

9
6

2
4

23
6

19
1

45
平

成
 
6
年

 
3
月

末
 
1
5
,
9
3
5
件

1
9

山
梨

21
7

3
21

4
19

2
22

3
11

4
4

1
1

5
5

2
3

17
2

14
5

27
平

成
 
6
年

1
2
月

末
 
1
7
,
3
2
2
件

2
0

長
野

70
6

8
69

8
64

7
51

3
43

6
4

2
4

2
2

7
7

6
1

60
4

49
9

10
5

平
成

 
7
年

 
3
月

末
 
1
7
,
8
2
8
件

2
1

岐
阜

66
9

66
9

60
3

66
4

32
10

10
3

3
3

3
3

53
1

44
1

90
平

成
 
7
年

1
2
月

末
 
1
9
,
0
0
8
件

2
2

静
岡

1,
25

9
2

1,
25

7
1,

16
0

97
5

93
3

3
22

22
20

2
1,

13
1

99
8

13
3

平
成

 
8
年

 
3
月

末
 
1
9
,
5
4
5
件

2
3

愛
知

1,
85

4
9

1,
84

5
1,

66
2

18
3

12
16

1
18

2
16

6
3

3
31

31
30

1
1,

48
0

1,
24

0
24

0
平

成
 
8
年

1
2
月

末
 
2
0
,
8
1
2
件

2
4

三
重

62
3

1
62

2
56

2
60

7
47

5
5

2
2

15
15

15
51

7
43

8
79

平
成

 
9
年

 
3
月

末
 
2
1
,
3
2
4
件

2
5

滋
賀

40
4

40
4

36
7

37
2

31
3

3
1

1
6

6
6

35
6

31
1

45
平

成
1
0
年

 
3
月

末
 
2
3
,
1
1
2
件

2
6

京
都

87
8

25
85

3
77

3
80

3
70

6
6

4
1

3
14

14
13

1
70

8
58

7
12

1
平

成
1
1
年

 
3
月

末
 
2
4
,
7
7
0
件

2
7

大
阪

3,
61

2
34

3,
57

8
3,

21
8

36
0

32
2

20
2

18
18

2
16

69
1

68
66

2
3,

31
6

2,
67

5
64

1
平

成
1
2
年

 
3
月

末
 
2
6
,
0
4
5
件

2
8

兵
庫

1,
89

4
19

1,
87

5
1,

67
7

19
8

2
17

3
25

3
22

1
1

2
2

29
1

28
26

2
1,

66
6

1,
38

2
28

4
平

成
1
3
年

 
3
月

末
 
2
7
,
5
0
4
件

2
9

奈
良

43
8

8
43

0
36

8
62

58
3

2
1

1
1

8
8

7
1

34
7

30
5

42
平

成
1
4
年

 
3
月

末
 
2
8
,
9
6
7
件

3
0

和
歌

山
39

2
39

2
37

9
13

3
3

2
2

1
1

4
4

4
31

3
27

1
42

平
成

1
5
年

 
3
月

末
 
3
0
,
3
3
1
件

3
1

鳥
取

32
6

7
31

9
30

0
19

10
2

2
1

1
2

1
1

4
4

4
29

1
22

6
65

平
成

1
6
年

 
3
月

末
 
3
1
,
6
6
4
件

3
2

島
根

34
1

2
33

9
31

1
28

1
18

3
3

4
1

3
3

3
2

1
28

0
22

8
52

平
成

1
7
年

 
3
月

末
 
3
3
,
0
5
7
件

3
3

岡
山

91
9

1
91

8
84

5
73

3
47

15
1

14
8

8
3

3
3

76
4

63
4

13
0

平
成

1
8
年

 
3
月

末
 
3
4
,
6
0
2
件

3
4

広
島

1,
35

9
1

1,
35

8
1,

22
8

13
0

8
10

4
7

1
6

5
5

5
5

4
1

1,
16

5
1,

00
4

16
1

平
成

1
9
年

 
3
月

末
 
3
6
,
9
7
3
件

3
5

山
口

71
6

3
71

3
66

1
52

5
40

4
4

2
2

7
7

7
59

4
53

2
62

平
成

2
0
年

 
3
月

末
 
3
7
,
5
3
3
件

3
6

徳
島

57
8

57
8

53
8

40
2

36
2

2
1

1
9

9
9

49
9

39
3

10
6

平
成

2
1
年

 
3
月

末
 
3
7
,
8
7
8
件

3
7

香
川

50
5

6
49

9
43

5
64

1
41

3
3

2
2

5
5

4
1

40
9

33
6

73
平

成
2
2
年

 
3
月

末
 
3
8
,
2
3
1
件

3
8

愛
媛

88
7

5
88

2
80

6
76

66
7

3
4

4
1

3
2

2
2

75
1

60
4

14
7

平
成

2
3
年

 
3
月

末
 
3
9
,
1
0
2
件

3
9

高
知

38
0

1
37

9
34

9
30

2
6

6
6

1
1

3
3

3
21

8
17

9
39

平
成

2
4
年

 
3
月

末
 
3
9
,
9
4
7
件

4
0

福
岡

2,
52

9
9

2,
52

0
2,

27
2

24
8

9
22

0
20

1
19

9
1

8
23

1
22

21
1

2,
03

7
1,

74
7

29
0

4
1

佐
賀

39
9

1
39

8
34

4
54

28
11

1
10

1
1

10
1

9
9

29
8

24
7

51
＊

一
人

医
師

医
療

法
人

(
再

掲
)

4
2

長
崎

79
8

6
79

2
73

1
61

4
47

6
6

5
2

3
6

2
4

4
64

6
54

2
10

4
 
欄

に
は

、
昭

和
6
1
年

９
月

以
前

に

4
3

熊
本

99
0

3
98

7
91

4
73

10
50

13
13

2
2

2
2

10
10

9
1

78
4

65
9

12
5

 
設

立
さ

れ
た

医
療

法
人

で
、

調
査

4
4

大
分

63
0

6
62

4
56

6
58

7
44

10
3

7
5

1
4

2
2

2
44

8
38

8
60

 
時

点
に

お
い

て
、

医
師

若
し

く
は

4
5

宮
崎

55
1

3
54

8
49

3
55

3
34

10
1

9
1

1
3

3
3

44
7

37
3

74
 
歯

科
医

師
が

常
時

３
人

未
満

の
診

4
6

鹿
児

島
1,

02
4

2
1,

02
2

92
1

10
1

11
47

9
1

8
8

8
4

1
3

3
83

7
67

4
16

3
 
療

所
も

含
ま

れ
て

い
る

。

4
7

沖
縄

45
8

45
8

42
1

37
13

15
3

3
4

4
4

4
2

2
37

1
30

7
64

計
47

,8
25

39
1

47
,4

34
42

,2
45

5,
18

9
27

2
3,

76
9

37
5

49
32

6
9

1
8

16
2

28
13

4
89

3
30

86
3

80
8

55
39

,9
47

32
,1

50
7,

79
7

総
数

特
別

医
療

法
人

（
再

掲
）

財
団

基
金

拠
出

型
法

人
(
再

掲
）

財
団

平
成

２
４

年
３

月
３

１
日

現
在

総
数

総
数

社
団

社
団

 
　

厚
 
生

 
労

 
働

 
大

 
臣

 
所

 
管

 
法

 
人

 
（

再
掲

）

財
団

 
設

 
立

 
認

 
可

 
件

 
数

備
　

　
　

考

一
人

医
師

医
療

法
人

（
再

掲
）

 
都

道
府

県
名

総
数

財
団

総
数

医
　

療
　

法
　

人
　

　
　

（
総

数
）

社
会

医
療

法
人

（
再

掲
）

出
資

額
限

度
法

人
(
再

掲
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平成25年1月1日現在

主 た る 事 務 施 設 の 名 称

所 の 所 在 地 業 務 の 区 分

北 海 道 北光記念病院

救急医療

時計台記念病院

へき地医療

函館渡辺病院

精神科救急医療

北斗病院

救急医療

孝仁会記念病院

救急医療

禎心会病院

救急医療

新札幌恵愛会病院

へき地医療

友愛会恵愛病院

精神科救急医療

日鋼記念病院

天使病院

周産期医療

西岡病院

へき地医療

恵佑会札幌病院

へき地医療

北広島病院

へき地医療

大塚眼科病院

へき地医療

札幌中央病院

救急医療

あつた中央クリニック

へき地医療

網走脳神経外科・ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院

救急医療

製鉄記念室蘭病院

救急医療

北海道循環器病院

へき地医療

札幌北楡病院

へき地医療

札幌しらかば台病院

へき地医療

札幌里塚病院

へき地医療

高橋病院

へき地医療

心臓血管センター北海道大野病院

へき地医療

中村記念病院

救急医療

クラーク病院

へき地医療

平岸病院

精神科救急医療

平成21年3月1日

平成22年9月1日

平成23年3月1日

平成23年3月1日

平成23年3月1日

社会医療法人　製鉄記念室蘭病院
北海道室蘭市
知利別町１丁目４５番地

北海道札幌市豊平区
月寒東２条１８丁目７番２６号

社会医療法人　康和会

社会医療法人社団　カレスサッポロ

札幌市中央区
北１条東４丁目８番地
サッポロファクトリーフロンティ
ア館４階

２５．社会医療法人の認定状況

都 道 府 県

社会医療法人　孝仁会

北海道函館市
湯川町１－３１－１

社会医療法人　北斗

認定年月日

平成20年11月1日

北海道帯広市
稲田町基線７番地５

平成21年3月1日

法人名

平成23年9月1日

平成23年9月1日

平成23年9月1日

社会医療法人　禎心会
北海道札幌市東区
北４４条東８丁目１番６号

社会医療法人　函館渡辺病院

北海道釧路市
芦野１丁目２７番１号

北海道室蘭市
新富町１－５－１３

社会医療法人　秀眸会社会医療法人　秀眸会

社会医療法人　北海道循環器病院

平成22年3月1日

社会医療法人　友愛会
北海道登別市
鷲別町２丁目３２番地１

北海道札幌市北区
北１６条西４丁目２番１７号

北海道札幌市豊平区
西岡４条４丁目１番５２号

平成22年3月1日社会医療法人　母恋

社会医療法人　恵和会

社会医療法人　恵佑会

平成22年3月1日

社会医療法人　明生会

社会医療法人　鳩仁会

社会医療法人　蘭友会

社会医療法人社団　碩心会

社会医療法人　北楡会

北海道網走市
桂町４丁目１番７号

北海道札幌市中央区南９条
西１０丁目１番５０号

社会医療法人社団　即仁会

救急医療
災害医療
小児救急医療

北海道札幌市白石区
本通１４丁目北１番１号

北海道札幌市白石区
東札幌６条６丁目５番１号

平成22年9月1日

平成23年3月1日

社会医療法人　蘭友会

北海道札幌市中央区
南１条西１４丁目２９１番地１９
０

平成22年9月1日

平成23年9月1日

北海道北広島市
栄町１丁目５番地２

平成24年9月1日

平成24年9月1日

社会医療法人　医仁会

北海道札幌市清田区
美しが丘１条６丁目１番５号

北海道札幌市西区
西野４条１丁目１番３０号

社会医療法人　高橋病院

社会医療法人　博友会

平成20年7月10日

北海道赤平市
平岸新光町２丁目１番地

平成24年9月1日

社会医療法人社団　三草会
北海道札幌市東区
本町２条４丁目８番２０号

平成24年9月1日

北海道函館市
元町３２番１８号

平成23年9月1日

北海道札幌市中央区
南２７条西１３丁目１番３０号

平成23年9月1日
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主 た る 事 務 施 設 の 名 称

所 の 所 在 地 業 務 の 区 分
都 道 府 県 認定年月日法人名

北 海 道 洞爺湖温泉診療所

へき地医療

南部病院

救急医療

松平病院

精神科救急医療

総合南東北病院

救急医療

中嶋病院

救急医療

中通総合病院

救急医療

横手興生病院

精神科救急医療

本荘第一病院

へき地医療

佐藤病院

精神科救急医療

山形さくら町病院

精神科救急医療

福島第一病院

救急医療

一陽会病院

精神科救急医療

あづま脳神経外科病院

へき地医療

菅間記念病院

救急医療

黒須病院

救急医療

沼田脳神経外科循環器科病院

救急医療
へき地医療

関越病院

救急医療

行田総合病院

救急医療

小児救急医療

さいたま市民医療センター

救急医療

小児救急医療

圏央所沢病院

救急医療

習志野第一病院

救急医療

千葉西総合病院

救急医療

船橋二和病院

救急医療

小児救急医療

木更津病院

精神科救急医療

袖ヶ浦さつき台病院

精神科救急医療

千葉脳神経外科病院

救急医療

名戸ケ谷病院

救急医療

平成21年4月1日

社会医療法人社団　健脳会
千葉県千葉市稲毛区
長沼原町４０８番地

平成23年4月1日

平成23年4月1日

社会医療法人　興生会
秋田県横手市
根岸町８番２１号

北海道虹田郡洞爺湖町
高砂町３７番地

社会医療法人　慈恵会

千葉県柏市
名戸ケ谷６８７番地の４

青森県三戸郡南部町大字
沖田面字千刈３６番地２

秋田県秋田市南通
みその町３番３３号

社会医療法人　康陽会

千葉県袖ヶ浦市長浦駅前
５丁目２１番地

平成22年4月1日

平成20年12月1日

平成21年2月1日

平成25年1月1日

平成22年8月26日

平成24年9月1日

平成23年10月1日

秋 田 県

社会医療法人　博進会

社会医療法人　木下会

社会医療法人　博進会

社会医療法人　博愛会

社会医療法人　松平病院

社会医療法人  福島厚生会

社会医療法人社団　千葉県勤労者医療協会

千葉県習志野市
津田沼５－５－２５

福島県福島市
八島町１５番２７号

社会医療法人　明和会

社会医療法人　青嵐会

埼玉県さいたま市西区
大字島根２９９－１

社会医療法人　恵生会

社会医療法人社団　蛍水会

社会医療法人　壮幸会

千葉県千葉市花見川区
幕張町４丁目５２４番地の２

社会医療法人社団
新都市医療研究会〔関越〕会

社会医療法人　菊田会

千葉県木更津市
岩根２丁目３番１号

社会医療法人社団　同仁会

社会医療法人　さいたま市民医療セン
ター

埼玉県行田市
持田３７６番地

社会医療法人社団　さつき会

福島県福島市大森字
柳下１６番地の１

群 馬 県

社会医療法人　輝城会

栃 木 県

福 島 県

社会医療法人　一陽会

福島県福島市北沢又字
成出１６番地の２

平成23年4月1日平成23年4月1日

平成20年11月1日

平成22年1月1日

平成21年7月1日

山 形 県

平成25年1月1日

平成22年8月26日平成22年8月26日

平成25年1月1日

平成22年8月26日

群馬県沼田市
栄町８

平成21年4月1日

青 森 県

千 葉 県

平成21年1月1日

平成23年5月1日

栃木県那須塩原市
大黒町２番５号

青森県八戸市大字新井田
字出口平１７番地

平成23年12月1日

社会医療法人　二本松会

平成23年12月1日

平成22年4月1月

平成22年4月1日

千葉県松戸市
金ヶ作１０７番地の１

山形県山形市桜町
２番７５号

埼 玉 県

宮 城 県
社会医療法人　将道会

宮城県岩沼市里の杜
１丁目２番５号

平成23年12月1日

社会医療法人　至仁会

栃木県さくら市
氏家２６５０番地

埼玉県鶴ヶ島市
大字脚折１４５－１

社会医療法人　公徳会
山形県南陽市椚塚
９４８番地の１

平成24年4月1日
埼玉県所沢市東狭山ケ丘
四丁目２６９２番地１

社会医療法人　秀公会

秋田県由利本荘市
岩渕下１１０

宮城県仙台市宮城野区
大梶１５番２７号

平成21年10月1日
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主 た る 事 務 施 設 の 名 称

所 の 所 在 地 業 務 の 区 分
都 道 府 県 認定年月日法人名

東大和病院

救急医療

武蔵村山病院

救急医療

立川相互病院

救急医療

河北総合病院

救急医療
小児救急医療

牧田総合病院

救急医療

南町田病院

救急医療

等潤病院

救急医療

東名厚木病院

救急医療

大船中央病院

救急医療

三之町病院

救急医療

桑名病院

救急医療

下越病院

災害医療

恵寿総合病院

救急医療

松原病院

精神科救急医療

加納岩総合病院

救急医療

相澤病院

救急医療

菅平高原クリニック

へき地医療

城西病院

精神科救急医療

丸の内病院

周産期医療

諏訪共立病院

救急医療

木沢記念病院

救急医療

松波総合病院

救急医療

養南病院

精神科救急医療

東栄町国民健康保険東栄病院

へき地医療

一宮西病院

救急医療

八千代病院

救急医療

成田記念病院

救急医療

名古屋記念病院

救急医療
小児救急医療

平成21年4月1日

平成24年10月1日

平成21年4月1日

平成22年4月1日

平成20年11月1日

平成20年12月1日

社会医療法人　名古屋記念財団

愛知県安城市
住吉町２丁目２番７号

石 川 県

社会医療法人社団　正志会

社会医療法人　嵐陽会

社会医療法人財団　河北医療財団

新 潟 県

神 奈 川 県

東 京 都

社会医療法人　新潟勤労者医療協会

社会医療法人　桑名恵風会
新潟県新潟市東区
河渡甲１４０番地

社会医療法人社団　慈生会

社会医療法人財団　互恵会

平成23年10月1日

平成21年4月1日

平成24年4月1日

東京都杉並区
阿佐谷北１丁目７番３号

社会医療法人財団　松原愛育会

新潟県新潟市秋葉区
東金沢１４５９-1

神奈川県鎌倉市
大船６－２－２４

社会医療法人財団　せせらぎ会

東京都町田市
鶴間１００８番地の１

平成23年4月1日

平成21年11月1日

平成20年10月1日

平成23年4月1日

平成21年4月1日

長野県諏訪郡下諏訪町214
番地

長野県松本市
城西１丁目５番１６号

長野県松本市
渚１丁目７番４５号

平成23年12月1日

岐阜県羽島郡笠松町
泉町１１番地

平成21年4月1日

愛知県豊橋市
羽根井本町１３４

愛知県名古屋市天白区
平針３０５番地

愛知県一宮市奥町
字下口西８９番地１

平成22年4月1日

平成21年4月1日

平成24年9月1日

平成21年9月1日

平成21年4月1日

社会医療法人財団　新和会

岐阜県美濃加茂市
古井町下古井５９０

愛知県北設楽郡東栄町
大字三輪字上栗５番地

社会医療法人　加納岩

社会医療法人　城西医療財団

長野県佐久市
中込３丁目１５番地６

長 野 県

社会医療法人社団　三思会

岐阜県海津市南濃町
津屋１５０８番地

社会医療法人　蘇西厚生会

社会医療法人　南信勤労者医療協会

東京都足立区一ツ家
四丁目３番４号

社会医療法人財団　仁医会

社会医療法人財団　董仙会

社会医療法人　緑峰会

社会医療法人　杏嶺会

社会医療法人　明陽会

平成20年10月1日

山 梨 県

長野県松本市
本庄２－５－１

石川県金沢市
石引４丁目３番５号

社会医療法人社団　健生会

山梨県山梨市
上神内川１３０９

平成21年11月1日

平成22年10月1日

平成23年4月1日

石川県七尾市
富岡町９４番地

東京都大田区大森北
１丁目３４番６号

平成23年10月1日

新潟県三条市本町
五丁目２番３０号

岐 阜 県

東京都立川市錦町
１丁目１６番１５号

神奈川県厚木市
船子２３２番地

東京都大田区大森北
１丁目３４番６号

山 梨 県

平成23年4月1日

社会医療法人財団　慈泉会

社会医療法人財団　仁医会

社会医療法人財団　大和会

社会医療法人　厚生会

社会医療法人　恵仁会

東京都東大和市
南街１－１３－１２

社会医療法人　抱生会

愛 知 県
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主 た る 事 務 施 設 の 名 称

所 の 所 在 地 業 務 の 区 分
都 道 府 県 認定年月日法人名

大同病院

救急医療
小児救急医療

総合大雄会病院

救急医療
小児救急医療
災害医療

総合心療センターひなが

精神科救急医療

鈴鹿回生病院

救急医療

岡波総合病院

救急医療

草津総合病院

救急医療
災害医療

第二岡本総合病院

救急医療

堀川病院

救急医療

太秦病院

救急医療

大島病院

救急医療

千船病院

救急医療
小児救急医療
周産期医療

高槻病院

救急医療
小児救急医療
周産期医療
加納総合病院
北大阪病院

救急医療

中野こども病院

小児救急医療

府中病院

救急医療

ベルランド総合病院

救急医療
小児救急医療

佐野記念病院

救急医療

総合病院多根病院

救急医療

馬場記念病院

救急医療

若草第一病院

救急医療

森之宮病院

救急医療

総合病院南大阪病院

救急医療

守口生野記念病院
萱島生野病院
浪速生野病院

救急医療

本田病院

救急医療

上山病院

救急医療

平成22年1月1月

社会医療法人　峰和会
三重県鈴鹿市国府町
字保子里１１２番地の１

平成23年11月1日

社会医療法人　ペガサス

平成23年4月1日

社会医療法人　太秦病院

社会医療法人　景岳会

社会医療法人　真美会

社会医療法人　盛和会

社会医療法人　大道会

大阪府大阪市鶴見区
鶴見４丁目１番３０号

大阪府大阪市西区境川
１丁目２番３１号

大阪府泉佐野市中町
３丁目４番５号

大阪府大阪市旭区
新森４丁目１３番１７号

大阪府大阪市城東区東中浜
１丁目５番１号

大阪府和泉市肥子町
１丁目１０番１７号

大阪府寝屋川市
秦町１５番３号

社会医療法人　山弘会

京都府京都市右京区
太秦帷子ノ辻町３０番地

社会医療法人　誠光会

大阪府大阪市西淀川区
佃２丁目２番４５号

平成21年1月1日

社会医療法人　若弘会

社会医療法人　協和会
大阪府大阪市北区
天神橋７丁目５番２６号

大阪府守口市佐太中町６丁
目１７番３３号

社会医療法人　きっこう会

社会医療法人　宏潤会

社会医療法人　弘仁会

社会医療法人　生長会

大阪府大阪市浪速区日本橋
４丁目７番１７号

平成20年9月1日

平成22年1月1日

平成22年1月1月

平成21年1月1日

平成21年1月1日

平成21年7月1日

平成21年1月1日平成21年1月1日

平成21年1月1日

愛知県名古屋市南区
白水町９番地

平成21年4月1日

京都府京都市上京区
堀川通今出川上ル
北舟橋町８６５番地

平成21年4月1日

平成21年4月1日

三重県四日市市日永
５０３９番地

平成22年7月1日

平成22年7月1日

大阪府堺市西区浜寺船尾町
東４丁２４４番地

滋 賀 県

社会医療法人　居仁会

社会医療法人　愛仁会

京都府京都市伏見区
京町９丁目５０番地

平成22年3月5日

大阪府大阪市住之江区東加
賀屋１丁目１８番１８号

社会医療法人　畿内会

社会医療法人　岡本病院（財団）

滋賀県草津市矢橋町１６６０

社会医療法人　西陣健康会

三重県伊賀市
上野桑町１７３４番地

平成21年1月1日

平成22年4月1月

平成21年1月1日

社会医療法人　弘道会

京都府京都市伏見区
桃山町泰長老１１５番地

京 都 府

平成24年11月1日

社会医療法人　栄公会

三 重 県

社会医療法人　大雄会
愛知県一宮市
桜１丁目９番９号

平成24年4月1日

愛 知 県

大 阪 府
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主 た る 事 務 施 設 の 名 称

所 の 所 在 地 業 務 の 区 分
都 道 府 県 認定年月日法人名

阪南中央病院

周産期医療
小児救急医療

耳原総合病院

救急医療

八尾総合病院

救急医療

畷生会脳神経外科病院

救急医療

河崎病院

救急医療

みどりヶ丘病院

救急医療

大野記念病院

救急医療

豊中渡辺病院

救急医療

明治橋病院

救急医療

西宮渡辺病院

救急医療

製鉄記念広畑病院

救急医療

高井病院

救急医療

北出病院

救急医療

山本病院

救急医療

渡辺病院

精神科救急医療

医療福祉センター倉吉病院

精神科救急医療

六日市病院

救急医療

西川病院

精神科救急医療

安来第一病院

精神科救急医療

加藤病院

へき地医療

哲西町診療所

へき地医療

金田病院

救急医療

光生病院

救急医療

水島中央病院

救急医療

倉敷平成病院

救急医療

岡山中央病院

救急医療

心臓病センター榊原病院

へき地医療

希望ヶ丘ホスピタル

精神科救急医療

日本原病院

へき地医療

社会医療法人　慈薫会
大阪府貝塚市
水間２４４番地

平成24年1月1日

社会医療法人　寿楽会
大阪府大阪市西区
南堀江１丁目３番５号

平成25年1月1日

平成25年1月1日

社会医療法人　清和会

社会医療法人　渡邊高記念会

社会医療法人　製鉄記念広畑病院

大阪府松原市
三宅西１丁目３５８番地３

社会医療法人　阪南医療福祉センター

兵 庫 県 兵庫県西宮市室川町１０番２
２号

平成23年4月1日

鳥 取 県

社会医療法人　緑壮会

社会医療法人　光生病院

大阪府堺市堺区
老松町２丁目５８番１号

社会医療法人　同仁会

社会医療法人　信愛会

大阪府豊中市
服部西町３丁目１番８号

大阪府松原市
南新町３丁目３番２８号

社会医療法人　祐生会
大阪府高槻市
真上町３丁目１３番１号

社会医療法人　純幸会

社会医療法人　仁寿会

社会医療法人　石州会

兵庫県姫路市広畑区
夢前町３丁目１番地

社会医療法人　垣谷会

社会医療法人　哲西会

社会医療法人　全仁会

社会医療法人　水和会

奈 良 県

岡 山 県
平成21年3月2日

大阪府八尾市
沼１丁目４１番地

平成22年4月1日

大阪府交野市
私部２丁目１１番３８号

平成25年1月1日

岡山県倉敷市
老松町４－３－３８

平成22年7月1日

平成23年1月1日

平成20年10月1日

平成23年1月1日

平成22年12月1日

平成23年1月1日

平成21年7月27日

平成24年8月1日

平成22年10月1日

平成20年10月1日

平成22年4月1日

平成21年1月1日

岡山県新見市
哲西町矢田３６０４

平成21年12月1日

島根県鹿足郡吉賀町
六日市３６８番地４

島根県浜田市港町
２９３－２

社会医療法人　昌林会

鳥取県鳥取市
東町３丁目３０７番地

社会医療法人　黎明会

鳥取県倉吉市
山根４３番地

岡山県岡山市北区
奉還町２－１８－１９

岡山県真庭市西原６３

岡山県倉敷市
水島青葉町４－５

和歌山県御坊市湯川町
財部７２８番地の４

島根県邑智郡川本町
大字川本３８３番地

平成21年1月1日

平成23年8月1日

平成20年11月26日
島根県安来市安来町
８９９番地１

岡山県岡山市北区
厚生町３丁目８番３５

平成23年4月1日

平成22年4月1日

岡山県津山市
日本原３５２

平成22年10月1日

島根県安来市安来町
８９９番地１

社会医療法人　清風会

社会医療法人　明和会 医療福祉セン
ター

平成25年1月1日

奈良県天理市
蔵之庄町４６１番地の２

社会医療法人　高清会

平成23年1月1日

社会医療法人　医真会

社会医療法人社団　十全会
岡山市北区中井町
２丁目５番１号

社会医療法人　仁厚会

和 歌 山 県

社会医療法人　博寿会
和歌山県橋本市東家
６丁目７番２６号

平成24年9月26日

社会医療法人　高見徳風会
岡山県津山市
田町１１５

平成23年12月1日

社会医療法人　昌林会

平成23年8月1日

社会医療法人　鴻仁会

大 阪 府

島 根 県
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主 た る 事 務 施 設 の 名 称

所 の 所 在 地 業 務 の 区 分
都 道 府 県 認定年月日法人名

寺岡記念病院

救急医療

脳神経センター大田記念病院

救急医療

興生総合病院

救急医療
災害医療

神原病院

救急医療

沼隈病院

救急医療

周南記念病院

救急医療

尾中病院

救急医療

藍里病院

精神科救急医療

川島病院

へき地医療

総合病院回生病院

救急医療
災害医療

麻田総合病院

へき地医療

村上記念病院

救急医療

西条中央病院

小児救急医療

第一病院

救急医療

瀬戸内海病院

救急医療

石川病院

救急医療

近森病院

救急医療
災害医療

福岡記念病院

救急医療

木村病院

救急医療

聖マリア病院

救急医療
災害医療
小児救急医療
周産期医療

小波瀬病院

救急医療

栄光病院

救急医療

新小文字病院
新行橋病院
福岡新水巻病院

救急医療

福岡和白病院

救急医療
災害医療

戸畑共立病院

救急医療

徳 島 県

社会医療法人　川島会
徳島県徳島市
北佐古一番町１番３９号

平成25年1月1日

福岡県久留米市
津福本町４２２番地

愛媛県今治市北宝来町
２丁目４番地９

愛媛県西条市朔日市８０４番
地

社会医療法人　同仁会 平成21年11月1日

広島県福山市赤坂町大字
赤坂１３１３番地

平成21年4月1日

平成21年9月1日

平成21年3月1日

香川県坂出市
室町３丁目５番２８号

愛媛県四国中央市
上分町７３２番地１

香川県丸亀市津森町
２１９番地

愛媛県西条市大町
７３９番地

福岡県京都郡苅田町大字新
津１５９８番地

福岡県糟屋郡志免町
別府西３丁目８番１５号

福岡県北九州市門司区
大里新町２番５号

愛媛県今治市宮下町
１丁目１番地２１号

社会医療法人社団　陽正会

社会医療法人　里仁会

社会医療法人財団　大樹会

社会医療法人　あいざと会

福岡県福岡市早良区
西新１丁目１番３５号

社会医療法人　祥和会

社会医療法人　雪の聖母会

社会医療法人　石川記念会

社会医療法人　定和会

社会医療法人　尾中病院

社会医療法人　真泉会

香 川 県

社会医療法人　栄光会

山 口 県

愛 媛 県

高 知 県

社会医療法人社団　沼南会

社会医療法人財団　エム・アイ・ユー

広 島 県

平成21年10月1日

広島県福山市
新市町大字新市３７番地

平成22年4月1日

平成22年4月1月

平成22年4月1日

平成23年4月1日

平成23年12月1日

平成21年4月1日

平成21年3月1日

平成22年4月1日
福岡県北九州市戸畑区
沢見二丁目５番１号

平成21年12月1日

平成22年1月1日

平成20年10月1日

広島県福山市沼隈町大字
常石１０８３番地

福岡県福岡市博多区
千代２丁目１３番１９号

平成21年12月1日

山口県宇部市常盤町
２－４－５

社会医療法人社団　更生会

広島県三原市円一町
２丁目５番１号

社会医療法人　同心会

山口県下松市
生野屋南１－１０－１

社会医療法人　生きる会

社会医療法人　近森会

徳島県板野郡上板町
佐藤塚字東２８８番地３

広島県福山市沖野上町
３丁目６番２８号

平成24年12月1日

社会医療法人　大成会

平成21年12月1日

平成20年11月1日

平成22年1月1日
高知県大川筋１丁目１番１６
号

社会医療法人　共愛会

社会医療法人　陽明会

社会医療法人財団　池友会

平成21年1月1日

平成21年12月1日

社会医療法人社団　至誠会

平成20年12月1日

福 岡 県
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主 た る 事 務 施 設 の 名 称

所 の 所 在 地 業 務 の 区 分
都 道 府 県 認定年月日法人名

那珂川病院

救急医療

製鉄記念八幡病院

救急医療

新古賀病院

救急医療

山元記念病院

救急医療

長崎記念病院

救急医療
小児救急医療

井上病院

救急医療

健友会上戸町病院

救急医療

熊本リハビリテーション病院

へき地医療

熊本整形外科病院

へき地医療

宇城総合病院

救急医療

菊陽病院

精神科救急医療

天草慈恵病院

救急医療

益城病院

へき地医療

天心堂へつぎ病院

救急医療

大分岡病院

救急医療

佐賀関病院

へき地医療

大分三愛メディカルセンター

救急医療
災害医療

大久保病院

救急医療

川嶌整形外科病院

救急医療

佐伯市国民健康保険米水津診療所

へき地医療

千代田病院

救急医療

古賀総合病院

周産期医療

サザン・リージョン病院

救急医療

整形外科米盛病院

救急医療

ウエルフェア九州病院

精神科救急医療

田上病院

へき地医療

相良病院

へき地医療

大隅鹿屋病院

救急医療

社会医療法人　稲穂会
熊本県天草郡苓北町
上津深江２７８番地１０

平成24年4月1日

平成24年11月1日

社会医療法人社団　大久保病院
大分県竹田市久住町
大字栢木６０２６番地の２

平成23年10月18日

社会医療法人　泉和会
宮崎県日向市
大字日知屋字古田町８８番地

平成21年1月5日

社会医療法人　玄真堂
大分県中津市
大字宮夫１４番地１

宮 崎 県

社会医療法人　鹿児島愛心会 平成23年4月1日
鹿児島県鹿屋市
新川町６０８１番地１

平成21年11月1日
大分県大分市
佐賀関７５０－８８

社会医療法人　関愛会

大分県大分市西鶴崎
３丁目７番１１号

平成21年4月1日

平成24年12月1日

平成22年4月1日

平成21年4月1日

社会医療法人財団　天心堂
大分県大分市大字中戸次
字二本木５９５６番地

平成20年10月8日

佐 賀 県

社会医療法人　聖医会

鹿児島県枕崎市
白沢北町１９１番地

平成21年4月1日

社会医療法人　敬和会

平成21年9月1日

平成21年4月1日

宮崎県宮崎市池内町
数太木１７４９番地１

社会医療法人　同心会

平成21年11月1日

鹿児島県鹿児島市
松原町３番３１号

社会医療法人　博愛会

社会医療法人　慈生会

鹿児島県鹿児島市
草牟田２丁目２９番５０号

鹿児島県枕崎市
緑町２２０番地

社会医療法人　春回会

社会医療法人　長崎記念病院

長崎県長崎市宝町
６番８号

大分県佐伯市
常盤東町６番３０号

長崎県長崎市深堀町
１丁目１１番５４

社会医療法人　緑泉会

大分県大分市市１２１３

平成24年4月1日

平成23年12月1日

社会医療法人　喜悦会

社会医療法人財団　健友会

平成23年4月1日

平成23年4月1日

社会医療法人　義順顕彰会

社会医療法人　謙仁会

社会医療法人　小寺会

佐賀県伊万里市
二里町八谷搦１３番地５

長 崎 県

鹿児島県西之表市
西之表７４６３番地

長崎県長崎市宝町
６番８号

熊 本 県

平成21年1月1日

平成24年11月1日

社会医療法人社団　熊本丸田会
熊本県熊本市中央区
九品寺１丁目１５番７号

長崎県長崎市下町１１号

社会医療法人　製鉄記念八幡病院

社会医療法人財団　健友会

社会医療法人　天神会
福岡県久留米市天神町１２０
番

福岡県北九州市八幡東区春
の町一丁目１番１号

社会医療法人　三愛会

社会医療法人　芳和会
熊本県熊本市中央区神水
１丁目１４番４１号

社会医療法人　黎明会
熊本県宇城市
松橋町久具６９１番地

平成23年5月1日

平成23年4月1日

平成22年9月1日

平成24年4月1日

福岡県福岡市南区
向新町二丁目１７番１７号

平成25年1月1日

平成22年4月1日

社会医療法人　ましき会
熊本県上益城郡益城町
惣領１５３０番地

鹿 児 島 県

福 岡 県

大 分 県
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主 た る 事 務 施 設 の 名 称

所 の 所 在 地 業 務 の 区 分
都 道 府 県 認定年月日法人名

植村病院

救急医療

白石病院

へき地医療

市比野記念病院

へき地医療

ハートライフ病院

救急医療

中頭病院

救急医療
小児救急医療

浦添総合病院

救急医療

豊見城中央病院

救急医療

海老名総合病院

救急医療

東埼玉総合病院

救急医療

川崎幸病院

救急医療

狭山病院

救急医療

佐世保中央病院

救急医療

白十字病院

救急医療

青洲会病院

へき地医療

福岡青洲会病院

救急医療

合 計 191 法人

社会医療法人　愛仁会
鹿児島県鹿児島市
伊敷２丁目１番２号

平成23年10月1日

社会医療法人　かりゆし会

沖縄県豊見城市
字上田２５番地

神奈川県海老名市
河原口１３２０

沖縄県沖縄市知花
６丁目２５番５号

長崎県平戸市
田平町山内免６１２番地の４

社会医療法人　ｼﾞｬﾊﾟﾝﾒﾃﾞｨｶﾙｱﾗｲｱﾝｽ 平成21年4月1日

神奈川県川崎市幸区
都町３９番地１

平成23年4月1日

平成21年3月1日

社会医療法人財団　白十字会社会医療法人財団　白十字会
長崎県佐世保市
大和町１５番地

平成21年11月1日

大 臣 所 管

平成21年3月1日

平成23年10月1日社会医療法人　青洲会

平成23年10月1日社会医療法人　友愛会

鹿児島県薩摩川内市樋脇町
市比野３０７９番地

社会医療法人　敬愛会

社会医療法人　卓翔会

沖 縄 県 沖縄県中頭郡中城村
字伊集２０８番地

鹿児島県鹿児島市
薬師１丁目１２番２２号

社会医療法人　白光会

社会医療法人　仁愛会
沖縄県浦添市
伊祖４丁目１６番１号

平成24年10月1日

社会医療法人財団　石心会

平成21年10月1日

平成23年10月1日

鹿 児 島 県
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平成25年1月18日

都道府県名 全病院数 a 申請病院数 b 審査終了数 c 認定数 d 申請率(b/a) 認定率(d/b) 認定率(d/c)

北海道 575 157 150 130 27.30% 82.80% 86.67%
青森県 101 23 23 21 22.77% 91.30% 91.30%
岩手県 92 32 31 26 34.78% 81.25% 83.87%
宮城県 142 36 36 31 25.35% 86.11% 86.11%
秋田県 74 22 22 18 29.73% 81.82% 81.82%
山形県 68 27 27 23 39.71% 85.19% 85.19%
福島県 130 46 45 30 35.38% 65.22% 66.67%
茨城県 183 40 40 32 21.86% 80.00% 80.00%
栃木県 109 31 30 24 28.44% 77.42% 80.00%
群馬県 132 53 53 41 40.15% 77.36% 77.36%
埼玉県 346 120 118 95 34.68% 79.17% 80.51%
千葉県 278 78 73 52 28.06% 66.67% 71.23%
東京都 641 236 233 177 36.82% 75.00% 75.97%

神奈川県 344 123 121 95 35.76% 77.24% 78.51%
新潟県 131 54 54 34 41.22% 62.96% 62.96%
富山県 110 29 28 25 26.36% 86.21% 89.29%
石川県 100 40 40 36 40.00% 90.00% 90.00%
福井県 72 24 24 19 33.33% 79.17% 79.17%
山梨県 60 20 20 17 33.33% 85.00% 85.00%
長野県 131 53 53 50 40.46% 94.34% 94.34%
岐阜県 103 40 40 31 38.83% 77.50% 77.50%
静岡県 184 70 66 54 38.04% 77.14% 81.82%
愛知県 325 118 118 104 36.31% 88.14% 88.14%
三重県 102 42 42 31 41.18% 73.81% 73.81%
滋賀県 59 29 29 25 49.15% 86.21% 86.21%
京都府 173 66 65 53 38.15% 80.30% 81.54%
大阪府 534 192 190 164 35.96% 85.42% 86.32%
兵庫県 350 158 158 115 45.14% 72.78% 72.78%
奈良県 75 28 27 22 37.33% 78.57% 81.48%

和歌山県 89 21 21 18 23.60% 85.71% 85.71%
鳥取県 45 18 17 15 40.00% 83.33% 88.24%
島根県 53 23 23 17 43.40% 73.91% 73.91%
岡山県 171 75 73 62 43.86% 82.67% 84.93%
広島県 248 98 98 84 39.52% 85.71% 85.71%
山口県 148 53 53 40 35.81% 75.47% 75.47%
徳島県 114 42 42 41 36.84% 97.62% 97.62%
香川県 93 32 32 19 34.41% 59.38% 59.38%
愛媛県 143 45 45 33 31.47% 73.33% 73.33%
高知県 133 43 43 36 32.33% 83.72% 83.72%
福岡県 466 190 189 144 40.77% 75.79% 76.19%
佐賀県 108 37 37 28 34.26% 75.68% 75.68%
長崎県 159 49 49 38 30.82% 77.55% 77.55%
熊本県 214 83 81 70 38.79% 84.34% 86.42%
大分県 159 52 52 49 32.70% 94.23% 94.23%
宮崎県 140 41 39 32 29.29% 78.05% 82.05%

鹿児島県 261 100 97 75 38.31% 75.00% 77.32%
沖縄県 94 45 44 32 47.87% 71.11% 72.73%
合　計 8,562 3,034 2,991 2,408 35.44% 79.37% 80.51%

※各都道府県の全病院数は、「医療施設動態調査(平成24年10月末概数）」より

※「認定率(d/b)」は対申請数、「認定率(d/c)」は対審査終了数とした。

※更新申請数は含めていない。

26.都道府県別病院機能評価認定状況一覧
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27.医療施設経営安定化推進事業について

○ 「医療施設経営安定化推進事業」については、医療施設経営の安定化

を推進する取組の一環として、めまぐるしく変化している医療施設をと

りまく諸制度や環境について、その時々の実態や医療施設経営に与える

影響を調査研究し、その結果を各都道府県をはじめとした関係機関へ情

報提供することにより、個々の病院における経営の自主的な改善に役立

てることを目的として平成１１年度より実施している。

○ 平成２３年度においては、開設主体の異なる各種病院の会計情報等か

ら、各医療機関が自院の経営改善に役立てるために有用な指標を作成し、

また、医業外事業で黒字を確保している病院の医業外事業の事業内容や

規模等の具体的な実施状況について実態調査し把握することにより、本

来業務と医業外事業との関連性を明らかにすることを目的として「医業

外事業による本体業務への経営的影響に関する調査研究」を実施した。

また、近年、病院の経営環境は厳しさを増しており、さらに民間病院

の経営者の多くは世代交代期を迎えていることから、その承継が重要な

課題になっている。今後、病院の統合再編成は増加していくことが見込

まれることから、民間病院が関係した統合再編成事例より、実務面の課

題、経営改善・機能強化について紹介することを目的として「近年行わ

れた病院の合併・再編成等に係る調査研究」を実施した。

○ 平成２４年度においては、前年度に引き続き「病院経営管理指標」を

作成するとともに、病院では、経営適正化・改善のため、様々な手法が

考案され、実施されているが、中小規模の病院については、優先して行

うべき手法が明確でないこと、メルクマークが明らかでないことから、

次なる経営改善策を提示するため、「経営適正化に関する実態調査研

究」を実施している。

また、個々の中小病院が独自に経営課題を解決することは容易ではな

いことから、経営改善への努力が認められる医療機関に対して、ヒアリ

ングを行うことによって、中小病院が抱える経営課題を把握するととも

に、今後の医療機関経営の安定化に資する改善策、支援体制について研

究することを目的とした、「医療機関の経営支援に関する調査研究」を

実施している。

○ 「医療施設経営安定化推進事業」の報告書は、厚生労働省ホームペー

ジ（http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/igyou/midashi.htm

l）に掲載するとともに、都道府県等に配布することにより情報提供を

行っているので、医療機関の経営安定化等に資する資料として積極的に

活用願いたい。
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全国病院数 認定病院数 認定率

14 12 85.7%

144 52 36.1%

48 38 79.2%

34 29 85.3%

8 6 75.0%

26 0 0.0%

216 115 53.2%

672 247 36.8%

73 37 50.7%

92 62 67.4%

80 49 61.3%

110 57 51.8%

7 1 14.3%

51 39 76.5%

9 2 22.2%

46 29 63.0%

11 11 100.0%

376 148 39.4%

5,708 1,290 22.6%

108 53 49.1%

62 33 53.2%

321 81 25.2%

346 17 4.9%

8,562 2,408 28.1%

※全国病院数は「医療施設動態調査(平成24年10月末概数）」より

※認定病院数は、平成25年1月18日現在

28.開設者別病院機能評価認定証発行病院数

開設主体

共済組合及びその連合会

その他の社保関係団体

都道府県

市町村

日　赤

済生会

健康保険組合及びその連合会

厚生労働省

独立行政法人国立病院機構

国立大学法人

独立行政法人労働者健康福祉機構

個　人

厚生連

その他の公的医療機関

全社連

地方独立行政法人

国立高度専門医療研究センター

合　計

学校法人

会　社

その他の国立

公益法人

医療法人

その他の法人

国

公
　
的

社
　
保
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２９．医療監視員数調　　

（平成２３年４月１日現在）　

専 専 専 専 専 専 専 専 専

北 海 道 5 126 10 131 10 54 54 0 5 0 180 10 0 185 10

青 森 県 10 55 65 0 5 5 0 10 0 60 0 0 70 0

岩 手 県 29 108 137 0 36 36 0 29 0 144 0 0 173 0

宮 城 県 7 227 234 0 16 16 0 7 0 243 0 0 250 0

秋 田 県 7 149 156 0 27 27 0 7 0 176 0 0 183 0

山 形 県 5 54 59 0 0 0 5 0 54 0 0 59 0

福 島 県 10 105 17 115 17 25 4 25 4 10 0 130 21 0 140 21

茨 城 県 8 2 245 253 2 0 0 8 2 245 0 0 253 2

栃 木 県 17 106 123 0 0 0 17 0 106 0 0 123 0

群 馬 県 4 4 63 67 4 29 2 29 2 4 4 92 2 0 96 6

埼 玉 県 9 535 544 0 14 118 12 144 0 23 0 653 0 12 688 0

千 葉 県 13 406 7 419 7 21 145 7 1 167 7 34 0 551 14 1 586 14

東 京 都 12 113 13 125 13 30 2 344 101 5 379 103 42 2 457 114 5 504 116

神奈川県 19 124 30 143 30 46 253 1 299 1 65 0 377 31 0 442 31

新 潟 県 7 40 47 0 76 76 0 7 0 116 0 0 123 0

富 山 県 12 126 138 0 69 69 69 69 12 0 195 69 0 207 69

石 川 県 17 121 138 0 18 2 18 2 17 0 139 2 0 156 2

福 井 県 12 85 97 0 0 0 12 0 85 0 0 97 0

山 梨 県 12 57 69 0 0 0 12 0 57 0 0 69 0

長 野 県 11 206 217 0 33 33 0 11 0 239 0 0 250 0

岐 阜 県 8 163 171 0 12 12 0 8 0 175 0 0 183 0

静 岡 県 8 154 1 162 1 32 79 111 0 40 0 233 1 0 273 1

愛 知 県 17 369 386 0 14 100 7 114 7 31 0 469 7 0 500 7

三 重 県 1 67 13 68 13 8 8 0 1 0 75 13 0 76 13

滋 賀 県 14 112 126 0 36 36 0 14 0 148 0 0 162 0

京 都 府 14 227 241 0 17 273 290 0 31 0 500 0 0 531 0

大 阪 府 13 260 48 3 276 48 11 109 120 0 24 0 369 48 3 396 48

兵 庫 県 9 244 2 1 254 2 119 119 0 9 0 363 2 1 373 2

奈 良 県 6 99 105 0 38 38 0 6 0 137 0 0 143 0

和歌山県 10 89 99 0 46 46 0 10 0 135 0 0 145 0

鳥 取 県 4 28 32 0 0 0 4 0 28 0 0 32 0

島 根 県 4 224 15 228 15 0 0 4 0 224 15 0 228 15

岡 山 県 9 104 113 0 57 57 0 9 0 161 0 0 170 0

広 島 県 34 141 175 0 55 5 12 67 5 34 0 196 5 12 242 5

山 口 県 1 81 82 0 4 26 5 35 0 5 0 107 0 5 117 0

徳 島 県 24 92 116 0 0 0 24 0 92 0 0 116 0

香 川 県 11 68 79 0 10 10 0 11 0 78 0 0 89 0

愛 媛 県 10 141 151 0 20 20 0 10 0 161 0 0 171 0

高 知 県 14 69 83 0 15 15 0 14 0 84 0 0 98 0

福 岡 県 6 183 189 0 11 151 162 0 17 0 334 0 0 351 0

佐 賀 県 9 120 129 0 0 0 9 0 120 0 0 129 0

長 崎 県 13 71 84 0 27 65 6 6 98 6 40 0 136 6 6 182 6

熊 本 県 10 158 168 0 23 20 1 24 20 10 0 181 20 1 192 20

大 分 県 9 160 50 169 50 31 31 0 9 0 191 50 0 200 50

宮 崎 県 5 183 188 0 46 4 46 4 5 0 229 4 0 234 4

鹿児島県 8 155 163 0 12 4 8 20 4 8 0 167 4 8 183 4

沖 縄 県 4 53 1 57 1 0 0 4 0 53 1 0 57 1

　合　計 501 6 6,866 207 4 7,371 213 227 2 2,579 232 50 2,856 234 728 8 9,445 439 54 10,227 447

（ 注 ）

　　県名 　本庁 　保健所 　　　　計

　　　　　　　　　県　職　員

｢その他｣は、保健センター、衛生試験所、環境センター等の職員である。

その
他

その
他

その
他

　　　　　　　　　　　合計

　　本庁 　　保健所 　　　　計

｢ 専 ｣ は 、 専 任 の 医 療 監 視 員 の 再 掲 で あ る 。

　　　　　政令市職員及び特別区職員

　本庁 　　保健所 　　　　計
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３０．平成２２年度立入検査結果（概要）

（１） 目 的

医療法（昭和２３年法律第２０５号）第２５条第１項の規定に基づく立入

検査により、病院が医療法及び関連法令により規定された人員及び構造設備

を有し、かつ、適正な管理を行っているか否かについて検査することにより、

病院を良質、かつ、適切な医療を行う場にふさわしいものとすることを目的

とする。

（２） 実施状況

対象病院（８，６６７病院）について、都道府県等において概ね年１回実

施している。（実施率：９４．６％）

（３） 立入検査結果（全体）

（ ％ ）

大 項 目 小 項 目 今年度遵守率 前年度遵守率

医療従事者数 医 師 数 ９１．８ ９０．０

〃 看 護 師 数 ９９．４ ９９．２

〃 薬 剤 師 数 ９５．３ ９４．４

管 理 病 室 の 定 員 遵 守 ９８．５ ９８．１

〃 職 員 の 健 康 管 理 ８９．７ ８９．５

〃 医療機器の保守点検実施 ９４．４ ９３．１

帳 票・記 録 診療の諸記録整理保管 ９７．０ ９５．４

業 務 委 託 感染性廃棄物処理 ９７．３ ９６．１

防火・防災体制 防災危害防止対策 ９８．３ ９８．３

放 射 線 管 理 従事者被ばく防止措置 ９９．２ ９９．３
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（４） 立入検査結果（精神病院）

（ ％ ）

大 項 目 小 項 目 今年度遵守率 前年度遵守率

医療従事者数 医 師 数 ９５．０ ９３．４

〃 看 護 師 数 ９８．７ ９８．２

〃 薬 剤 師 数 ９２．５ ９１．６

管 理 病 室 の 定 員 遵 守 ９８．３ ９７．８

〃 職 員 の 健 康 管 理 ９１．３ ９０．６

〃 医療機器の保守点検実施 ９５．４ ９３．２

帳 票・記 録 診療の諸記録整理保管 ９７．３ ９６．３

業 務 委 託 感染性廃棄物処理 ９７．７ ９５．９

防 災 体 制 防災危害防止対策 ９９．５ ９９．０

放 射 線 管 理 従事者被ばく防止措置 ９９．７ ９９．３

（５）医療従事者の標準数遵守率の推移（全体）
（年度、％）

職 種 平成11年 平成12年 平成13年 平成14年 平成15年 平成16年

医 師 69.0 71.3 72.6 75.0 81.3 83.5

看護師 98.1 98.7 98.0 98.3 98.8 99.1
薬剤師 82.9 84.9 85.4 84.1 88.0 89.6

職 種 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年

医 師 83.8 85.0 86.9 88.3 90.0 91.8

看護師 99.3 98.5 98.8 98.9 99.2 99.4

薬剤師 90.7 91.9 92.8 93.7 94.4 95.3
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資料：（財）医療関連サービス振興会　　　　

　「平成24年度医療関連サービス実態調査（速報値に基づく（平成25年3月公表予定））」
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※寝具類洗濯・賃貸 

医療廃棄物処理 

※検体検査 

※院内清掃 

※医療用ガス供給設備保守点検 

※医療機器保守点検 

※在宅酸素供給装置保守点検 

※患者等給食 

医療事務 

院内情報ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ･ｼｽﾃﾑ 

※滅菌・消毒 

医業経営コンサルティング 

院内物品管理 

在宅医療サポート 

医療情報サービス 

※患者搬送 

(%) 

３１.  医療関連サービスの委託率の推移 

平成３年調査  1,010病院 

平成６年調査     801病院 

平成９年調査     725病院 

平成12年調査 1,111病院 

平成15年調査    714病院 

平成18年調査    697病院 

平成21年調査   960病院 

平成24年調査 1,137病院 

注）サービス名の※印は医療関連サービスマーク 

  認定事業であることを示す。 
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（１）経営主体別

(1) (1) (54) (2) (1) (59)
<16> <16>

(1) (1) (53) (2) (1) (58)
<15> <15>

(1) (1) (55) (2) (1) (60)
<15> <15>

(1) (1) (1) (56) (2) (1) (1) (63)
<12> <12>

比率（％） 1.0 6.7 0.2 0.8 2.6 7.4 0.8 70.8 6.3 2.0 1.4 0.0 100

（注）　１．（　）内は、血清分離のみを行っている衛生検査所の再掲である。

２．＜　＞内は、RIを使用している衛生検査所の再掲である。

（２）従事者数別

259 173 226 87 80 49 30 14 918

248 165 231 80 79 52 24 15 894

251 147 240 81 70 58 27 13 887

247 144 228 91 78 49 29 14 880

279 155 206 86 73 44 20 11 874

269 160 230 87 63 49 18 14 890

30.2 18.0 25.8 9.8 7.1 5.5 2.0 1.6

5.5

（３）登録検査業務別

374 586 574 250 360 649 55 19

364 575 556 245 355 629 56 18

361 569 543 241 348 617 59 16

358 572 543 236 339 620 58 15

340 558 538 228 331 621 60 15

333 555 540 235 323 621 63 12

比率（％） 37.4 62.4 60.7 26.4 36.3 69.8 7.1 1.4

（４）登録検査業務数別

106 128 75 294 75 240 918

102 128 76 282 73 233 894

101 125 80 269 68 (59) 244 887

98 126 77 275 71 (58) 233 880

89 115 90 280 67 (60) 233 874

89 109 91 279 68 (63) 254 890

比率（％） 10.0 12.3 10.2 31.4 7.6 (7.1) 28.5 100

（注）（　）内は、血清分離のみを行っている衛生検査所の再掲である。

登録６ 登録５ 登録４ 登録３ 登録２ 登録１ 合  計

874

２５．１．１ 9 60 2 7 23 66 7 630 56 18 12 0 890

２１．１．１

２２．１．１

２３．１．１

２４．１．１

２５．１．１

２０．１．１

２４．１．１

２５．１．１

２１．１．１

２２．１．１

２３．１．１

２０．１．１

区　分

比率（％） 100
90.9 3.6

区　分
微生物学的
検　　　査

血清学的
検　　査

血液学的
検　　査

病理学的
検　　　査

寄生虫学的
検　　　　査

生化学的
検　　　査

血清分離のみ
RI使用
（再掲）

２２．１．１

２３．１．１

２４．１．１

５０～９９人 １００～１９９人 ２００人以上

２５．１．１

60 18 9 0

合  計

２０．１．１

２１．１．１

区　分 ５人以下 ６～９人 １０～１９人 ２０～２９人 ３０～４９人

２４．１．１ 10 58 1 8 20 67 6 621 57 17 9 0

２２．１．１ 13 62 1 8 7 0 887

２３．１．１ 12 59 1 8 20 68

21 68 4 617 66 20

8806 619

78 28 8 0

74 26 7 0 894２１．１．１ 14 62 1 10 20 70 4 606

１９．１．１ 15 62 1 9 9 0 926

２０．１．１ 14 61 1 9 21 71

21 71 3 625 82 28

9184 623

３２．衛生検査所の推移

区　分 公立 医師会 技師会 薬剤師会
他の社団

法人
財団法人 医療法人 株式会社 有限会社 個人

その他の
法人

その他 合  計
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３３．都道府県別衛生検査所数の推移

都道府 昭和 昭和 昭和 昭和 昭和 昭和 昭和 昭和 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成

県　名 55年 56年 58年 59年 60年 61年 62年 63年 元年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 ７年 ８年 ９年 10年 11年 12年 13年 14年 15年 16年 17年 18年 19年 20年 21年 22年 23年 24年 25年

北海道 27 32 40 37 38 48 50 49 51 51 53 57 57 59 59 60 61 61 60 58 61 63 62 64 61 59 62 64 64 63 62 60 60

青  森 7 7 8 9 9 9 7 8 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 8 8

岩  手 6 5 6 7 7 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 12 12 12 11 11 12 12 12 11 11 11 11 12 12 13

宮  城 12 11 14 16 16 16 15 17 17 16 16 15 16 17 18 19 18 18 17 17 16 16 17 18 18 18 20 20 20 19 19 19 18

秋  田 8 8 9 9 9 7 7 7 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 8 7 7 7 8 8 8 10 10 9 9 9 9 9

山  形 9 10 9 9 8 8 6 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 8 7 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 9

福  島 12 12 14 16 15 19 18 19 16 17 17 17 18 17 18 17 17 16 16 16 15 14 13 13 12 14 16 16 17 17 18 18 20

茨  城 9 8 12 13 12 13 12 13 14 14 15 15 15 15 16 16 18 18 17 16 16 17 16 15 17 17 17 16 15 15 15 14 14

栃  木 11 11 13 12 12 13 12 12 12 13 12 12 10 10 10 10 11 12 11 12 11 12 13 14 14 14 14 13 12 13 13 13 13

群  馬 13 5 6 7 7 7 6 7 7 6 6 6 6 8 7 8 9 10 10 9 9 10 12 11 14 16 17 17 16 16 16 16 15

埼  玉 19 20 21 21 23 25 26 25 27 25 24 23 22 21 21 20 22 22 24 25 26 30 30 30 28 27 26 26 26 26 26 25 24

千  葉 13 12 16 17 16 18 15 13 14 15 15 14 14 16 15 16 17 17 19 21 22 22 21 20 22 23 23 20 20 21 21 21 24

東  京 61 69 76 77 84 88 89 88 82 89 87 89 88 90 87 89 82 80 79 75 74 70 69 69 72 72 78 78 72 68 71 73 79

神奈川 21 24 24 24 28 29 29 31 31 30 30 32 33 36 36 38 37 36 40 41 40 41 40 38 42 39 40 40 38 38 40 40 39

新  潟 17 19 23 22 23 22 22 21 24 25 25 26 27 29 30 29 29 31 31 30 30 30 30 30 30 30 27 27 27 27 26 26 27

富  山 13 8 10 10 8 9 8 8 8 8 8 7 7 8 10 11 9 8 8 7 8 8 8 8 8 9 10 9 8 7 7 7 7

石  川 6 7 8 8 8 10 10 10 10 9 9 9 9 10 10 10 11 13 13 13 12 13 13 13 13 13 14 11 11 11 12 13 14

福  井 6 6 7 6 6 6 6 8 8 10 10 10 10 11 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 8 8 8 8 6 6

山  梨 6 4 7 6 6 7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 5 5 7 8 8 9 8 8 8

長  野 29 19 21 21 21 19 19 20 20 21 20 20 21 22 23 23 23 25 25 25 26 25 26 26 27 28 29 28 28 29 27 26 27

岐　阜 12 11 13 14 13 13 15 15 14 15 14 14 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 14 13 13 14 13 13 12 12 12 11 11

静  岡 23 20 26 26 26 26 22 21 20 24 23 24 24 25 23 23 22 23 25 25 25 28 30 30 29 29 30 30 30 32 32 31 32

愛  知 49 43 46 47 49 48 50 49 50 47 49 52 51 49 51 50 49 49 48 46 43 43 40 42 43 42 45 47 45 45 45 47 47

三  重 11 8 9 9 10 10 10 10 10 11 12 13 13 13 14 14 15 14 13 13 13 13 13 13 12 11 11 11 11 11 11 11 11

滋  賀 2 2 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 7 7 7 7 7 9 9 9 8 7 8 8 8 9 9 9

京  都 15 21 21 21 21 26 24 24 24 25 29 30 32 31 32 32 32 32 31 31 33 33 31 31 32 28 32 32 30 32 29 30 29

大  阪 34 41 44 47 53 54 55 56 57 53 55 57 54 57 59 62 60 61 60 60 59 56 55 54 54 57 56 56 56 51 50 50 48

兵　庫 23 23 26 27 27 25 21 22 21 22 25 27 25 32 32 32 30 29 30 30 33 33 31 31 31 31 31 30 26 25 25 26 27

奈  良 4 3 6 7 8 8 8 8 6 5 5 5 7 7 5 5 5 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6

和歌山 7 8 8 8 8 9 9 8 8 8 8 8 8 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8

鳥  取 5 2 7 7 8 7 7 7 7 7 7 7 6 6 7 8 7 9 8 8 8 8 8 8 8 9 9 8 7 7 7 7 6

島  根 6 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6

岡  山 9 9 9 10 10 10 8 8 9 9 9 9 9 9 11 11 12 12 11 10 9 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9

広  島 19 22 20 21 19 21 21 20 20 21 19 21 22 23 23 23 26 26 28 29 29 29 30 30 29 31 31 30 30 31 28 29 29

山  口 10 11 15 14 14 12 13 13 14 16 16 16 16 16 17 18 17 16 16 16 17 16 15 15 15 15 15 14 14 14 14 14 13

徳  島 8 9 10 10 11 11 10 10 10 10 9 9 9 10 11 13 13 12 11 11 9 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 8

香  川 6 8 8 9 9 10 10 11 12 13 13 13 13 13 13 13 11 11 11 11 11 11 11 11 10 9 9 9 9 9 9 9 8

愛  媛 11 12 13 14 14 14 14 14 16 16 16 15 15 15 15 15 15 16 13 14 14 14 14 11 11 11 10 10 10 10 9 8 8

高  知 7 5 5 5 8 8 7 8 7 7 8 8 7 7 8 9 9 11 11 10 10 10 8 7 6 6 7 7 7 7 7 7 7

福  岡 33 42 47 47 51 51 43 43 44 45 44 46 46 45 45 46 45 49 47 46 45 44 44 43 43 42 43 42 42 43 44 43 47

佐  賀 4 6 6 5 4 5 4 4 4 4 5 6 6 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3

長  崎 14 13 15 16 16 16 14 12 12 12 14 14 12 14 15 16 17 16 16 16 16 15 14 14 15 16 16 17 16 15 13 13 13

熊  本 16 10 20 20 18 17 18 17 17 17 18 18 19 19 20 22 21 23 23 23 22 23 21 21 21 22 22 23 23 22 20 20 21

大  分 9 9 8 9 9 9 8 9 9 8 8 8 8 9 10 10 9 9 9 10 10 10 8 8 8 9 9 9 9 8 8 8 8

宮  崎 9 9 12 13 14 13 12 13 11 10 9 9 9 9 8 8 9 9 9 9 8 8 9 10 11 11 11 10 10 10 10 10 9

鹿児島 15 16 17 19 22 22 21 21 23 24 24 25 23 24 24 25 24 25 25 27 27 26 26 26 26 26 26 26 25 25 25 24 25

沖  縄 5 3 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 6 5 5 5 5 5 6 6 5 7 8 8 9 8 9 9 9 9 8 8

  計 671 667 769 785 813 841 808 814 816 828 837 857 852 878 888 909 900 916 914 912 907 906 896 893 901 903 926 918 894 887 880 874 890

指　数 101 100 115 118 122 126 121 122 122 124 126 129 128 132 133 136 135 137 137 137 136 136 134 134 135 135 139 138 134 133 132 131 133

※　昭和５５年は１１月１日現在、昭和５６年は１０月１日現在、昭和５８年～平成１０年は２月１日現在、平成１１年以降は１月１日現在である。

　　なお、昭和５７年については不明である。

　　登録が義務づけられた昭和５６年を指数１００とした。
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